
インクルーシブ社会研究  16
Studies for Inclusive Society 16

ISSN　2188―2789

編集担当：由井秀樹・松原洋子
Editors: YUI Hideki & MATSUBARA Yoko

立命館大学人間科学研究所
Institute of Human Sciences, Ritsumeikan University

JSPS 科研費 JP15K21496「戦後日本の男性不妊と男性性に関する歴史研究」／
JSPS科研費 JP16K01171「戦後日本の人工妊娠中絶の制度史：医療・人口・地政学」

生殖と人口政策、ジェンダー
Reproduction: Population Policy and Gender

2017年 3月





1

はしがき

本報告書には、2016 年 8 月 6 日に開催された第 1回「人口と生殖の歴史研
究会」で行われた報告をもとにした論文（第 1部）、及び 2017 年 1 月 22 日に
開催されたシンポジウム「男性と生殖、セクシュアリティ」の記録（一部、報
告をもとにした論文 /エッセイ）を掲載している。
第 1回「人口と生殖の歴史研究会」は科学研究費助成事業「戦後日本の人工
妊娠中絶の制度史：医療・人口・地政学」（研究代表者：松原洋子）の主催、
立命館大学人間科学研究所「家族形成をめぐる対人援助プロジェクト」との共
催で行われた。この研究会は日本の人口・生殖・生命倫理の関係を、グローバ
ルヒストリーのなかで考えることを目的として発足し、第 1回は日本を中心に、
東アジアの生殖コントロールと人口問題、医療の関係についての報告がなされ
た。
シンポジウム「男性と生殖、セクシュアリティ」は科学研究費助成事業「戦
後日本の男性不妊と男性性に関する歴史研究」（研究代表者：由井秀樹）の主催、
立命館大学人間科学研究所「家族形成をめぐる対人援助プロジェクト」との共
催で行われた。本シンポジウムは、人文、社会科学系の研究において男性不妊
がほとんど取上げられてこなかった一方で、近年、少子化対策をめぐる政府レ
ベルの議論や、非専門家向けの書籍において男性不妊が頻繁に言及されるよう
になってきた状況の中で、男性性と生殖・セクシュアリティ、男性身体の管理、
そして男性不妊の問題化が及ぼす女性への影響などをどのように考えるか、と
いう意図で企画された。由井、倉橋耕平氏、澁谷知美氏の報告については、発
表をもとにした論文 /エッセイが、他の報告やコメント、コメントへのリプラ
イについては、当日の逐語録が掲載されている。締切の関係もあり、このよう
な不揃いな体裁になってしまったことについて、ご了承いただければ幸いであ
る。
なお、本報告書は上記松原、由井が研究代表を務める科学研究費助成事業

（JSPS 科研費 JP16K01171, JP15K21496）及び、立命館大学人間科学研究所か
らの助成を受け、刊行された。

立命館大学衣笠総合研究機構 専門研究員
由井秀樹
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日韓関係とアジアの家族計画

保明　　綾

1．はじめに―家族計画と国際関係
「家族計画」という言葉を目にして、すぐに国際関係を思いつく人は、家族

計画を専門としている研究者や活動家以外まずいないであろう。大抵の人は、
家族計画を、文字通り「家族」の規模を「計画」する行為と捉え、例えば避妊
のように、国際関係とは全く関係がないとみなされる私的領域での生殖にまつ
わる行為を指す言葉の同義語だと解釈している。それを裏付けるかのように、
国語辞典は、家族計画を「夫婦がその生活能力や理想に応じて、産児数や出産
の間隔を調節すること」（『日本国語大辞典』）、「それぞれの家庭の事情に合わ
せて、夫婦が計画的に子供をつくること」（『デジタル大辞泉』）などと定義し、
親密な個人的関係にある夫婦が主体となって計画的に子どもをつくる行為と理
解している。この定義付けには、国際関係の入る余地は、一見なさそうである。

しかし戦後、特に 1960 年代中盤以降、アメリカ合衆国政府が「発展途上」・「低
開発」と定義した地域の社会経済開発を柱とする国際協力を冷戦外交の戦略と
して捉え、その枠内に家族計画をはめこんで以降、家族計画と国際関係は切り
離せない関係になっている１）。戦後、台頭した近代化論は、発展途上国への国
際協力・援助を支える 概念となってきたが、近代化論によると、人口増加は
資源や環境に負荷を与えるだけではなく貧困を助長する引き金にもなりうる。
近代化論により、当時のアジア・アフリカ・ラテンアメリカなどにおける高い
人口増加率は、それらの地域が直面していた経済低迷・低開発の要因であると
理解され、それと同時に、家族計画は、低開発地域の経済低迷に歯止めをかけ
る「人口抑制」（population control）の手段として徐々に開発分野で定着して
いく。並行して、冷戦下のアメリカ政府は、低開発国への開発援助を、アメリ
カを中心とした「自由世界」を構築するための手段として位置づけていく。こ
のような状況下で、人口・社会経済政策としての家族計画事業は、開発援助の
一環として「過剰人口」の「巣窟」（reservoir）＝「低開発地域」とされたア
ジア・アフリカ・ラテンアメリカ地域内の自由国あるいは中立国で展開してい
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く。家族計画は、戦後、上記のような背景のもとに国際関係を支える重要な要
素の一つとなって機能していく。

冷戦の国際関係秩序の構築に伴い家族計画が再定義されるなか、日本政府・
民間団体も、1960 年代終盤、自国の人口・家族計画分野における経験を国際
協力の場で活かすという趣旨のもと、国際家族計画連盟（International 
Planned Parenthood Federation. 以下 IPPF）や国連などの国際機関と協調し
つつ、東南アジアで開発援助としての家族計画事業に着手する。本稿は、日本
の行為に着目し、国際協力のツールとしての家族計画事業の生成・発展過程を
検討し、それが国際関係に及ぼした影響を探っていく。具体的には、日本人の
民間人活動家國井長次郎が 1970 年代初頭に編み出した、家族計画を寄生虫予
防と統合させて推進する「インテグレーション・プロジェクト」という家族計
画事業の生成過程を辿り、その過程での日韓関係を分析する２）。戦後間もなく
の段階から寄生虫予防と家族計画運動に関与していた國井は、1960 年代以降、
活動の舞台を国内から国外へ移し、1968 年には、国内初で唯一の国際協力家
族計画 NGO 団体である家族計画国際協力財団（Japanese Organization for 
International Cooperation in Family Planning: JOICFP. 以下ジョイセフ）の
設立に奔走した。1970 年代には、ジョイセフの看板事業としてインテグレー
ション・プロジェクトを提唱し東南アジアを中心とした地域で実行するよう試
みるが、事業の生成過程で、國井は、自身が過去の活動で築いてきた韓国およ
び台湾の活動家や専門家とのネットワークを基盤とし、インテグレーション・
プロジェクトの普及を目的としたアジア寄生虫予防機構（Asian Parasite 
Control Organization: APCO. 以下アプコ）を発足させる。本稿では、アプコ
の基盤となった寄生虫予防分野での日韓医療協力、アプコ設立をめぐる日韓両
国のやりとりと、そこから派生したインテグレーション・プロジェクト事業が、
冷戦期の国際関係とどのように相互作用していたのかを検討する。

本稿は、基本的に、日本の団体であるジョイセフが提唱しアジアに展開した
家族計画事業と国際関係の繋がりを主題として扱っている。ではなぜ、わざわ
ざ日本と韓国の関係という視座を持ち込む必要があるのか、という疑問が生じ
るかもしれない。この問いに答えることは、本稿の視座を支える方法論を明記
することにもつながるので、以下では先行研究を踏まえつつ、あえて日韓関係
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に焦点をあてる理由を説明したい。
前述したとおり、インテグレーション・プロジェクトをアジアに推進するに

あたり、韓国代表者は、台湾代表者と並び重要な位置を占めていた。韓国は台
湾同様、戦後、家族計画事業を国家事業として立ち上げた国であり、国家主導
の家族計画事業の延長線上に、ジョイセフのインテグレーション・プロジェク
トを試験的に取り入れた国である。インテグレーション・プロジェクトを提唱
した日本と、それを確立するために必要不可欠だった人脈およびパイロット・
プロジェクトの実験地を提供した韓国の関係、この関係の歴史的文脈を描き出
すというのが本稿の目的のひとつである。

加えて、先行研究で提示された枠組みを再検討したいということがある。開
発援助の一環として展開された家族計画事業の歴史をめぐる先行研究では、「西
洋諸国のドナー」対「非西洋諸国のレシピエント」という支配・被支配関係に
基づいた二項対立図式が根底にあるが、この視点は、開発援助自体の歴史を支
える枠組みに呼応している３）。開発の歴史は、かつての帝国であった西側諸国
が戦後のアジアやアフリカで展開された脱帝国の動きに対応した事象であった
ことと、戦後アメリカが冷戦下、世界政治に君臨しつつ国際機関と協調しなが
ら（主に非西洋諸国である）発展途上国での開発援助プログラムを支えていっ
たという認識に基づいているが、その認識を支える枠組みもまた、「西洋諸国
のドナー」対「非西洋諸国のレシピエント」の二項対立図式である４）。さらに、
この二項対立図式は、開発援助の国際協力分野で自明のものとして浸透してい
る「北」対「南」、「発展国」対「低開発国」等の二分法と直接的に対応してい
る。しかし近年、このような歴史認識こそが西洋中心主義を助長していくとし
て、provincializing the West、つまり「西洋を地域化する」という掛け声のも
とに開発援助の歴史を再検討する動きがある５）。本稿は、これら近年の研究に
基づき、「日本」と「韓国」という、国際社会ではいずれも「非西洋国」と理
解されている国の国際関係と、それら二国間の国際協力が作り上げたアジアの
家族計画事業を注視することにより、二項対立図式では説明しきれない実際の
国際協力・開発援助の現場の複雑さを描きだし、ひいては、先行研究を支えて
いる二項対立図式の枠組み自体もまた歴史的所産であることを示唆することも
目的のひとつとしている。
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しかし、ここで注記しておきたい点は、日韓関係に焦点をあてることは既存
の支配・被支配関係を示唆する二項対立図式の枠組みの再考に寄与するかもし
れないが、とはいえ、日韓の国際協力が同等な力関係や全く問題のない友好関
係のうえに成り立っていたかというとそうではない、ということである。現在
の韓国を含めた朝鮮は戦前日本の植民地であり、日本は朝鮮などの植民地支配
を足がかりに大日本帝国を築いてきた歴史がある。敗戦とともに日本は植民地
を失い、旧植民地であった朝鮮は、その後南北に分かれ、北緯 38 度以南の地
域は 1948 年、大韓民国として成立する。戦後は両国ともに、冷戦構造に支え
られた新たな国際秩序の中で、正式には同等な独立国としての歴史を歩んでゆ
く。しかし、戦後を通じて、日韓両国において植民地支配の歴史は爪痕を残し
ており、植民地支配の遺産は、家族計画および寄生虫予防事業における日韓の
国際協力の場面にも少なからず影響を与えることとなる６）。

上記で掲げた点を踏まえつつ、本稿ではまず、家族計画と寄生虫予防事業を
ドッキングさせて 1970 年代に日本で成立したインテグレーション・プロジェ
クトの歴史的背景を明らかにするため、戦後日本の家族計画および寄生虫予防
事業について記述し、インテグレーション・プロジェクトの発案者國井長次郎
が両事業に参与していった過程を描く。次に、韓国政府・民間団体がインテグ
レーション・プロジェクトに関与した背景を説明するため、1960 年代に韓国
で展開された家族計画と寄生虫予防事業に言及する。さらに、1960 年代後半
に日韓で繰り広げられた寄生虫予防分野の国際医療協力が冷戦の政治構造の枠
組みで展開したこと、さらに後のインテグレーション・プロジェクトの普及活
動に貢献したことを説明する。最後に、インテグレーション・プロジェクトを
アジア各国で普及させるために日韓両国の政府や民間人、さらに医療専門家な
どがどのように協働していたかを詳述し、日韓の共同作業が、冷戦期の国際関
係の影響を直接的に受けていたことを明らかにしたい。

2．戦後日本における家族計画および寄生虫予防事業（1945 年～ 1960 年）
敗戦後の日本では、家族計画と寄生虫撲滅・予防が、いずれも民間の活動家

が活躍する公衆衛生事業としてほぼ同時的に進行していくが、政府との関係は
全く違った様相で展開した７）。まず、家族計画事業は、民間人が政府と協働す
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る形で発展していった。戦後、政府内では、旧植民地からの帰還者と出生率の
増加による急激な人口増加が引き起こす社会経済の問題が懸念されたことか
ら、人口抑制の手段としての家族計画が浮上していた。紆余曲折を経た後、
1951 年 10 月 26 日に受胎調節の普及が閣議了解事項として決定された。さら
に1954年8月24日に開催された人口問題審議会の総会は、「人口の量的調整が、
現下喫緊の要務であると認め、その方策として、人口政策としての家族計画の
普及を促進する方途」を政府に建議するための決議を採択した８）。一方、民間
の受胎調節運動は、戦前は社会主義との関連から、さらに戦中は人口増加政策
により弾圧の対象となっていたが、敗戦とともに政治気運も一変した結果、一
気に盛り上がりをみせた。加藤シヅエ・北岡寿逸・太田典礼・馬島僴・下條康
麿などの戦前からの活動家に古屋芳雄や、後に詳述するインテグレーション・
プロジェクトの発案者・國井長次郎が新たに加わり、1954 年 2 月には、日本
家族計画連盟が発足した。日本家族計画連盟は、それまで全国に散在していた
種々の家族計画団体を一つにまとめ、さらに翌年 1955 月 10 月に東京で開催さ
れた第五回国際家族計画会議の日本での準備機関としても機能していった。戦
後、民間の家族計画運動は、政府主導の受胎調節普及活動を補完する形で展開
していく。

これに対して寄生虫対策については、終戦直後の日本における回虫・鉤虫・
虫などの土壌伝播寄生虫の感染率は非常に高かったことから、国民生活を鑑

みた場合、寄生虫撲滅も家族計画同様、「喫緊の要務」であるはずだった。し
かし、政府は寄生虫感染症の罹患率の高さに対して認識はしていたものの、撲
滅・予防対策に関しては本腰をいれずにいた９）。というのも、当時の日本では、
結核のみならず同じ寄生虫感染症でも、マラリアや日本脳炎など、致死率の高
い感染症が蔓延していた。このような状況下、当時の政府は、罹患率は高いが
命には支障のない土壌伝播寄生虫症よりも、上記のような、死亡率に直結する
可能性のある感染症の方がさらに「喫緊の要務」であると考え、後者を優先的
に、衛生行政をすすめていく 10）。

しかし、土壌伝播寄生虫症に対する政府の消極的な態度こそが、民間人が寄
生虫撲滅運動へ入り込む格好の要因となる。民間主導の寄生虫撲滅・予防運動
は終戦直後まず東京で起こり、1950 年代半ばになると全国的な運動として拡
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大する。運動の主な事業は、小学校や農事実行組合等の地域の組織を駆使して
の集団検便・駆虫であった。1955 年に設立された日本寄生虫予防会（1957 年
に財団法人化）は、啓蒙機関として、さらに全国に広がる各支部は、加えて検
査機関として機能し、民間主導の寄生虫撲滅運動を裏に表に支えていく 11）。

寄生虫撲滅運動が功を奏してか、1950 年代を通して、土壌伝播寄生虫の感
染率は目に見えて低下していく。国内の回虫保有率は1950年では59.6％であっ
たが、10 年後の 1960 年には 15.5％にまで低下した。地域規模では、例えば、
東京都国分寺町（現在の国分寺市）では、集団駆虫をはじめた 1955 年には卵
虫保有率が 41.3％であったが、3 年後の 1958 年には 19％にまで下がってい
た 12）。実際に卵虫保有率が一桁台になるのは、かなり後になってからである
が 13）、日本における土壌伝播寄生虫の感染率低下に、戦後の民間主導の寄生
虫撲滅運動が何らかの影響を与えていたといえよう。

このように民間の家族計画運動と寄生虫予防運動は、戦後、異なる領域にお
いて発展していったのだが、この二つの事業間を往来し、いずれの分野におい
ても中心人物として活躍したのが國井長次郎（1916-1996 年）である 14）。國井は、
戦後まず寄生虫撲滅を手がけた。きっかけは、1948 年、十二指腸虫感染が原
因で入院を余儀なくされた時に訪れた。見舞いにやってきた友人の柿原幸二に、

「自分の病気の原因ぐらい知っておけよ」と手渡された、寄生虫学者小泉丹
（1882-1952 年）の著書『常識の科学性―寄生虫の話』15）を読んだ國井は「寄
生虫が都会にも農村にも蔓延していて、人々は、そのため苦しんでいる」こと
を知る。退院後も「寄生虫のこと」が自身の「脳裡にやきついていた」と後に
語った國井は、早速、厚生省や東京都衛生局に赴き寄生虫に関する情報を集め
た。最終的には、罹患率が特に高いとされていた学童にターゲットを絞り、小
学校での集団検便・駆虫をベースにした寄生虫予防運動の構想を練上げていく。
國井の運動に、同志の久保嘉夫、稲見一清が加わり、妻も手伝うこととなり、
さらに稲見の叔父・東条清を介して当時慶応義塾大学医学部にいた小泉から検
査料折半で検査をしてもらう同意を取り付けるなどの準備が整った後、國井ら
は、1949年1月より東京の小学校を対象に寄生虫検査・駆除事業を展開していっ
た 16）。同時に、國井が運動の組織化に尽力した結果、1949 年 6 月 24 日、東京
都内の児童および住民を対象に寄生虫卵検査と公衆衛生教育を遂行する機関と
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して、小泉を理事長とした財団法人東京寄生虫予防協会が設立した。1950 年
代前半には、市町村や農協などを通じて運動は全国的な広がりを見せたが、そ
れに呼応するように協会も組織拡大し、1955 年には東京寄生虫予防協会から
枝分かれする形で日本寄生虫予防会が発足した。日本寄生虫予防会は、1957
年には財団法人化して全国的な組織に発展していったが、國井はそのなかで中
心的な役割を担っていた。

加えて、國井は、寄生虫予防運動が軌道に乗った 1953 年頃から家族計画運
動に参入する。きっかけは、皮肉なことに寄生虫予防運動の成功にあった。國
井は集団検便・駆虫事業の拡大を目の当たりにし、運動のおかげで寄生虫の感
染率が減少すること自体は喜ばしいものの、それにより運動が存在意義を失い、
ひいては自身や職員の失職につながるのではないか、という不安を抱えるよう
になる。さらに「寄生虫予防も社会的にはリッパな仕事ではある。しかし、私
はこれからの将来、公衆衛生屋で終わるのか」といった、自身のキャリアの方
向性に関する悩みにも押されて、次の事業に乗りかえる準備に取り掛かる。次
の事業を思案中の國井は、人口問題を論じた著書に出会い、人口問題に取り掛
かりたいと思い巡らすようになる。具体的にどのような事業を展開すればよい
のか思案していた國井は、1953 年後半、厚生省で受胎調節を担当していた樋
上貞男を訪ねた。この樋上との面談が國井を家族計画運動にいざなうきっかけ
となった。樋上は、受胎調節は国策にこそなってはいるものの特に目立った結
果を出しておらず、実際に成果を上げるには政府よりも民間主導の形が望まし
いことを説明し、國井に受胎調節普及運動に民間の立場から関わるよう打診し
た 17）。

これにインスピレーションを得た國井はその後、樋上と、樋上の当時の上司
で後に厚生大臣も務めた小沢辰男と供に家族計画の民間団体を設立する構想を
練る。さらに國井は、1953 年後半から 1954 年初旬にかけて、樋上や小沢の紹
介で、前述の馬島僴・加藤シヅエ・古屋芳雄など受胎調節に関わりを持つ研究
者や運動家らを訪ね、受胎調節について猛勉強しながら、國井を責任者とする
家族計画普及を目指した民間団体設立と機関紙の発行に全力を尽くして邁進し
ていく。1954 年 4 月 18 日、國井は、日本家族計画連盟発会式に合わせて機関
紙『家族計画』第 1 号を発行させ、その日を、自身の率いる新たな家族計画団
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体・日本家族計画普及会の発足日とした。
日本家族計画普及会の発足当初は、家族計画運動の新参者である國井に対し

戦前から地道に運動を展開してきた活動家は冷ややかな態度で接していたが、
國井は瞬く間に国内外に家族計画活動家として名を知らしめることとなる 18）。
1960 年代、日本の合計特殊出生率が人口置換水準を下回るようになり、政府
主導の家族計画は一応その役割を遂げたとされたが、それと時を同じくし、國
井は、自身の家族計画運動の舞台を、日本国内からアジアの「発展途上国」と
されていた地域へと移す。1970 年代になると、それまで自身が参与していた
家族計画と寄生虫予防事業をドッキングさせ、「インテグレーション・プロジェ
クト」とし、それを国際協力分野での開発事業として国際社会に推進していく。

インテグレーション・プロジェクトを実現するにあたり、國井は、当初から
アジアを拠点とするという立場でいた。つまり、日本発のインテグレーション・
プロジェクトを、アジア人同士の共同作業によりアジアの低開発国へ普及させ
る、という構想である。こうした理由から、國井は、1960 年代、プロジェク
ト実現へむけての第一段階として、韓国と台湾の専門家や政府要人と緊密に連
絡をとり始める。特に韓国は、この時期、国を挙げて寄生虫撲滅運動および家
族計画運動を進めていたことから、共同作業の相手国として非常に重要な位置
を占めていた。

3．韓国における家族計画および寄生虫予防事業（1960 年代）
韓国では、1960 年代に家族計画と寄生虫撲滅・予防運動が、どちらも日本

と同じ歴史的背景のもとで、衛生行政の一環としてほぼ同時進行していく形で
発展する 19）。さらに、日本同様、民間人の力を頼りに展開していくが、日本
と異なり、韓国では政府が旗を振っていずれの運動も推進していた。

政府が衛生行政に力を入れた背景には、朴正煕（パク・チョンヒ）政権の近
代化政策がある。朴は、1961 年、陸軍少将時に軍事クーデターで国家再建最
高会議を組織し、1963 年には大統領に当選、暗殺される 1979 年まで 4 期 17
年大韓民国の大統領職にあった人物である。朴は、在職中の 1965 年に日韓基
本条約を締結させたことから、戦後の日韓関係を彩る最重要人物として名を残
しているが、国内では、大統領権限を強化し維新体制の一環として近代化を推
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し進めた結果、高度経済成長を実現させた大統領として知られている。朴政権
は、李承晩（イ・スンマン）率いる前政権の反共産イデオロギー色の強い政策
を覆しつつ、実用主義的な態度で近代化を進めていくが、その近代化の一環と
して白羽の矢が立ったのが衛生行政であり、具体的には家族計画事業および寄
生虫撲滅事業であった。朴政権下では、衛生行政が、単に国民の健康を促す政
務のみではなく、国の近代化・経済成長に直接貢献する重要なツールとして機
能することが期待されていた 20）。

特に、家族計画に関しては、当時の国際社会において経済成長の足かせとなっ
ている過剰人口を抑制する手段であると考えられていたことから、朴政権は家
族計画事業を積極的に後押ししていく。朴政権が発足した 1960 年代の初め頃
の韓国では、合計特殊出生率が 6.0、人口増加率も 3.0％と、人口増加の傾向に
あった。この状況を問題視した韓国政府は 1964 年、家族計画普及事業を国策
として位置づけ、国が率いる事業として活動を開始した。さらに、国策となっ
た家族計画事業を全国展開させるため、韓国政府は、既存の民間団体である大
韓家族計画協会をうまく活用した。大韓家族計画協会は 1960 年、IPPF の事
業運営資金のもとで IPPF の加盟団体として発足したという経緯があったこと
から、一義的には、IPPF の合意する事業を韓国に展開することを目的として
いたが、特に家族計画が国策となった 1964 年以降、韓国政府や研究機関など
が必要であるとみなした家族計画事業を遂行する団体として、政府主導の家族
計画事業においても中心的位置を占めるようになった。大韓家族計画協会の活
動の支えで、政府は 1964 年、1,474 人の家族計画要員と呼ばれた家族計画普及
推進委員を配置、1966 年には定期的に出生率などの目標値を監査する「目標
量制度」を設置し、さらに 1960 年代後半には、農村行政単位に配属された家
族計画啓蒙員、保健所の家族計画指導員、地域の既婚女性のネットワークをも
とに形成された「家族計画オモニ会」の 3 つのグループが互いに協調しあい、
目標値に近づくための受胎調節の普及活動を行った。結果、韓国の合計特殊出
生率は、運動開始時期の 1960 から 1965 年には 6.0 だったが、運動が終結する
1976 ～ 1982 年には 2.8 まで低下、連動して人口増加率も 3.0％から 1.67％へと
下がっていった 21）。

寄生虫撲滅の場合も、家族計画同様、政府が民間団体と手を取り合い、事業
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を拡大させていった。1960 年代、韓国では、国民の 80％が回虫および 虫に
罹患、さらに国民の約 95％が 1 種類以上の寄生虫を保有するなど、異常な寄
生虫蔓延の状況にあった 22）。この状況を鑑み、韓国政府は、1966 年 4 月、寄
生虫疾患予防法・同施行令を公布し、翌年 1967 年 3 月には寄生虫疾患予防法
施行規則を制定した。さらに寄生虫感染を助長する要因となっている人糞肥料
の使用を規制するため、1967 年 10 月には人糞使用制限区域も設定した。平行
して、韓国政府保健社会部は、1964 年 6 月、部内に寄生虫予防対策委員会を
設置、1967年2月には寄生虫係を新設し、寄生虫予防のための立案に取り掛かっ
た。

この政府の寄生虫感染対策の動きに連動した民間団体が、韓国寄生虫撲滅協
会である。韓国寄生虫撲滅協会は、既存の社団法人韓国衛生動物協会を発展的
に解消して 1964 年に創立した団体である。寄生動物や衛生昆虫などの研究お
よび寄生動物のヒトへの感染予防を目的としていたことから、基本的には生物
学者や医学者などの専門家の集まりであったが、寄生虫撲滅に関しては、政府
から直接指導を受けるなどして、政府と協力しながら検便や技術者養成などの
事業を実施していった 23）。

これまで、戦後日本と 1960 年代の朴政権下韓国の家族計画および寄生虫撲
滅・予防への取り組みを国別に描いてきた。国家を基本的枠組みとして歴史を
綴る方法は歴史学では常に用いられている手法であって、本稿が示したとおり、
日韓の家族計画や寄生虫撲滅の運動は、戦後日本の「国の復興」や 1960 年代
韓国の「国家建設」など、国を興す、あるいは建て直す事業として政府が深く
関与したところで推進されていたので、その点を強調したいのであれば、国別
に歴史を詳述する方法も適切ではある。しかし近年の研究では、日韓いずれの
国においても、戦後の家族計画・寄生虫予防事業が、グローバルな舞台で繰り
広げられた人口や保健衛生をめぐるポリティクスと強く共振していたことが明
らかになっている 24）。これら近年の研究は、一方で、それまで、公衆衛生・
保健医療の歴史を理解する際に自明のものとして扱われてきた国家という枠組
みの再考を促している。他方で、これらの研究を支える視点は、基本的に、先
述した「西洋」・「非西洋」の二分法に基づいており、そこでは日本と韓国の歴
史は繋がっていない。しかし、次節で説明するとおり、実際には、日韓には
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1960 年代から保健医療分野での協力関係が存在していた。ゆえに、日韓の医
療協力の歴史を辿ることは、これまで繋がっていなかった日韓の歴史をつなげ
ていく作業であるだけでなく、いずれもいわゆる「非西洋」国とされている日
韓の関係に焦点をあてることにより、既存の「西洋」対「非西洋」の枠組みを
乗り越えようとする試みでもある。加えて、日韓の協力関係は、冷戦構造に左
右された国際舞台において展開された保健・人口・生殖をめぐるポリティクス
の一場面も彩っていた。よって、日韓の医療協力は、その協力関係から派生し
た家族計画事業が冷戦時代の国際関係とどうつながっているのか、という問い
に答える作業にもつながるのである。

4．寄生虫予防における日韓医療協力と冷戦構造（1960 年代～ 1970 年代）
先述したとおり、1960 年代の韓国において、寄生虫撲滅は、家族計画同様、

官民が一体となって推進していく衛生事業として開始された。韓国政府は、
1966 年の寄生虫疾患予防法で、学童は年 2 回、さらに大人でも公衆に接する
ものは年 1 回の寄生虫検査を義務付け、10 年間で寄生虫感染率を 0％にすると
いうスローガンを掲げて意欲的に運動を推進した。それに呼応するかのように、
民間の寄生虫撲滅協会も、200 名の寄生虫検査員の養成および顕微鏡等の検査
器具の購入を図った 25）。

しかし、実際は、既に計画段階において、運営資金・検査技師数・検査器具
全ての面での不足が認識されていた。こうした事情から、不足分を補うための
援助を日本に求めることになる。先述したとおり、日本では、既に 1940 年代
の終わりから民間主導で寄生虫撲滅・予防運動が進行しており、さらに検便の
技術においては既に国際的にも評価されていたことから、運営・技術いずれの
面でもノウハウにも長けていると考えられていた 26）。そこで、韓国政府は、
寄生虫予防に関する法律や行政の組織編成が一旦整った 1968 年、日本の外務
省を通じ、海外技術協力事業団に対して寄生虫対策についての協力を正式に申
し入れた。日本政府はその要請について、コロンボ計画にもとづき、協力の内
容を専門的な立場から検討するため、海外技術協力事業団を通じて韓国寄生虫
対策医療協力実施調査団を編成、同年 6 月 24 日から 7 月 8 日に調査団を韓国
に派遣した。調査団は訪韓中、韓国政府関係者と打ち合わせを行い、議事録を
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作成（署名は 7 月 5 日）、それにもとづき、韓国寄生虫撲滅対策援助計画を 8
月 10 日に作成した。さらに同年 11 月には韓国寄生虫撲滅協会副会長徐丙卨、
事務総長李于馥および保健社会部慢性病課長金雄植の 3 名が来日、17 日には
韓国寄生虫撲滅対策援助計画を基に東京で日本代表と打ち合わせを行った。こ
の過程を経て、日本の韓国寄生虫撲滅対策援助が確立していった 27）。

援助内容としては、1968 年 7 月 3 日にソウル行われた調査団と韓国政府関
係者の最終打合で、韓国政府は、まず回虫の集団駆虫に重点をおきたい点を強
調し、それに必要な医師・管理者・技術者の訓練および器材と駆虫薬の供与に
ついての援助を要望した 28）。これに応じ、韓国の寄生虫予防事業は回虫対策
に重点をおき、それに際する日本の医療協力は 3 年計画とすることが決定され
た。さらに、事業の実施機関は韓国寄生虫撲滅協会とし、ソウル本部さらに全
国 9 道、ソウル、 山にある 11 支部の計 12 支部へ検診車 12 台、単眼顕微鏡
140 台を供与、さらに集団駆除のための駆虫薬剤は予算の許す範囲内での供与
が約束された。加えて、人材育成のため、韓国寄生虫撲滅協会の幹部 3 名を日
本へ招聘し、並行して日本からは医師・技師・事務職員を含む約 44 名を 3 ～
4 年計画で日本へ招き、2 ヶ月間の研修教育を行うことも決定された。日本で
の受け入れ機関は、日本寄生虫予防会か寄生虫学者の学術団体である日本寄生
虫学会とされた 29）。

上記の取り決めに則り、第一段階として 1968 年度はトヨタ自動車製の検診
用ステーション・ワゴン、オリンパス光学製単眼ステージ固定式顕微鏡・単眼
ステージ移動式顕微鏡・双眼顕微鏡計 126 台、15cc × 8 本掛遠心機 19 台、日
本新薬製駆虫薬ユイスミン 1 箱 2,000 錠× 25 箱分が供与された 30）。並行して、
韓国から医師 2 名・技師 8 名・事務職員 2 名の合計 12 名が 1969 年 2 月と 3 月
に 2 ヶ月間の研修を受け、日本人医師 2 名が 1968 年 3 月から 5 月に韓国へ派
遣された。当初は 3 年計画で遂行された寄生虫予防への医療協力は、さらに 4
年間延長され、全てのプロジェクトが完全終了した 1974 年度までに、計 1 億
3千 1万 7千円分の機器を韓国へ供与、計48人の韓国人を研修目的で受け入れ、
18 人の日本人専門家が韓国に派遣された 31）。

上記の寄生虫予防における日韓の医療協力は、単に日本の海外医療協力事業
の一つではなく、日本の海外医療協力事業史でも重要な位置を占めるプロジェ
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クトである。日本の海外医療協力事業は、海外技術協力事業団が発足した
1962 年 6 月から約 4 年後の 1966 年 4 月に開始したが、コロンボ計画に基づく
海外医療協力事業においては、最初 2 年度の対象国は全て東南・南アジアで占
められていた。事業開始後 3 年目の 1968 年開始した韓国の寄生虫予防事業は、
これら以外の地域で展開した初の事業である 32）。同時に、寄生虫予防事業は、
癌対策事業と並び、日韓が合意した初のプロジェクト方式の国際協力事業でも
あった。さらに、癌対策事業のプロジェクト遂行期間が 5 年間だったのに対し、
寄生虫予防事業は計 7 年間も続き、日韓における医療協力事業の最初 10 年間
の活動の中で最も息が長かった事業でもあった。つまり、韓国の寄生虫予防プ
ロジェクトは、日本の海外医療協力事業全体の歴史および日韓に特化した医療
協力の歴史のいずれにおいても重大な分岐点だったのである。

さらに、寄生虫予防事業は、狭義には日韓基本条約 33）から派生した、日本
と韓国のみの政府・民間人・専門家が関与する二国間プロジェクトであったが、
実質的には、アメリカを軸としたアジアにおける冷戦の政治構造に支えられた
上で成り立った事業であった。アメリカは、第二次世界大戦後、ソ連を中心と
した社会主義国に対抗する勢力として、資本主義諸国陣営、いわゆる「自由世
界」を築いていくが、アジアにおいては日韓両国を「自由世界」に寄与する同
盟国として重要視していた。しかし 1960 年前半まで両国の国交は断絶してお
り、アメリカはそれをアジアにおける「自由世界」の繁栄を妨げる要素として
懸念していた。さらに、朝鮮戦争から継続していた韓国軍への資金援助はアメ
リカの財政を圧迫していたことから、1960 年代のアメリカは在韓米軍削減の
方向へ舵を切り替えようとしている最中であった。このような状況の下、アメ
リカは、アジアにおいて経済成長を遂げていた日本が韓国へ経済援助を施すこ
とにより、アメリカの対アジアにおける財政的負担を少しでも軽くできること
を期待していた。こうした事情からアメリカは、1960 年代、日本に対し韓国
への経済援助を催促する一方で、韓国には日本との国交正常化交渉を進めるよ
う促す 34）。

翻って、朴政権下の韓国では、1962 年 1 月に経済開発五カ年計画を開始し
たばかりで、日本からの経済援助は願ってもない好機であったことから、国交
正常化交渉への動機は充分にあった。さらに、日本にとっても、韓国への経済
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援助は日本経済にとって市場の拡大を意味するのみではなく、国際的地位を再
建することにも繋がるといった意味でも利点があり、このことから、日本は経
済援助も最終目的として含まれた国交正常化交渉案に対して強く否定する必要
はなかった。最終的に、日韓の希望が合致したところで、1965 年、日韓基本
条約が署名・批准され、これにより国交は正常化する。さらに、同年「日韓請
求権及び経済協力協定」が締結され、韓国側が 1910 年から 1945 年間の植民地
支配において発生した被害に対する補償の請求権を放棄する代わりに日本側が
経済援助をするという形で、日本の対韓経済援助が始まることになる 35）。韓
国の寄生虫予防事業における日韓医療協力は、この歴史的背景を受けて企画さ
れた。

このように、日韓の医療協力は冷戦政治の構造があってはじめて存在しえた
事業であった。次節では、寄生虫予防事業の日韓医療協力の中で作られた人脈
を基に発展した国際協力家族計画事業である「インテグレーション・プロジェ
クト」とプロジェクトの確立・普及を支えた団体であるアプコの成立過程につ
いて論じる。

5．  日韓医療協力からアジアの家族計画へ―アプコとインテグレーション・
プロジェクト（1960 年代～ 1970 年代）

海外技術協力事業団が主導して推進した日韓共同の寄生虫予防運動は、公式
には政府間の医療協力であったが、実際は、医療専門家・民間団体・企業も関
与した産学官民連携の事業であった。この連携形態が、それまで主に日本で寄
生虫撲滅・予防運動を民間側から支えていた國井に国外で活躍するための足場
を作るきっかけとなった。國井は、チャンスをうまく利用し、1970 年代には
自身の「インテグレーション・プロジェクト」構想をもって家族計画運動を国
外、主にアジア地域で展開することになる。その際に、寄生虫予防運動と家族
計画運動の橋渡し役として活躍したのが「アプコ」の名称で知られたアジア寄
生虫予防機構である。本節では、1960 年代から 1970 年代における國井の行動
を詳述しながら、日韓の寄生虫予防事業が、アプコにおける日韓の協働を通じ
て、国際協力分野での家族計画事業の確立に寄与する過程を追っていく。

1950 年代中盤からの家族計画運動を通じて、国内外の家族計画運動家や政
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府要人と関わりを持った國井は、日本では出生率も低下し、家族計画普及運動
が一応の成功を収めたとされた 1960 年代、自身の家族計画運動の拠点を国外
に移す考えを抱くようになる。國井のこの構想を実現させるのに寄与した出来
事は主に三つある。一つは、IPPF 西大平洋地域事務所の東京設置である。
IPPF は、1963 年 2 月にシンガポールで開催された第 7 回国際家族計画会議で
IPPF 西大平洋地域事務所を東京に設置することを決定し、1964 年末には、竣
工したばかりの市谷の保健会館に事務所を入れた。設置に至る交渉段階で、國
井は、古屋芳雄の後継者で国立公衆衛生院の医学者村松稔および久保秀史、人
口問題研究所技官篠崎信男、自身の率いる日本家族計画協会 36）の片桐為精と
ともに IPPF のジョン・カドベリーと事務長推薦について対話を重ねた。その
際にカドベリーが推した片桐事務長案を実現させたのが國井である 37）。同志
の片桐が事務長となり、さらに自身の寄生虫運動と家族計画運動の拠点でもあ
る保健会館に事務所が設立されたことにより、國井は、IPPF とも緊密な関係
を築けるようになり、國井の元には、人口・家族計画分野の国際的動向に関す
る情報が即時に流れてくるようになる 38）。

二つ目は、ジョイセフの設立である。ジョイセフは、日本初の人口・家族計
画分野における国際協力団体として、さらに外務省および厚生省の共管の認可
法人として 1968 年 4 月 22 日に発足した団体である 39）。ジョイセフ設立のきっ
かけは、1967 年 7 月末から 8 月初旬にアメリカ人ウィリアム・ドレーパーが
来日したことである。ドレーパーは、当時 IPPF 顧問で、既に 1950 年代から
アメリカ政府に人口抑制としての家族計画事業を開発援助として推進するよう
働きかけていた人物である。日本滞在中は、前首相岸信介など政財界における
要人と面談し、アジア経済における家族計画の必要性、さらにアジアでの家族
計画普及に際しての日本からの資金援助の重要性について説いた。ドレーパー
来日を機として、早くも同年 11 月には岸を議長とする日本国際家族計画協力
会議が発足し、その実施機関としての家族計画国際協力財団の設立準備が行わ
れ、それが 1968 年のジョイセフ発足へと結実していく。國井は発足までの設
立過程で中心的役割を演じただけではなく、発足当時から常任理事として、さ
らには団体の顔として国際舞台で日本発の人口・家族計画分野を代表する存在
となっていく 40）。
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三つ目の出来事は、韓国の寄生虫対策への関与である。國井は、寄生虫予防
分野での医療協力に関する政府間交渉が開始する前から既に韓国の民間活動家
や専門家と対話を持っていたが、そこで築かれたネットワークが最終的には國
井と國井が代表するジョイセフの家族計画事業を支えることとなる。

國井が韓国の寄生虫対策に関与するきっかけとなったのは、1965 年 5 月 26
日から 29 日、ソウルで開催された IPPF 西太平洋地区第 1 回家族計画大会に
出席した折に、韓国寄生虫撲滅協会から接触を求められたことである。事前に、
資金不足を解決するため日本に援助を求めることを決定した撲滅協会が、協会
の副会長で延世大学教授の蘇鎮卓を通じ日本側へ打診したが、その際に、援助
の具体的な実務を進めることができる人物ということで國井が推薦されてい
た。國井は、協会からの要請に応じ、会議中の 5 月 27 日、撲滅協会の事務局
と検査センターを見学した。その際、協会は組織運営について説明をし、援助
と協力を要請した 41）。さらに 2 ヶ月後、7 月 29 日から 30 日に東京で開催され
た第 10 回寄生虫予防全国会議では撲滅協会の李永春が韓国における寄生虫事
情について講演した。これを受けて、1966 年 10 月、日本寄生虫予防会は、國
井を含む 5 名の韓国派遣団を送り、韓国の実情を視察し韓国側との話し合いを
もった。訪韓後、派遣団は、韓国側が、顕微鏡・吸湿性のセロファン・検体運
搬車・視聴覚資材などの検査機器や駆虫薬の提供、および寄生虫検査技師や組
織運営管理者の教育に際する日本からの援助協力を要望している旨をまとめた
報告書を作成し、日本寄生虫予防会は、報告書を厚生省・外務省・海外技術協
力事業団・自民党医療協力委員会等に提出し支援を求めた。韓国政府から外務
省に正式に支援要請状が送られたことと重なり、日本政府は昭和 43 年度予算
で韓国政府からの寄生虫撲滅・予防事業への支援を決定し、それが、上記の日
韓医療協力へと繋がっていく。援助期間は、國井を中心とした日本寄生虫予防
会のメンバーが韓国人研修員の受け入れや研修の企画運営を担当していっ
た 42）。さらに、当初は 3 年計画だった支援が終了しようとする頃、韓国政府
の延長への強い要望を受けて、日本政府は 1970 年 9 月 14 日から 12 月 2 日に
専門家・調査団を派遣するが、その中に寄生虫専門家と並んで、「行政管理運
営専門家」として名を連ねていたのが國井だった 43）。國井も関与した専門家・
調査団の報告により、日本の韓国に対する寄生虫予防支援は延長することにな
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る。國井は、政府間の日韓医療協力の後ろ盾を民間側から行った重要人物であっ
た。

國井は、これらの出来事を踏み台として、1970 年代に国際協力・開発援助
の一環としての家族計画をアジア地域に推進する活動家として知名度をあげて
いく。その過程で、1970 年代の初頭、これまでの自身の寄生虫予防運動と家
族計画運動を集約した新しい形態の家族計画普及事業である「インテグレー
ション・プロジェクト」を編み出す。國井は、インテグレーション・プロジェ
クトの利点を解説する前置きとして、低開発国において家族計画がなかなか定
着しない理由のひとつとして乳児死亡率の高さがあるとし、効果的な家族計画
は乳児死亡率低下に寄与する公衆衛生事業と併行しなくてはならない、といっ
た認識が国際的にはあるものの、専門家でさえ、どのような公衆衛生事業が最
も効果的かについての合意はない現状を指摘した。そして、この状況を鑑みて、
自身が関与してきた寄生虫予防を思いついた、と説明した。寄生虫予防が適切
である裏付けとして、「人口の多い低開発国は寄生虫だらけ。…寄生虫予防は、
他の多くの公衆衛生上の仕事とくらべて、お金があまりかからないという利点
がある。虫くだしをのむだけ。それに、のめば虫が明日は出るという即効性が
ある。また医師の手を必要としないから、煩瑣ではない。しかもどこの国にも
共通だ」と、非専門家・民間人活動家として、直接運動の対象とする人々にふ
れ、運動では資金面で苦労をしてきた國井ならではの理由を挙げた 44）。実践
の内容としては、即効性のある寄生虫予防を家族計画へのインセンティブとし
てまず履行し、集団駆虫で得られた結果と、そこで築かれた保健婦・助産婦と
住民との間の信頼関係を基に家族計画を徐々に紹介していくという構想であっ
た。

國井がインテグレーション・プロジェクトをアジアに普及させる過程で、ジョ
イセフと連携しつつ、アジアでの軸として國井の活動を支えた団体がアプコで
ある。アプコは、日韓の医療技術協力事業が満期終了しようとしていた折の
1974 年 10 月に日本・韓国・台湾の寄生虫予防運動関係者が保健会館で会合を
行って発足させた団体である 45）。國井は、自身のインテグレーション・プロジェ
クト構想が固まってきた 1974 年 2 月、韓国から韓国寄生虫撲滅協会会長金錬
珠および同事務総長李于馥、台湾からは中華民国行政院衛生署署長王金茂、中
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華民国政府衛生署代理署長胡惠德の寄生虫予防の責任者代表を東京に招き、イ
ンテグレーション・プロジェクトをアジアで実現することについて打診した。
これら台湾・韓国の専門家は、國井との会合で「それは良い考えですよ」と「膝
を打って」賛成したという。さらに、1974 年 8 月にブカレストで開催された
国連主催の世界人口会議では、アフリカや中南米諸国が会議の人口抑制目標設
置案を痛烈に批判し、人口抑制以前に乳児死亡率低下につながる保健プログラ
ムの必要性を強調したが、このことは、國井のインテグレーション・プロジェ
クト構想を後押しする格好の材料となった 46）。結果、急ピッチで、結成準備
が進み、1974 年 10 月、相互の交流とアジアの他の国々での実践活動を促す機
関としてアプコが発足、結成式が東京の保健会館で開催された。アプコ第 1 回
会議を兼ねた結成式には、日韓台の関係者のみではなく、東南アジア人口家族
計画政府観調整委員会（IGCC）47）事務総長 L・S・ソディを招き、後にインテ
グレーション・プロジェクトの実施地域となったインドネシア・フィリピン・
タイの代表者も参席し各国の寄生虫感染事情や予防対策について報告した 48）。
國井は、会議で「農村地域における家族計画と寄生虫予防対策の統合方策」の
題で講演し、インテグレーション構想を初めて公の場で発表した 49）。國井は
アプコ発足により、インテグレーション・プロジェクトを実現させる素地を固
めていった。

アプコ第 1 回会議後、インテグレーション・プロジェクトは着々と実現化の
道を辿っていく。会議に先立ち、インテグレーション・プロジェクトの初の実
験地区は台湾中部の農村とすることが既に決定していたことから、会議後は、
台湾の王金茂が直ちに寄生虫予防と家族計画の合作工作の実践活動のアウトラ
インを作成した。國井は、パイロット・プロジェクトのための資金獲得に奔走
し、日本船舶振興会から年間 1,600 万円を 3 年間分と IPPF からは若干の実験
費用を捻出させることに成功した。準備が整った 1975 年 1 月、台湾の南投県
でインテグレーション・プロジェクトの地域実験が開始され、1975 年 10 月開
催のアプコ第 2 回会議では実験の進捗状況が報告された。並行して、ジョイセ
フおよび IPPF を主体とし、日本寄生虫予防会、笹川記念保健協力財団、その
他日本の諸団体の支援により、1975 年 7 月 21 日から 8 月 15 日までの間、日
本寄生虫予防会理事で元厚生省医務局長の若松栄一を団長とし、国際家族計画
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連盟理事で大韓家族計画協会理事長である韓国人 C. C. リーも含む家族計画・
寄生虫予防合作工作東南アジア調査団が、インドネシア・タイ・フィリピンを
訪問した 50）。その後、訪問国でインテグレーション・プロジェクトが実施さ
れる運びとなる。最後に、アプコの当初からの加盟国・韓国でも、1976 年 3
月より、大韓家族計画協会と寄生虫撲滅協会のメンバー計 6 名によるインテグ
レーション・プロジェクト運営委員会が設置された。運営委員会は、地区の指
導者や家族計画オモニ会の会員などと緊密に協力しながら、1974 年から進め
られていたセマウル（新しい村）運動という農村の改善運動の枠内でプロジェ
クトを実施することを決定し、1977 年 1 月から 3 年間、ソウルの南西 60 キロ
の京畿道華城郡の総人口は約 5 万人の 5 町村を対象に実施した 51）。これらの
イニシアチブを通して、1970 年代後半にインテグレーション・プロジェクト
は東南アジアの広範囲にわたって急速に広まっていった。さらに、1980 年代
になると、人口・家族計画の国際協力の国連専門機関である国連人口基金

（UNFPA）からの承認・推薦を得、ラテン・アメリカでも実施されるように
なり、20 世紀の終盤にはアフリカまで広がった結果、全世界をまたいだ、ま
さにグローバルな家族計画事業へと発展していった。

6．むすびにかえて
本稿では、日本の民間活動家國井長次郎が 1970 年代に提唱した国際協力と

しての家族計画事業インテグレーション・プロジェクトの確立過程を概観する
ことで、家族計画プログラムが冷戦期の国際関係の動向に共振していたことを
示した。インテグレーション・プロジェクトの生成・推進過程には、国際関係
の中でも特に、医療協力事業分野における日韓関係が中心的な役割を担ったの
で、そこに焦点をあてながら分析を進めた。

冷戦期における日韓関係が國井のインテグレーション・プロジェクト普及活
動に寄与していく様相を注視することで、いずれも「非西洋国」とされている
日本と韓国の協力関係が、一方で「西洋国」アメリカとのせめぎ合いに左右さ
れながらも、他方ではアジア地域における家族計画事業を形作っていったこと
を指摘した。この理解を支えているのは、国際協力分野における家族計画事業
史の枠組みとなっている「西洋のドナー」対「非西洋のドナー」という二項対
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立図式を超えた構図であり、このことから、本稿は、上記の既存の二分法に対
し異論を唱えた最近の研究を裏付けている。

本稿では、日韓関係を形作った大まかな歴史的背景を説明し、インテグレー
ション・プロジェクトの生成過程の事実的詳細を提示することには成功したが、
反面、日韓両国の活動家・専門家がなぜ、どのような背景でインテグレーショ
ン・プロジェクトに関与していったかというアクターの動機や思惑については
充分に描ききることができなかった。さらに、本稿でも示したとおりインテグ
レーション・プロジェクトの実験段階では、日韓関係に加えて、台湾のアクター
も非常に重要な役割を担っていったが、台湾に関しては資料の関係もあり、充
分に把握できなかった。最後に、インテグレーション・プロジェクトが実際に
東南アジア諸国で実施される段階で日韓関係や国際関係がどのように影響して
いたか、という生成過程以降の歴史叙述についても問題は山積している。これ
らの問題点については、将来に取り組む課題としたい。
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日本における優生－優境主義の形成と展開
―家族計画から社会開発、家族政策へ

杉田　菜穂

1．はじめに
日本で家族政策をめぐる政策議論が過熱したのは、1990 年の「1.57 ショック」

以降のことである。丙午を下回る出生率の低下に対する政府の危機感は、少子
化対策という新たな政策的潮流を生むことになった。

一方で、国際的にみれば 19 世紀終わりから 20 世紀初めの西欧先進諸国にお
いて出生率の低下が大きく取り上げられた経緯がある。当時の出生率の低下を
めぐる政策論議は、優生学の興隆と対応する人口の＜質＞（よりよい＜生＞に
よって成り立つ＜社会＞）に対する問題意識で貫かれていた。人口の＜質＞と
いえば、区切られたある人間集団の「男女比」や「年齢別構成」といった構造
や構成を意味するというのが今日における一般的な理解だが、当時は性別、年
齢別構成といった広義の＜質＞よりも、個体の健康や知能の程度といった先天
的資質や体力、社会的能力といった指標からみた狭義の＜質＞に引きつけて人
口問題に関心が集まったのである。このような潮流のなかで形成された＜女性
政策＋児童政策＋優生政策＞の複合体こそが、出生率の低下への危機感を背景
とする家族政策の源流である。

命に優劣をつける知として成立した優生学は、本人の意思を伴わない不妊手
術＝強制不妊手術の肯定という事態を招いた。その一方で、人間社会の進化（進
歩、改善）への関心は優れた命を増やすために重要なのは「遺伝要因か環境要
因か」をめぐる議論を生んだ。それが環境を重視する方へと傾斜するなかで、
人間社会の進化への関心は女性（母性）や児童を対象とする社会政策の発展に
寄与することにもなった。遺伝的に劣る人々を生殖から遠ざける断種政策の形
成と、健全な＜生＞、優れた＜生＞の育成を支援する社会政策の形成という 2
つの動向は、人口の＜質＞への関心で結びついていたのである。この動向は、
当時過剰人口論が優勢であった日本でもみられた。

図表 1 は、人間社会の進化への関心を促した学説の展開をまとめたものであ
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る。その起点とした『人口論』（初版 1798 年；1826 年の 6 版まで重版）で知
られるマルサスは、「食糧は人間の生存にとって不可欠である」「男女間の性欲
は必然であって現状のまま将来も存続する」という 2 つの法則を前提に過剰人
口の問題について論じた。その後、『種の起源』（1859 年）で知られるダーウィ
ンは「環境に合うものが生き残る」という生物学における進化論を発表した。
それは、ダーウィンによってマルサスの学説を動植物の世界に適用したものと
されている。その後、19 世紀終わりから 20 世紀はじめにかけてダーウィンの
いとこであるゴルトンによって優生学が提唱され、また、社会学者のスペンサー
によって社会進化論が提唱された。
「遺伝構造を改良することで人類の進歩を促す」優生学と「（生物進化論を社

会的諸関係に適用した）人間社会も高次なものへと進化するという」社会進化
論は、人間社会の進化に対する関心に火をつけた。この潮流に対して、「遺伝
よりも環境の改善が重要である」という立場から、優境学を提唱したのがエレ
ン・リチャーズである。リチャーズはマサチューセッツ工科大学の最初の女子
学生で、「アメリカ公衆衛生学の母」あるいは「家政学の母」と呼ばれる人物
である。その主張は、『優境学』（1910 年）で体系的に論じられた。ゴルトン、
スペンサー、リチャーズの学説に対応する遺伝と環境の改善によってもたらさ
れるよりよい＜生＞によって成り立つよりよい＜社会＞を志向する思想的潮流
を、優生－優境主義と定義しよう１）。

その中心にあった優生学についていえば、1912 年から 3 回にわたって国際
優生学会が開催されている。1912 年の第 1 回、1921 年の第 2 回はイギリスで、
第 3 回の 1932 年はアメリカで開催され、この間に優生学の中心的拠点はイギ

図表 1　優生－優境主義
（筆者作成。）
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リスからアメリカに移った。第 2 回国際優生学のロゴは、人類の進化（human 
evolution）にかかわるさまざまな学問領域（統計学、社会学、遺伝学など）を
根に、それらによって生い茂る木として優生学が表現されている。同時期の日
本でも、優生を主題とする組織が創設された。いずれも長くは続かなかったが、
1917 年には大日本優生会、1926 年には日本優生運動協会が形成された。1930
年には国民優生法の成立を働きかけた日本民族衛生学会が設立されている。
『人口論』の全訳が出版されたのが 1923 年であり、1910 年代から 20 年代に

かけて社会の進化への社会的関心が高まっていった。その傾向は 1927 年の人
口食糧問題調査会の設置を起点とする人口－社会（厚生）行政に受け継がれた。
本稿の課題は、人口－社会（厚生）行政に現われた日本における優生－優境主
義の歴史的経緯を描き出すことである２）。

2．戦前の経緯
日本で人口研究が興隆したのは、優生学の本格的な導入とマルサス研究の本

格化がみられた 1910 年代のことである。1920 年代には国勢調査によって人口
数が把握され、食糧や失業の問題として過剰人口論が優勢となった。そのよう
ななかで、社会科学系の優生－優境論者は社会の進歩を志向する思想的潮流を
形成した。

2-1　優生－優境主義の形成
日本では、1910 年代における優生学の本格的な導入（人為的選択による日

本人種の改造を説いた海野幸徳『日本人種改造論』（1910 年）が知られる）と
マルサス研究の本格化を機に、優生－優境主義が盛り上がった３）。

第一次世界大戦（1914-1918）の最中である 1916 年には、内務省衛生局に保
健衛生調査会（1939 年の国民体力審議会設置に伴い廃止）が設置される。そ
の委員を務めた永井潜（ながい・ひそむ；1876-1957）４）や富士川游（ふじかわ・
ゆう；1865-1940）５）に代表される医学系の優生－優境論者の主張は、1919 年
公布の「結核予防法」「精神病院法」「トラホーム予防法」などの死亡率の改善
を主眼とする衛生政策に結実した。1910 年に準備委員となって 1920 年に第一
回が実施された国勢調査の実施を指導し、1916 年の日本で初めての職工家計
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調査を実施した高野岩三郎（たかの・いわさぶろう；1871-1949）も保健衛生
調査会の委員であった。

1920 年代に入ると、社会政策学会（1924 年の大会を最後に休眠、戦後再建）
で社会主義を容認するか否かをめぐる思想的対立が表面化した。その対立が生
じた時期に、社会の進歩を志向する社会科学系の優生－優境論者が社会政策論
の新潮流を形成することになった。以下に列挙する論者に代表される人口の
＜質＞をめぐる議論は、政策課題としての生存＝生活の改善や政策対象として
の児童、女性をクローズアップすることになった。

建  部遯吾（たけべ・とんご；1871-1945）は、狭義の優生学は優境学を含まず、
広義の優生学は優境学を含むとし、後者の後天的方面も取り扱うことで優
生学の実用的目的が達せられるとした。（高峰博『個性学』（良書普及会、
1921 年）には、euthenics に優境学の訳語を与えたのが建部遯吾であると
記されている。）

米  田庄太郎（よねだ・しょうたろう；1873-1945）は、社会の進歩には社会
の衛生的改善に関わる社会衛生学と優生学の進歩によって国民の劣悪分子
の根絶を図る方法、優良分子の保存、およびその増殖を図る方法の発見が
重要であるとした。

森  本厚吉（もりもと・こうきち；1877-1950）は、生存と生活は異なるとし、
衣食住に関する欲望を満たすのがやっとの生活水準である「生存」ではな
く、社会の一員として相当、ないしはそれ以上の生活水準である「生活」
の標準化を説いた。

海  野幸徳（うんの・ゆきのり；1879-1954）は、優生学は優生と優境を同時
に包含するものであると主張し、社会事業を「外囲を対象とする境遇によ
る社会事業」と「素質を対象とする遺伝による社会事業」に区別した。

三  田谷啓（さんだや・ひらく；1881-1962）は、個々人が衛生学の知識に基
づいて生活の向上をはかる「個人衛生」に対して、兵士、学童、女工など
の国民諸階級の情勢を衛生学的に取り扱うことで社会の活力を増進する

「社会衛生」があるとした。
池  田林儀（いけだ・しげのり；1892-1966）は、優生学には（狭義の）優生
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学と（広義）の優生学に対応する社会医学があるとし、社会を「素質のよ
い者」で構成すべきだと主張した。

暉  峻義等（てるおか・ぎとう；1889-1966）は、自己の健康を増進すること
は個人の幸福のみを目的とするのではなく、同時に自己の属する家族、社
会、国民、民族の向上発展につながると説いた。

2-2　優生－優境主義の展開
1920 年代に台頭した社会政策論の新潮流としての優生－優境主義は、家族

政策の原型としての＜女性政策＋児童政策＋優生政策＞に結実した。出生率の
低下が社会問題として認識されていなかった戦前日本においては、優生－優境
主義は児童政策論議に際立って現われることになった。優生－優境主義が次代
の人口の＜質＞にかかわる子どもの権利や養育環境の重要性を強調したこと
で、1930 年代はじめの児童政策の形成につながったのである。

当時の児童権論の例を挙げれば、「児童の権利」（1925 年）の海野幸徳は「優
生の権利」「養育の権利」「生存防衛の権利」の 3 つが児童の権利であると説い
た。また、「児童保護の根本概念」（1924 年）の生江孝之（なまえ・たかゆき；
1867-1957；内務省嘱託）は、「立派に生んで貰う権利」「立派に養育して貰う
権利」「立派に教育して貰う権利」の 3 つが児童の権利であると説いた。

生江は「児童保護事業は国民の質の改善を目的とするもの」と規定した「児
童保護事業に関する体系」（社会事業調査会報告；1927 年）の作成に臨時委員
として関わった人物であり、当時の児童政策論のリーダー的存在であった。『児
童と社会』（1923 年）では、「児童は何事も外界の刺激を受け易いものである
ばかりでなく、自ら其の環境を選択する能力を有たないものである。大人です
ら、多くは環境の支配を免れない。思慮分別に乏しき児童に於ては、尚更の事
である」とする立場から、母子扶助法や児童虐待防止法の必要も説いていた。
1933 年には児童虐待防止法と少年教護法が成立するが、これらを含む戦前日
本で形成された＜女性政策＋児童政策＋優生政策＞として、＜母子保護法（1937
年）＋児童虐待防止法（1933 年）・少年教護法（同）＋国民優生法（1940 年）・
国民体力法（同）＞を挙げることができる。

母子保護法は結果として貧困母子家庭に対する生活扶助を規定した法律で、
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その成立の背景には、働く女性と子育てについて繰り広げられた母性保護論争
に端を発した母子扶助法制定運動があった。児童虐待防止法は被虐待児童の保
護と処遇を規定した法律、感化法の改正・改称によって成立した少年教護法は
不良少年の処遇を規定した法律で、その成立の背景には児童愛護運動や感化法
改正運動があった。悪質な遺伝性疾患の素質を有する者の増加防止と健全な素
質を有する者の増加を図ることを目的とする国民優生法は、先に触れた 1930
年に創設された日本民族衛生学会の関係者を中心とする断種法制定運動が結実
したものであった。未成年者の体力向上と結核予防を目的とした国民体力法も、
優生政策の範疇で捉えてよいだろう。

2-3　人口－社会（厚生）行政の形成
優生－優境主義は、人口を主題とする最初の政府機関である人口食糧問題調

査会の設置（1927-1930 年）から、財団法人人口問題研究会の設立（1933 年；
以下、人口問題研究会）、厚生省人口問題研究所の創設（1939 年；以下人口問
題研究所）へと至った人口－社会（厚生）行政の形成にも影響を与えた。

この動向を思想的にリードしたのは、人口食糧問題調査会・人口部から出さ
れた 6 つの答申（「内地移住方策」「労働の需給調節に関する方策」「内地以外
諸地方に於ける人口対策」「人口統制に関する諸方策」（優生－優境主義が結実
した答申）「生産力増進に関する答申」「分配及び消費に関する方策」）のすべ
ての原案作成に関わった永井亨（ながい・とおる；1878-1973）６）である。

永井は、『日本人口論』（1929 年）や『人口論』（1931 年）のなかで「社会政
策的人口政策」を提起した。「人口法則又は人口理論を社会理想にあわせ、社
会目的に適合させて、それを人口事象に結ぶ努力」であり、「今日の人口対策
は人口数の調整、生活標準を適切化のために社会政策に俟つべきものが多い」
とする「社会政策的人口政策」の主張を展開した。永井にとって社会政策とは、
各階級間の協力的調和を計るとともに、政治、経済、道徳一切の社会現象また
は社会的活動の統一的調和を期そうとする政策であり、その理想を掲げて人口
問題に取り組んだ。

その永井を支えたのが、人口食糧問題調査会・人口部の委員で大正デモクラ
シーの牽引者に数えられる福田徳三（ふくだ・とくぞう；1874-1930；1923 年
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から内務省社会局参与）と新渡戸稲造（にとべ・いなぞう；1862-1933）である。
永井は、福田の生存権論や新渡戸の「質を忘れて量のみを論じる人口論はもは
や今日用をなさぬ」７）とする人口論、また優生－優境論の影響を受けながら、
社会の進歩を志向する社会政策的人口政策を構想した。人口問題研究所の母体

図表 2　人口－社会（厚生）行政の展開
政府の動き 人口問題研究所の動き 人口問題研究会の動き

1927
｜

1930

1933

1939

1942

1946

1949
｜

1950

1953
1954

1976

1999

2000

人口食糧問題調査会（内
閣）

人口問題懇談会（厚生省）

人口問題審議会（内閣）

人口問題審議会（厚生省）

人口問題審議会の廃止

厚生省人口問題研究所
（開所）

厚生省研究所
（産業安全研究所、公衆
衛生院との統合）

再び、独立

国立社会保障・人口問題
研究所

（特殊法人社会保障研究
所との統合）

人口問題研究会（設立）

人口政策委員会設置

人口対策委員会設置
新生活指導委員会設置

人口問題シンポジア設置

人口問題研究会の自然消
滅

（財団法人人口問題研究会編『人口情報　昭和 57 年度　人口問題研究会 50 年略史』、
1983 年、62 頁、人口問題研究所編『人口問題研究所創立五十周年記念誌』人口問題研
究所、1989 年、83 頁、をもとに筆者作成。）
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となった人口問題研究会では上田貞次郎（うえだ・ていじろう；1879-1940）
も指導的役割を果たすようになり、人口問題研究会の役職者を中心に日本の人
口－社会（厚生）行政の思想的基盤が形成された（図表 3、参照）。

図表 3　財団法人人口問題研究会の設立当初（1933 年）の役職者名簿
会長（理事） 衆議院議員 伯爵 柳沢保惠
理事（常務） 内務次官 赤木朝治

社会局長官 半井清
海外興業株式会社 社長 井上雅二

理事 経済学博士 永井亨
東京大阪朝日新聞副社長　法学博士 下村宏
東京帝国大学教授　農学博士 那須皓
貴族院議員　法学博士 山川端夫
内閣調査局長官 吉田茂
貴族院議員 堀切善次郎
内閣統計局長 長谷川赳夫
貴族院議員 河田烈
社会局社会部長 狭間茂
東京商科大学教授　法学博士 上田貞次郎
国際労働機関帝国事務所所長 吉阪俊蔵

監事 貴族院議員 関屋貞三郎
第一生命保険相互会社社長 矢野恒太

評議員 内閣調査局参与 池田宏
京都帝国大学教授　経済学博士 本庄栄治郎
東京帝国大学教授 戸田貞三
前内務省衛生局長 大島辰次郎
大阪毎日新聞社取締役　法学博士 岡実
北海道帝国大学総長　法学博士・農学博士 高岡熊雄
京都帝国大学教授 高田保馬
大原社会問題研究所長　法学博士 高野岩三郎
東京帝国大学教授　医学博士 永井潜
東京帝国大学教授 矢内原忠雄
第一生命保険相互会社社長 矢野恒太
京都帝国大学教授　法学博士 山本美越乃
慶應義塾大学教授　法学博士 気賀勘重
倉敷労働科学研究所長　医学博士 暉峻義等
衆議院議員 安部磯雄
貴族院議員 伯爵　有馬頼寧
慶應義塾大学教授　医学博士 宮島幹之助
早稲田大学理事　法学博士 塩沢昌貞
東京帝国大学教授　経済学博士 土方成美
貴族院議員 関屋貞三郎

（財団法人人口問題研究会『人口情報　昭和57年度　人口問題研究会50年略史』、1983年、
36-37 頁、をもとに筆者作成。）
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2-4　戦時期の動向
人口食糧問題調査会の時代から強く要求されてきた国立の人口問題調査研究

機関の設置は、皮肉にも戦時人口政策の遂行に関わる重要な組織という位置づ
けで 1939 年に実現した（1942 年には公衆衛生院と産業安全研究所との統合に
より一時的に厚生省研究所となった）。

人口問題研究会設立当初からの研究員であった舘稔（たち・みのる；1906-
1972；東京帝大経済学部卒→日本評論社→人口問題研究会研究会（1933-1937 年）
→内務省社会局（1937-1939 年）→人口問題研究所（1939 年－））が、人口問
題研究所創設当初の研究官（企画班長兼、庶務班長）に就いて人口－社会（厚
生）行政の重要な実務を引き受けた。創設当初の企画部長に就いた北岡壽逸（き
たおか・じゅいつ；1894－1989）は、『我が思ひ出の記』（1976 年）で「人口
問題研究所の仕事は、実際は大方舘稔君がやって下さり、私は時間的に余裕が
あった」と振り返っており、舘稔が研究所の仕事の取りまとめにおいて重要な
役割を果たしていた。1940 年 2 月には、参与制度が設けられ、永井亨、那須皓、
上田貞次郎、暉峻義等らが名を連ねた。

一方で、戦時人口政策の立案に影響力を持ったのは 1930 年に日本民族衛生
学会を設立し、理事長として断種法制定運動をリードした永井潜や 1939 年に
厚生省に入った古屋芳雄（こや・よしお；1890-1974）であった。他に、企画
院（1937 年 10 月に戦時経済統制を強化のために設置された内閣直属の機関）
の人口問題担当者であった美濃口時次郎（みのぐち・ときじろう；1905-1983；
1927 年に東京商科大学を卒業して、協調会参事、内閣調査局専門委員を経て
企画院調査官に就任）が、人口政策確立要綱（1941 年）の起案責任者として
重要な役割を果たした。多産奨励への傾倒を象徴する人口政策確立要綱は、『出
生の増加』を『死亡の減少』よりも重大視したところに新味がある」と説明さ
れた。1940 年に開設された厚生省優生結婚研究所は「生めよ育てよ国のため」
を含む結婚十訓（1941 年）を立案し、人口増加の必要と結婚に対する優生思
想の必要を説いた。

美濃口（「人的資源と社会事業」（『社会事業』（昭和 15 年 4 月号）、社会事業
研究所、1940 年）や大河内一男（おおこうち・かずお；1905-1984；『戦時社会
政策論』日本評論社、1940 年）らによって人的資源論が展開されるなど、こ
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の時期に発表された社会政策の学説のなかに「人的資源」という言葉が多く登
場するようになる。戦時人口政策の立案に関わった論者の多くは、戦後の人口
－社会（厚生）行政でも重要な役割を果たすことになったが、そこでは一転し
て戦争の反省を口にするとともに、人口制限や産業の振興による人口収容力の
拡大を主張することになる８）。

3．戦後の経緯
優生－優境主義としての人口資質への関心は、戦後「少なく産んでよく育て

る生活」への関心を促した家族計画論や「人間らしい生活」、「自分らしい生活」
への関心を促した社会開発論へと展開をした。1970年代を通じて優生をタブー
視する傾向が強くなっていくなかで人口資質をめぐる議論が終息した。少子化
が行政課題となった 1990 年代以降は、「仕事と子育てを両立する生活」への関
心を促した家族政策論が展開された。図表4は戦後日本における人口－厚生（社
会）行政課題の推移を示したものであり、社会開発論と家族政策論に挟まれた
時期に「優生」をタブー視する傾向が浸透していった９）。

3-1　人口問題の審議体制の確立
戦後の人口問題を主題とする政府機関は、1946 年に人口問題懇談会（厚生省）

の開催と人口問題研究所の独立、人口問題研究会の再建を起点に、1949 年の
人口問題審議会（内閣）の設置、1953 年の人口問題審議会（厚生省）の設置

図表 4　戦後日本における人口－厚生（社会）行政課題の推移
時期区分 出生率 高齢化率 （象徴的な）人口現象・人口問題、政策論
1950 年代 3.65 4.9 人口過剰　　　　　 家族計画論
1960 年代 2.00 5.7 人口資質　　　　　

人口移動（都市化）
社会開発論
地域開発論

1970 年代 2.13 7.1 人口構成（高齢化）
1980 年代 1.75 9.1
1990 年代 1.54 12.0 人口減少（少子化） 家族政策論

（筆者作成。）
＊各時期区分における出生率・高齢化率は、それぞれ 1950、1960、1970、1980、1990
年のもので代表させた。
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へと展開した（図表 2、参照）。
人口問題の審議体制が確立したのは 1953 年であり、人口問題審議会（厚生省）

設置以降、人口問題研究所が研究資料を作り、それをもとに（人口問題研究会
内に設置された）人口対策委員会が人口問題審議会で政府に提出する建議案の
原案を作成し、それを人口問題審議会で討議の末、最終的な決議として政府へ
提出する方式で議論が進められた。1960 年代までこの体制は維持された 10）。

人口問題審議会第一部会（人口収容力に関する部会）と人口対策委員会第一
特別委員会（人口と生活水準に関する特別委員会）、人口問題審議会第二部会（人
口調整に関する部会）と人口対策委員会第二特別委員会（人口の量的、質的調
整に関する特別委員会）は対応しており、人口問題審議会の委員と人口対策委
員会の委員は過半数が重なるように組織されていたことで人口問題研究会での
決定が重要な意味をもっていた。1960 年代までの人口問題研究会は、永井亨（理
事長）－舘稔（常任理事）－篠崎信男（幹事、のち理事）11）を中心に運営された。

図表 5　人口問題審議会と人口問題研究会
人口問題審議会 人口問題研究会

人口問題研究会人口政策委員会（1946 年）
委員長：永井亨
第一部会：人口の収容力及び分布に関する部会
　（部会長：那須皓）
第二部会：人口の資質及び統制に関する部会
　（部会長：下条康麿）

人口問題審議会（内閣、1949 年）
会長：戸田貞三（永井亨が会長代理的
な役割を果たした）
人口の収容力に関する小委員会
　（委員長：永井亨）
人口調整に関する小委員会
　（委員長：戸田貞三）
人口問題審議会（厚生省、1953 年）
会長：下村宏
会長代理：永井亨
第一部会：人口収容力に関する部会
　（部会委員長：那須皓）
第二部会：人口調整に関する部会
　（部会委員長：永井亨）

人口問題研究会人口対策委員会（1953 年）
委員長：永井亨
第一特別委員会：人口と生活水準に関する特別
委員会
　（委員長：山中篤太郎）
第二特別委員会：人口の量的、質的調整に関す
る特別委員会
　（委員長：寺尾琢磨）

（人口問題審議会、財団法人人口問題研究会の議事録をもとに、筆者作成。）
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3-2　家族計画論の時代
戦後、財団法人人口問題研究会内に設置された人口政策委員会が人口問題に

ついて議論を進めている最中の 1948 年に、国民優生法の改正・改称による不
良な子孫の出生防止と母体保護を目的とする優生保護法（議員立法）が成立し
た。その後設置された人口問題審議会（内閣、1949 年）の人口調整に関する小
委員会で人口数の調整に関わる不妊手術、人工妊娠中絶、産児調節の適用をめ
ぐる議論が進められたが、政府の方針が固まらないままに優生保護法の改正

（1949 年の改正で、要件に経済的理由の追加；1952 年の改正で、手術実施のた
めの手続きの簡素化）が進んだ。

人工妊娠中絶の母体への負担が問題視されるなか、1951 年当時の厚生大臣・
橋本龍伍（はしもと・りょうご）に産児調節普及事業の必要性を説き、橋本の
依頼で 1951 年 10 月 26 日の閣議了解「受胎調節の普及に関する件」（図表 6）
の案文を起草した当時の国立公衆衛生院長であった古屋芳雄は産児調節普及事
業を推し進めるきっかけをつくった。

これを機に、人口問題研究会が中心となって総合的な人口政策を打ち出そう
とする働きかけがあった。1954 年 7 月に人口問題研究会第二特別委員会で採
択された「人口対策としての家族計画の普及に関する決議」とそれをもとに

図表 6　閣議了解「受胎調節の普及に関する件」

受胎調節の普及に関する件（昭和 26 年 10 月 26 日閣議了解）
　人工妊娠中絶は、逐年増加の傾向を辿っている。人工妊娠中絶は、母体の生命及
び健康を保護するために必要ではあるが、なお母体に及ぼす影響において、考慮す
べき点が若干残されているので、受胎調節の普及によって、かかる影響を排除する
ことが、より妥当な方策である。政府はかかる受胎調節については、従来とも優生
結婚相談所の整備、指導者の養成等種々対策を講じて来たのであるが、国民の福祉
向上のため今後一層これが普及を図ることとし、新に効果的対策を考究し、これを
実施することが必要である。
理由
　人工妊娠中絶は母体に及ぼす影響において考慮すべき点があるので、かかる影響
を排除するため、受胎調節の普及を行う必要があるからである。

（「受胎調節普及に関する閣議の決定」『人口問題研究』第 7 巻第 4 号、1952 年、をもと
に筆者作成。）
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1954 年 8 月に人口問題審議会で採択された「人口の量的調整に関する決議」（図
表 7）では、強力かつ適切な家族計画の普及推進が謳われる。「人口の量的調
整に関する決議」の趣旨は、産児調節によって文化的な生活を追求することが
人口抑制を目的とする人口政策の要求と一致するという視点から家族計画を推
進すべきというものであった。

図表 7　人口の量的調整に関する決議（第 4回総会（1954.8.24）、一部抜粋）

主文
　わが国当面の重大な人口問題を解決するためには、人口扶養力の増大を図る政策
が必要であるこというまでもないが、人口の重圧がかえって資本の蓄積、産業の合
理化を阻害している現状にかんがみれば、この際、政府は人口の増加を抑制する政
策を採ることが必要である。
　政府は従来行われている受胎調節運動を単なる母性保護の立場からのみでなく、
総合的人口政策の一環としての家族計画の立場から取り上げ、出生制限を希望する
ものに対してはことごとく適正なる手段と便宜とを与え、またこれが普及徹底を図
るに当たっては、これに伴って起る人口の優生学的資質の動向に対して万全の注意
を払う必要がある。

措置
　総合的人口政策に基く家族計画推進のために政府は責任をもってこれを担当する
部局を設置するとともに、これが指導組織を確立し民間諸団体の積極的協力を促す
措置を講ずること。
　家族計画の普及徹底を図るため、受胎調節実地指導員の活動に対する支障を除去
し、その積極的な活動を促すよう措置すること。
　家族計画を広く国民各層に普及せしめるため、健康保険その他の社会保険等にお
いて、受胎調節手段の配布につき、適当なる措置を講ずること。
　家族計画が真にこれを必要とする人々に普及するよう指導上留意し、特に生活困
窮者に対しては、受胎調節手段の無償または廉価配布を行い得るよう措置すること。
　工場、鉱山、その他の事業所の厚生関係機関に積極的に働きかけ家族計画の実行
を促進すること。
　給与及び税制の関係において多産を促す結果を招致する虞あるものはこれを避け
るよう措置すること。
　総合的人口政策に基く家族計画の推進を誤りなからしめるよう人口の量的及び質
的動向に関する調査研究を行いもって行政の資たらしめること。
　医学教育の課程中に家族計画ならびにその関連知識の供給を行うとともに家族計
画技術の研究を授助促進すること。
　人工妊娠中絶の手術をなしたる医師は、患者がこれを繰返すことなきよう受胎調
節に関する知識の供給を行う義務あることを規定すること。

（「人口問題審議会の人口の量的調整に関する決議」『人口問題研究』第 60 号、1955 年、
をもとに筆者作成。）
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1954 年には、日本家族計画連盟（事務局は公衆衛生院衛生人口学部内に置
かれた）が組織された。同組織は、1955 年開催予定の第 5 回国際家族計画会
議（1955 年 10 月 24 日～ 10 月 29 日；国際家族計画連盟と日本家族計画連盟
の共催）を日本で開くことが決まったことを受けて、その引き受け機関となっ
た。アメリカのギャンブル博士（医師にして石鹸工場の大株主たる金持ち）が
国際家族計画会議を日本に招致すべきことを勧告し、永井亨を中心とする協議
によって北岡壽逸が事務局長に任命された。この会議は、日本の家族計画運動
に火をつけることになった。

当時日本家族計画連盟の会長であった下条康麿（しもじょう・やすまろ；
1885-1966）は、第 5 回国際家族計画会議の開会の辞で「家族計画は必ずしも
消極的な人口調節のみを意味しておりませんが、日本の現状においては家族計
画は出産児の制限であって、これが個人の福祉を増進すると共に人口の過剰を
緩和し、一国社会の安寧を図る所以であり、又世界に於ける人口と天然資源と
の均衡を図る運動として世界の恒久平和に貢献するものと考えるのでありま
す」と述べた。

当時の人口問題研究会の顧問であり、人口問題審議会第二部会の委員でも
あった下条による家族計画定義は、いわば当時の日本政府の公式見解である。
産児調節の普及は「本質的には国民一般の自発的な意志の産物」であり、公式
には一連の施策が「出生抑制の誘導のためではなく、すでに存在していた民衆
の意志に追随して、その目的達成を助けるためのものであった」とされる一方
で、当時の産児調節普及政策関係者の間では人口の量的、質的調整の必要が活
発に議論されていたという状況であった。

永井は、1953 年に家族計画連盟の顧問に就任、1954 年に人口問題研究会内
に設置された新生活指導委員会が取り組んだ新生活運動（家族計画＋生活設計
＝生活水準の向上を目指す運動）の普及にも尽力した。人口問題研究所の篠崎
信男も大いに協力した。優生保護法（1948 年）が規定した人工妊娠中絶と避
妊の普及などにより、日本の出生率は 1950 年代を通じて急激な低下を経験し
た 12）。
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3-3　社会開発論の時代
1960 年代には、人口－社会（厚生）行政課題が人口の量的調整から人口の

資質向上にシフトした。ここに、人口と社会保障が交差することになった。
そのきっかけは、『厚生白書』昭和 33 年度版（1958 年）の序で提起された、

杜会保障制度と経済政策との関連づけをめぐる問題意識である。「いってみれ
ば本書編さんを担当した厚生大臣官房企画室の得た結論のようなもの」と断っ
たうえで、国民経済の成長をもたらしてくる経済政策と、社会保障等の社会的
政策が対立しなければならないものであるか、それとも両立することのできる
ものであるか、あるいは、そのいずれに優先性が与えられるべきかという問い
をめぐって、「社会保障は、本来、人間投資と所得再配分の両面機能を持つも
のである。従来、ともすれば経済政策に対する第二次的政策として考えられが
ちであつたが、転換期的段階に臨んでいる人口問題と、特殊段階ともいうべき
状態に移行してきた日本の経済情勢下においては、社会保障の役割は先に述べ
た経済政策を推進させるうえに欠くことのできない一つの重要な要素でさえあ
るといつても過言ではないであろう」という見解を提示した。

それを前提に、社会保障論の再構築という新潮流を導くために導入されたの
が社会開発の概念である。経済開発に対置される語として 1955 年に国連で初
めて使われた社会開発という概念にいち早く注目したのは当時人口問題研究所
所長であった舘稔であり、Social Development に社会開発の訳語を与えたの
は厚生大臣官房企画室長であった伊部英男（いべ・ひでお；1921-2002）である。
舘は 1950 年代から国連人口委員会の政府代表として出席するなど人口・家族
計画分野における国際協力で重要な役割を果たした人物であり、当時厚生省大
臣官房企画室長であった伊部と寄り添って社会開発論の輸入を主導した。

社会開発という言葉が日本で最初に使われた最初の例は、1962 年に人口問
題審議会から出された「人口資質向上対策に関する決議」（1962 年）である。
日本版の社会開発論は、人口－社会（厚生）行政課題における＜量＞から
＜質＞へ、具体的には産児調節の普及から人間能力の開発と福祉の向上への転
換を主張するなかに、工業を中心とする経済面での開発に対して都市、農村、
住宅、交通、保健、医療、公衆衛生、環境衛生、社会福祉、教育などの社会面
での開発の重要性を見いだすことになった。それは、「社会保障の問題を新た
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な段階から考えなければならない」という社会保障制度審議会（総理府）の問
題意識と呼応するものであった。

図表 8　人口資質の向上という課題

「人口資質向上対策に関する決議」（1962 年）
「経済活動のにない手は人間であり、体力、知力および精神力の優秀な人間に待つの
でなければ、経済成長政策は所期の目的を達成しえない」ので、「経済開発と社会開
発とが均衡を保つように特別の配慮が必要である」。

「わが国の人口動態は、戦前の多産多死型から少産少死型に急速に移行したために、
人口構造は必然的に変化し、人口のなかに占める若壮年人口の割合は加速度的に減
少するものと予想される」ことから、「全年齢層を通じて、殊に若壮年人口の死亡率
を極力引き下げるとともに、体力、知力および精神力において、優秀な人間を育成
することによって、将来の労働人口不足に対処」し、「人口構成において、欠陥者の
比率を減らし、優秀者の比率を増すように配慮すること」である。

「人的能力政策に関する答申」（1963 年）：人的能力の開発という見地から社会保障を
みる視点の提供

「人間が生活の主体であるという点から、快適な労働環境や生活環境にめぐまれるこ
とが必要であることはいうまでもない。しかし同時に経済発展の支柱となる人的能
力の伸長と活用という見地からも、その基底および外廓をなす条件として、労働、
生活環境あるいは社会保障をとりあげることは重要な意義をもつ」。

「社会開発懇談会中間報告」（1965 年）
「社会保障とか福祉対策とかいうと、これまでとかく落ごした者への救済策として、
いわば後向きに取り扱われてきた。もちろん、人生途上において不可避的に遭遇す
る事故にもとづくある種の不安をとりのぞくことが、社会保障の目指すところに違
いないが、そのような不安の除去がとくに最近の社会・経済の大きな変動と結びつ
いて必要となっているところに今日の問題がある。何よりもまず高度の経済成長の
逆流効果としての社会生活の圧迫がとりあげられなければならず、それはいわゆる
福祉対策にもっとも端的に現れるのである。しかしそれだけではない。人口構造の
変化などの最近の一連の現象が、たとえば心身障害者や老人の能力開発、低所得階
層の子弟の進学援助、家庭生活の健全化などを必要ならしめ、そのために社会保障
および福祉対策は、社会・経済の変動に応ずる前向きの意義をもつものであって、
そこに社会開発とのつながりも認められるのである。およそ以上のような意味での
社会保障は、健康で文化的な生活を国民のすべてにゆきわたらせるという社会開発
の基本的目標を実現するためには、もっとも基礎的な政策手段の一つであるといっ
てよい」。

（『戦後の社会保障』（社会保障研究所〔現：国立社会保障・人口問題研究所〕編・至誠堂・
1968 年）「人的能力政策に関する答申」『教育評論』269、1972 年、をもとに筆者作成。）
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1962 年 7 月に人口問題審議会（厚生省）が「人口資質向上対策に関する決議」
（図表 8）を、次いで 1963 年 1 月に経済審議会（経済企画庁）が「人的能力政
策に関する答申」を、さらに 1965 年 7 月には社会開発懇談会（内閣）から社
会開発の推進をめぐる「中間報告」が行われ、「人口資質の向上」という課題
が人口行政と社会保障行政さらには経済行政の各々において共通に認識される
に至った。

特殊法人社会保障研究所創設（1965 年；図表 9、参照）は、量的な人口問題
の解消、量から質（資質・構成）の問題へという人口問題の基調の変化と、社
会保障の充実をめざす社会保障制度審議会の課題認識を象徴する出来事であっ
た。同研究所は、1962 年 7 月に発表された人口問題審議会（厚生省）「人口資
質向上対策に関する決議」が求めた調査研究機関の拡充と、1962 年 8 月に発
表された社会保障制度審議会（総理府）の「社会保障制度の総合調整に関する
基本方策についての答申および社会保障制度の推進に関する勧告」による提案
が実ったものである。舘（創設当初の参与に就任）と伊部が同研究所の創設に
尽力するとともに、人事等に大きな影響力をもった。

当時の行政課題であった地域開発に関わる専門家として招かれた福武グルー
プ（福武直（ふくたけ・ただし；1917 - 1989）の関係者）が多く常勤・非常勤
研究員として採用された。ここに、福武を中心とする「社会政策の社会学」と
いう潮流が形成された 13）。
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図表 9　社会保障研究所役職員名簿（1965.5.1 時点）
役職名 氏名 現職 専攻

所長

常務理事
理事
監事
顧問

参与

専門委員

山田雄三

木村又雄
塩野谷九十九
寺尾琢磨
大内兵衛
東畑精一
長沼弘毅
馬場啓之助
福武直
舘稔
武藤光朗
大熊一郎
橋本正己
小沼正
中鉢正美
青井和夫
森岡清美
安川正彬
松原治郎
小野旭
地主重美
前田正久
三浦文夫
谷昌恒
平石長久
中村八朗
渡辺益男
花島政三郎
大本圭野

名古屋大学教授
慶應大学教授
社会保障制度審議会会長
アジア経済研究所所長
国際ラジオ・テレビセンター会長
一橋大学教授
東京大学教授
厚生省人口問題研究所
中央大学教授
慶應大学教授
国立公衆衛生院衛生行政学部長
厚生省統計調査部社会統計課長
慶應大学教授
非常勤研究員（東京大学助教授）
　　　〃　　　（東京教育大学助教授）
　　　〃　　　（慶應大学助教授）
　　　〃　　　（東京学芸大学助教授）
　　　〃　　　（神奈川大学講師）
常勤研究員
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃

理論経済学、厚生経済学、
国民所得論

近代理論経済学
経済学、人口理論統計学
経済学、財政学
農業経済学
財政学、賃金論
経済学、経済政策
社会学
人口学
経済学
経済学、財政学、社会保障論
公衆衛生
社会統計
経済学、社会政策
社会学
社会学
経済学、統計学、人口理論
社会学
理論経済学、経営学
理論経済学
数理統計
社会学
社会福祉
社会政策
社会学
社会学
社会学
都市地理学

（社会保障研究所『社会保障研究所の概要』1965 年、をもとに筆者作成。）
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3-4　転機としての 1970 年代
1970 年には、政府の意向によって人口問題の審議体制における「人口問題

研究所－人口問題研究会－人口問題審議会」の三位一体の関係が改められた。
人口問題研究所の研究資料がただちに人口問題審議会に送られて審議されるこ
とになったのである。その結果として、以降の人口問題研究会は啓発活動といっ
た民間団体としての活動のみを行うことになった。1964 年まで人口問題審議
会の委員を務めた（人口問題研究会理事長の）永井と入れ替わりで（社会保障
研究所参与の）福武直が、1968 年まで委員を務めた北岡と入れ替わりで（社
会保障研究所所長の）山田雄三（やまだ・ゆうぞう；1902-1996）が加わると
いうように、1960 年代を通じて家族計画の時代を支えた論者が人口問題審議
会の委員から退いて社会保障研究所関係者が加わるという委員の交替がなされ
た。そのことからしても、社会保障研究所の設立（1965 年）は、量的な人口
問題の解消、量から質（資質・構成）の問題へ、という人口問題の基調の変化
と社会保障制度審議会によって基礎が形づくられた社会保障を充実に向かわせ
ようとする当時の動向を象徴する出来事であったといえよう。

1971 年 10 月の（1967 年に厚生大臣より受けた「わが国最近の人口動向にか
んがみ、人口問題上、特に留意すべき事項について」の諮問に対する）人口問
題審議会の答申「最近における人口動向と留意すべき問題点について」におい
ては、「過剰人口といった量的な問題から、人間能力の開発などの基盤として
の質的な問題が中心課題となってきた」とする人間のライフサイクルに即応し
た体系的、総合的な人口資質向上対策が提言された。そこで「人口資質とは、
人間の集団として遺伝的素質、形質、性格、知能、あるいは教育程度などの各
種の属性をいう。換言すれば、肉体的、精神的および社会的エネルギーの状態
などの機能的側面における諸性質の総合化されたもの」と定義されている。

厚生省人口問題審議会編『日本人口の動向―静止人口をめざして』（1974
年 6 月、「人口白書に関する特別委員会」の委員長は山田雄三）でも、人口資
質の問題が論じられた。「人口資質を向上させるには、人間性を基調とし、そ
の潜在能力を開発し、健康な生存を全うさせるため、生活の環境を改善し、生
体の機能をより良く変えることであると同時に、次世代へ良質人口を遺産とし
て残すことを眼目とすべきである」とされ、「人間の体力、知力、精神的能力
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の向上のためには、国民各自がその人間性の尊重に根差して、これらの正しい
開発の意欲を持つことがその根幹であり、そのためには学校教育、社会教育を
通じて、これらの重大性に関する教育を組織的に行うことが重要である。また、
人間性の回復のために、本来的に人間の属性たるべき愛情が家庭、社会のいず
れにおいても不足しがちとなることを思い、家庭、近隣、地域、ならびに職域
などの実践の場を通して失われがちな愛情や連帯感を醸成していくことが重要
である。また、人間性の回復という点からは、年少人口や老年人口における遊
びはもちろん、生産年齢人口においても余暇時間を真に楽しむことができるよ
うな施設、制度や環境を整備しなければならない」とも述べられており、この
時点で人口資質は形質、体位、体力、知能、性格に影響する問題として理解さ
れていたことがわかる。

戦前のイギリスからアメリカへと中心的拠点を移しながら時代思潮となった
優生学は、戦後に入って真面目な科学や政策分野としては衰えていった 14）。
日本でも 1970 年代後半には優生概念が人権問題に抵触するという認識が浸透
しはじめ、狭義の人口の＜質＞の問題をめぐる議論は、福祉問題また人権問題
への置き換えが進んだ。その大きな転機となった1970年代はじめに、舘稔（1972
年）、永井亨（1973 年）、古屋芳雄（1974 年）といった戦前、ないしは戦中以
来日本における人口－厚生行政の思想的基盤を築き上げてきたキーマンが相次
いでこの世を去っている。

3-5　家族政策論の時代
1990 年の「1.57 ショック」を機に少子化が行政課題となり、育児の社会化

を説く家族政策論が興隆した。それより遡って、1987 年に人口問題審議会に
設けられた人口と家族に関する特別委員会において、家族政策の概念が紹介さ
れている。

本委員会の主な委員は、福武直（社会保障研究所顧問）、大森彌（東京大学
教授）、伊部英男（年金制度研究開発基金理事長）、藤原房子（ジャーナリスト）、
小此木啓吾（慶應義塾大学教授）、阿藤誠（人口問題研究所人口動向研究部長）、
岡崎陽一（日本大学法学部教授）であった。

福武直と伊部英男を含む同委員会では、「ファミリー・ポリシーというものは、
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個々の家庭にどういうようにタッチするかというようなことではなくて、例え
ば出生率をどういうように持って行くとか、そのためにはどういう施策が必要
とか、一種の広義の誘導政策を行っている」「日本の人口が今非常に縮減をし
ているので出生そのものについてもう少し積極的に政府は何か政策をとるべき
ではないか」といった議論がなされた。

さきに取り上げた『人口白書』（1974 年）で出生率の低下や核家族化による
家族の規模の縮小、子女数の縮小に言及され、「都市での共働き、農村での出
かせぎ家庭は今後も増加が予想されるが、このような留守家庭児童の保護育成
に関しては、教育、福祉、労働等における関連施策を総合的に講じなければな
らない」という記述がみられるが、それが具体化に向かうことになった。

1990 年代以降、日本では出生率の低下への政策的対応としての家族政策が
主流化した 15）。この少子化に対する危機意識を背景とする国家と家族の関係
についていち早く論じたのが、小島宏（当時、人口問題研究所；現、早稲田大
学教授）である。
「出生政策と家族政策の関係について」（人口問題研究所『人口問題研究』第

174 号、1985 年）の小島は、日本でも出生・家族政策に対する関心が高まりつ
つあることを指摘し、出生政策と家族政策に以下のように定義を与えたうえで、
両者には共通点と相違点があることを指摘した。
出生政策…  一国あるいは地方の政策が人口の適正な規模と構成を達成するため

に、何らかの手段をもって現実の出生過程に直接間接の影響を与え
ようとする意図、またはそのような意図をもつ行為。

家族政策…  一国あるいは地方の政府が家族の福祉と機能強化のために、何らか
の手段をもって一単位としての家族またはその成員に対して直接間
接の影響を与えようとする意図、またはその意図をもった行為。

さらに「ヨーロッパ諸国における出生促進策について」（1986 年）の小島宏は、
「ヨーロッパ諸国の出生促進的施策の効果については意見のわかれるところで
ある。しかし、それらの施策が個人や夫婦の選択の自由を尊重しつつ彼等の願
望を援助するようなものであり、家族政策や労働政策の目的にも合致するよう
なものであるとすれば、それらを実施する意義は充分あると思われる」と述べ、
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ヨーロッパ諸国において出生促進政策の手段として位置づけられている場合が
少なくない児童手当制度、年金制度、男女雇用機会均等法を人口学的立場から
再検討する必要があるという問題提起を行なった。

少子化、その帰結としての人口減少への危機感を契機とする家族政策論と戦
前に西欧先進諸国が直面した少子化問題と対応して成立した＜女性政策＋児童
政策＋優生政策＞を隔てるのは、この間に国際的、また国内的にも発達をみた
人権意識である。1970 年代後半には国内的に優生概念が人権問題に抵触する
という認識が浸透しはじめ、1994 年の国際人口開発会議で提唱されたリプロ
ダクティブ・ライツ（すべてのカップルと個人が、自分たちの子どもの数、出
産間隔、出産する時期を自由にかつ責任をもって決定でき、そのための情報と
手段を得ることができるという基本的権利）の浸透は生殖や人口の＜質＞をめ
ぐる政策論議を大きく変容させることになった。母体保護法（1996 年）への
改正・改称で優生保護法における優生の概念が削除されたことは、1970 年代
後半からの優生をタブー視する動向の到達点となった。

4．むすびにかえて
優生－優境主義（よりよい＜生＞によって成り立つよりよい＜社会＞を志向

する思想的潮流）は、戦前から戦中にかけての＜女性政策＋児童政策＋優生政
策＞としての家族政策の原型や人口－社会（厚生）行政の成立に影響を与えた
といえる。人口－社会（厚生）行政は、人口の＜量＞と＜質＞への問題意識か
ら出発したのである。

戦後に入って優生概念が人権に抵触するという認識が浸透し、人口資質が正
面から論じられなくなるなか、狭義の人口の＜質＞をめぐる議論は福祉や人権
の問題へと置き換えられていった。そのような状況のなかで、人口問題審議会
における議論は高齢化への政策的対応といった福祉の議論へとシフトしていっ
た。これらが進行した 1970 年代から優生保護法が母体保護法に改正される
1996 年の間に、行き過ぎた少子化という人口の＜量＞をめぐる問題提起が行
われるに至った。

人口問題研究所や（1960 年代までの）人口問題研究会、さらには社会保障
研究所の関係者を中心に組織された人口問題審議会は人口－社会（厚生）行政
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の方針決定を支える重要な場であったが、2000 年（第 85 回総会）をもって廃
止された。その 2 年後には伊部英男がこの世を去ったことで、家族計画から社
会開発、家族政策へという本稿で取り上げた 2 大転換のいずれをも中心的に導
いた関係者はすべて歴史上の人物となった。

注
１）優生－優境主義は、消極的優生（劣等分子淘汰）の手段としての強制断種

立法化の推進論と反対論、慎重論が交錯するなかに展開した。ここに、優生
学がもたらしたものを評価するうえでの複雑さがある。

２）日本における人口資質概念の史的展開についての先行研究として、廣嶋清
志「現代日本人口政策史小論―人口資質概念をめぐって（1916～1930年）」『人
口問題研究』第 154 号、1980 年、廣嶋清志「現代日本人口政策史小論（2）
―国民優生法における人口の質政策と量政策―」『人口問題研究』第 160 号、
1980 年）、松原洋子「日本―戦後の優生保護法という名の断種法―」米本昌
平ほか『優生学と人間社会　生命科学の世紀はどこへ向かうのか』講談社、
2000 年、などがある。

 　また、優生学を主題とする最近の研究成果として、山崎喜代子編『優生政
策の系譜』九州大学出版会、2013 年、横山尊『日本が優生社会になるまで
―科学啓蒙、メディア、生殖の政治―』勁草書房、2015 年、などがある。

３）1916 年はマルサス生誕 150 年にあたる年であり、京都帝国大学の『経済
論叢』（第 2 巻第 5 号）で「まるさす生誕百五十年記念号」の特集が組まれた。
その主な執筆者は、河上肇、福田徳三、米田庄太郎、高田保馬、神戸正雄、
財部静治らが執筆した。マルサス『人口論』第一版の全訳が最初に刊行され
たのは 1923 年（谷口吉彦訳『マルサス人口論』（弘文堂、1923 年））であり、
それまでは部分的に引用・紹介されていた。

４）永井潜は現在の東京大学医学部を卒業した生理学者で、1910 年代から優
生学の啓蒙活動を展開し、優生政策の導入や優生学の研究機関の創設を政府
に要求し続けた。永井の要求は 1938 年の厚生省創設時の予防局への優生課
の設置、国民優生法の制定、厚生省優生結婚相談所の開設といったかたちで
戦時期に実現することになった。
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５）富士川游は現在の広島大学医学部を卒業した医師で、ドイツ留学で反社会
的、反公共的な行動の背後にある心理的要因を研究する犯罪心理学、心身に
発達障害のある児童に対する教育について研究する治療教育学、心身に発達
障害のある児童に対する教育などにふれたことをきっかけに心身両面の発達
という視点からの児童研究に着手し、人類の社会的生活と精神的生活を研究
する人性学を提唱した。

６）永井亨は、現在の東京大学法学部を卒業後、農商務省に入り、鉄道省を経
て協調会の常務理事となった。労働者の経営参加を提唱したことへの批判を
受けて協調会の常務理事を辞職した永井は、「社会科学の健全な発達なくし
ては、社会思想の向上と進歩は望まれない。もし社会思想が不健全化すれば、
それによって導かれる社会運動は進路を失い、社会問題の解決や社会政策の
確立も望まれなくなるだろう」（『社会科学研究』発刊の辞より）とする社会
科学同人会（末広厳太郎、小泉信三、高橋誠一郎、土方成美、吉野作造、高
田保馬、綿貫哲雄、穂積重遠、上田貞次郎、那須皓の 11 名）を組織（1926 年）
して、社会科学、社会政策のあるべき姿を追究していた。人口食糧問題調査
会の委員就任後は、人口－社会（厚生）行政をリードした。

７）新渡戸稲造「人口論に就いて」『郷土科学』第 15 号、1932 年、3 頁。この
論考で新渡戸は、人口論の学問的基礎が経済学から社会学、生物学へと広が
りをみていた当時の潮流を指摘している。

８）戦時期の人口政策をめぐる動向については、高岡裕之『総力戦体制と「福
祉国家」―戦時期日本の「社会改革」構想―』岩波書店、2011 年、に詳しい。

９）いち早く発表された日本の人口問題に関するまとまった研究として、アイ
リーン・B・トイバー著・毎日新聞社人口問題調査会訳『日本の人口』、
1964 年、がある。

10）政府との縁が薄れて以降の人口問題研究会は、民間団体、一般大衆へ向かっ
ての啓発教育を目的とする行う組織として存続した。1972 年の舘、1973 年
の永井の死によって一度は休眠状態に陥るが、寺尾琢磨を新理事長として
1974 年に第一回が開催された日本人口会議の開催を見据えて再発足する。
日本船舶振興会からの補助金頼みの運営となっていた 1974 年度からは、人
口問題に関する刊行物の発刊を中心とする活動となった。1976 年には人口
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対策委員会に代わる人口問題について討議する組織として人口シンポジアが
組織された（図表 2、及び図表 5、参照）。

11）篠崎信男（しのざき・のぶお；1914- 1998）は、東京帝国大学理学部卒業後、
同助手を経て 1943 年に（戦後、人口問題研究所として再独立する）厚生省
研究所人口民族部に就職した。とりわけ家族計画の推進に尽力し、それと並
行して人口資質に関する議論を積極的に展開した。

12）家族計画をめぐる先行研究として、荻野美穂『「家族計画」への道―近代
日本の生殖をめぐる政治―』岩波書店、2008 年、田間泰子『「近代家族」と
ボディ・ポリティクス』世界思想社、2006 年、などがある。

13）その具体的な成果の一つに、社会保障研究所研究叢書 No.20 として発行さ
れた『社会政策の社会学』（東京大学出版会、1989 年）が挙げられる。

14）人口の＜量＞と＜質＞をめぐる議論の統合を熱心に説いた論者の一人のが、
ベヴァリッジ（Beveridge, W.H.；1879 - 1963）に続いて 1937 年から 1955
年まで LSE の学長を務めた人物としても知られる人口学者・カーソンダー
ス（Carr-Saunders, A.M.；1886-1966）である（Alexander Morris Carr-
Saunders, The Population Problem: A Study in Human Evolution, 
Clarendon, 1922, Alexander Morris Carr-Saunders, Population, Oxford 
University Press, 1925, など）。

 　『 優 生 学 史 』（ ＝ Alison Bashford/Philippa Levine（eds.）, The Oxford 
Handbook of the History of Eugenics, Oxford University Press, 2010.）の序
章は、このカーソンダースについてのエピソードを紹介するところからはじ
まる。それは、カーソンダースが 1935 年のイギリス優生学会（British 
Eugenics Society）におけるゴルトン記念講演（Golton Lecture for the 
Eugenics Society in England）で「いつの日か、誰かが優生学の歴史を記述
するだろう。その人は頭を悩ますことになるのだろう」と述べた内容（Carr-
Saunders, A.M., ”Eugenics in the light of population Trends,” Eugenics 
Review 60, 1968）が、彼の死から 2 年が経過し、優生学が真面目な科学や
政策分野としては衰えていた 1968 年の Eugenics Review に再掲されたとい
うものである。優生学の衰えとともに、人口問題の福祉問題、また人権問題
への置き換えが進んだ。
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15）それまでの日本における人口政策の概念規定をめぐる主要な議論としては、
以下のようなものがあった。家族計画の時代である1956年の北岡壽逸は、「私
は人口政策とは、人口そのものを増やすとか、減らすとかいう政策と解し、
人口対策とは、人口問題を解決するための、人口政策、経済政策、社会政策
全般を含むものと解したい。そうすると、総人口過剰の対策としては、人口
政策のほか経済政策が必要であるが、労働人口の過剰すなわち失業の対策と
しては、人口政策は差当り役立たず、主として経済財政金融政策、社会政策
によらなければならないということになる」（北岡壽逸『人口過剰と完全雇用』
ダイヤモンド社、1956 年）と述べた。

 　社会開発の時代である 1969 年の南亮三郎（みなみ・りょうざぶろう；
1896-1985）は、「＜人口政策＞は、政策目標そのもので空漠としている。ロー
マ時代やマーカンティリズムの時代には人口増加を明確な政策目標とした
が、その人口増加が国民の経済的・社会的福祉とどう関係しあうかといった
点には顧慮がはらわれなかった。単純無条件な人口増加の謳歌が今日の人口
政策の目標とはなりがたい理由がここにある。まさにその点で、人口政策は
今日、経済政策や社会政策と結びつかねばならぬのである。国民福祉の増進
をめざす経済政策と無関係で人口政策がありうるわけはなく、また人口政策
は、国民の経済的福祉の平準化をめざす社会政策ときりはなすことはできな
い」（南亮三郎『人口政策―人口政策学への道―』千倉書房、1969 年）と強
調した。

 　さらに、1971 年の吉田忠雄（よしだ・ただお；1926-2013）は、世界に先
駆けて人口政策と福祉政策を結びつけているという評価を与えたスウェーデ
ンの人口政策に民主主義社会における人口政策のあるべき方向性を見いだし
た。それは「単なる人口増加政策ではなく、家族と福祉との接点を求める温
和な人口増加政策」であり、「子供を生めという政策ではなく、生むことが
望ましいという政策でもなく、子供を生みたくとも生めない人に、生めるよ
うな福祉を充実しようという人口政策」として紹介され、民主主義社会にお
ける人口政策では、子どもに対する取り扱い方が社会性を帯びて「社会化さ
れた家族」が要望されるとしている。（吉田忠雄「人口思想と人口政策―と
くに福祉政策と人口政策について―」明治大学社会科学研究所『明治大学社
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会科学研究所紀要』第 8・9 号、1971 年。）
 　その後 1976 年の大淵寛（おおぶち・ひろし；1936-）は、人口政策の目的

として生存目的と福祉目的を提示し、「人口政策とは、一国あるいは一地方
の政府が国民の生存と福祉のために、何らかの手段をもって現実の人口過程
に直接間接の影響を与えようとする意図、またはそのような意図をもった行
為である」（大淵寛「人口政策の理論的基礎」『経済学論纂』第 17 巻第 4 号、
1976 年）と定義している。
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妊娠出産に関する知識の啓発と少子化対策における人口の質

由井　秀樹

1．はじめに
2015 年 8 月 21 日、「文科省：妊娠しやすさと年齢、副教材に　高校生向け

に作成・配布」という記事が『毎日新聞』の夕刊に掲載され、少子化対策とし
て「妊娠のしやすさと年齢の関係や、不妊に関する内容を初めて盛り込んだ高
校生向け保健教育の副教材を作製した」ことが記された。これを受け、

「SOSHIREN 女のからだから」を中心に「高校保健・副教材の使用中止・回収
を求める会」が結成され、9 月 11 日に緊急集会が行われ「そこまでして女性
に早く産ませたいのでしょうか」と問題提起された１）。妊娠・出産役割を半ば
強制しようとする（と解釈される）政府と、それに抗う女性団体。見慣れた対
立図式が改めて表出したのであるが、今回の騒動は、こうした啓発に動員され
た「医学的・科学的知識」の妥当性に対して異議申し立て―それは、前述の
緊急集会のタイトル「高校保健・副教材の使用中止・回収を求める緊急集会　
高校生にウソを教えるな！」にも表れている―が行われた点に新しさがあっ
たといえる。

やり玉に挙げられたのが、教材に掲載された「女性の妊娠のしやすさの年齢
による変化」のグラフである（図表 1）。科学技術論・ジェンダー論研究者の
高橋さきのによると、教材での出典の記載方法が「孫引きどころか、ひ孫引き、
夜 孫引き」であり、元データと比較しても、問題のグラフでは 22 歳以降の
妊娠率が急激に低下していた２）。緊急集会の呼びかけチラシにも、「女性の『妊
娠しやすさ』が 22 歳にくっきりしたピークがあり、20 代のうちにかなり減少
するというグラフ」と記述された。こうした批判を受け、文部科学省はグラフ
を図表 2 のように訂正した３）。2016 年 6 月 18 日には、日本学術会議第 1 部会
社会学委員会ジェンダー研究分科会主催で「『卵子の老化』が問題になる社会
を考える」というシンポジウムが開催され、ここで社会学者の田中重人が「高
校副教材『妊娠しやすさグラフ』をめぐり可視化されたこと」を報告し、グラ
フの妥当性の問題を指摘した４）。
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高橋の議論は、高等学校副教材のグラフの問題に端を発し、2013 年の女性
手帳構想から持ちだされてきた、日本人の妊娠・出産に関する知識が諸外国に
比べて低いという調査結果について、調査対象国で日本のみデータの取り方が
異なる点を指摘し、調査方法の妥当性に疑義を呈している５）。その後、田中も
この研究の調査方法の妥当性を検証し、日本語版調査票に用いられている日本
語の意味が汲み取り不能な箇所が散見される点などを指摘している６）。このよ
うに、今回の騒動で沸き起こった「医学的・科学的知識」の妥当性に対する異
議申し立ては、遡及的に過去の施策に対しても向けられていた。

しかし今回の騒動は、たんに上記二点からだけで語り尽くせるものではない。
この二点の影に隠れる問題を端的に指摘すれば、人口の質の問題である。本稿
では、1970 年代以降の優生政策、あるいは母子保健政策の流れをおさえた上で、
少子化対策の文脈で行われる政府による妊娠出産に関する知識の教育・啓発に
おいて、質の問題がどのように表れているのか検討する。

図表 1　妊娠のしやすさの年齢による変化のグラフ
（出典：「高校 1年生用啓発教材『健康な生活を送るために』（平成 27 年度版）mp訂正」）
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2．少子化時代の前夜
周知のように、戦中期に露骨な人口増加政策が敷かれ、戦後は過剰人口問題

から特に 1950 年代に人口抑制政策が導入されていた７）。その後、1960 年代終
盤から 70 年代初頭にかけて、地方自治体主導で全国的に「先天異常児」の出
生予防を目指す「不幸な子どもの生まれない」運動が展開され、これが青い芝
の会をはじめとする障害者団体からの激しい批判に晒されていた８）。土屋敦は、
この運動の興隆の背景に「『（多産）多死』から『（少産）少死』への人口構造
の転換が一定程度達成された後に、それでも残存する『先天異常児』の出生を
予防するために策定された、母子衛生行政上の転換点があった」と指摘する。
羊水検査からの選択的中絶に注目されがちであるが、この運動は「妊娠中の栄
養状態やタバコの害、妊娠初期における風疹や薬剤服用の胎児への影響、妊娠
女性の年齢（高齢出産）など、『先天異常児』出生のリスク要因が各地の保健
所や産科病院における定期検診などの場、そしてパンフレット等の媒体を通じ
て提示されていく契機となった」という。例えば、土屋の引用した兵庫県衛生
部の作成したパンフレット「あなたのために」（1973 年）には、以下の記述が
あり、高齢出産とダウン症児の出生の関係について説明されている９）。

図表 2　妊娠のしやすさの年齢による変化のグラフの改訂版
（出典：「高校 1年生用啓発教材『健康な生活を送るために』（平成 27 年度版）mp訂正」）
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「19 才以下」については、ダウン症児出生「リスク」とは別の文脈、すなわち、
（未婚の）10 代の出産の抑制を意図してのことであろうが、こうした「医学的な」
知識に対する疑念は、少なくとも兵庫県のパンフレットを分析対象に加えた先
行研究を参照する限り、顕在化しなかった 10）。もちろん、ここでいわれる「医
学的な」知識は、当時の医学的知識とも乖離している点には言及しておかなけ
ればならないだろう。例えば、産婦人科医学者の森山豊は 1974 年刊行の『現
代産科婦人科学体系　14E 母子保健　産科統計』において、「母の分娩年齢と
Down 症候群発生率」のグラフを掲載し、年齢とともに出生確率が上昇するこ
と、つまり、19 歳以下で 20 歳代よりもダウン症児の出生確率が高くなるわけ
ではないことを示し、「母親の出産年齢が高くなるほど異常児出生率が増加す
るので、出産はなるべく早いうちに終えるような家族計画が必要である」と指
摘していた 11）。
「不幸な子どもの生まれない運動」と同時期、1972 年には優生保護法を改定

し、実質的に無条件に中絶を許容する「経済的理由」の削除と、胎児の障害を
理由とする中絶を許容する「胎児条項」の追加が国会で議論された。前者に対
しては女性団体から、後者に対しては障害者団体からの反発があり、改定には
至らなかった。このときの改定案には、「胎児条項」の新設のほか、優生保護
相談所の業務として、「適正な年齢において初回分娩が行われるようにするた
めの助言及び指導そのほか妊娠及び分娩に関する助言並びに指導」という文言
が加えられていた。横山尊は、これら優生政策の強化を図る条項は、日本母性
保護医協会からの働きかけが反映された結果であると指摘する。日本母性保護
医協会の『母性保護医報』の記事には、優生保護相談所の業務拡大について、「最
近、高年齢出産が問題となってきておりますので、初回分娩が適正な年齢にお
いて行われるように助言及び指導する等の業務の充実」を図ることが法案の趣
旨説明として記されていた 12）。

先に書きました ” ダウン症 ” という生まれつき知恵おくれの子どもがありますが、
このような子は、19 才以下とか 40 才以上になってお産をするお母さんから多く生ま
れています……だから、結婚をするということと、このお産ということを考えますと、
特に女性は 20 才からおそくとも 25 才までに結婚することが望ましいと医学的な点
からいえます。
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1982 年にも「経済的理由」を削除しようとする動きがあったが、やはり「82
優生保護法改悪阻止連絡会」（現在の「SOSHIREN 女のからだから」）をはじ
めとする女性団体などからの反発にあい、「経済的理由」は母体保護法となっ
た今日に至るまで存続している。1982 年の優生保護法改定騒動では、障害児
の出生防止が前面に出ることはなかった。しかし、1985 年の母子保健法改定
騒動において、政府は女性団体や障害者団体から 1970 年代と同様の批判を浴
びることになる。1985 年 8 月 25 日付け『讀賣新聞』によると、政府は母子保
健法改定に伴い、「受胎調節、妊娠、分娩などの医学的基礎知識、禁煙、飲酒
の害などの一般保健知識を盛り込」み、成人式や結婚の際に交付する「母性手
帳」を構想した 13）。毛利子来によると、日本母性保護医協会を主体とする母
子衛生協会からの強力な働きかけが「母性手帳」構想の背景にあった 14）。こ
のときの母子保健法改定論議では、他に新生児の「先天異常」モニタリングシ
ステムが構想されていた。利光惠子によると、これに対して 1985 年に障害者
団体、女性団体、自治体労働者等で「母子保健法改悪に反対し、母子保健のあ
り方を考える全国連絡会」が結成された。そして、同趣旨の目的を持つグルー
プが全国各地に生まれた。そのうちの一つ、「母子保健法改悪に反対する女たち・
大阪連絡会」が 1985 年に結成され、利光が引用した同会の「要望書　厚生大
臣増岡博之殿 1985 年 10 月 31 日」には、「母性手帳は、国の期待にそうべく『健
全な』子供を産み育てるための『健康な母体』を確保すること、及び、『望ま
しい』児童の育成に適した家庭基盤の充実をはかることをその目的としていま
す。これは、女性を専ら母性として社会的位置に固定し、女のカラダや生き方
を生涯にわたって管理しようとするものです」とある 15）。運動の成果もあり、
結局母子保健法改定案は国会に上程されなかった。このように、1970 年代以
降は人口の質を管理しようとする、あるいは、そうしようとすると解釈される
政策は、批判にさらされてきた。これが大きな要因となり、後の時代で露骨に
は質の問題が語られなくなっていく。

3．女性手帳構想の頓挫
1989 年の合計特殊出生率が 1.57 を下回り（いわゆる 1.57 ショック）、少子

化問題が顕在化する。政府は 1994 年に「エンゼルプラン」（今後の子育て支援
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のための施策の基本的方向について）を取りまとめ、1999 年の「新エンゼル
プラン」（重点的に推進すべき少子化対策の具体的実施計画について）で、「少
子化対策」の方向性が打ち出された。ここでは各種の子育て支援とともに、「不
妊専門相談センターの整備」に言及された 16）。ここで唐突に出した不妊の問
題は、本稿の後の議論に深く関与することになる。

2003 年には少子化社会対策基本法が制定された。前文で「もとより、結婚
や出産は個人の決定に基づくものではある」とされた上で、第 13 条第 2 項に
おいて、国及び地方公共団体の不妊治療相談、情報提供がうたわれ、第 17 条
第 2 項において、「国及び地方公共団体は、安心して子どもを生み、育てるこ
とができる社会の形成について国民の関心と理解を深めるよう必要な教育及び
啓発を行うものとする」とされた。このように「基本法」のレベルで、啓発の
必要性が掲げられていた。

同じく 2003 年には「少子化対策推進関係閣僚会議決定」として「次世代育
成支援に関する当面の取組方針」が取りまとめられた 17）。ここでも、「思春期
の発達に応じた教材開発の研究や相談援助のモデル実施など、性に関する健全
な意識の涵養と正しい理解の普及を図る」ことが掲げられ、不妊患者に対して

「経済面を含めた支援の在り方について検討する」とされた。これを受け、
2004 年から特定不妊治療助成事業が開始され、配偶者間の体外受精、顕微授
精について、年齢制限無し、年間助成回数 2 回、通算助成回数 10 回、通算助
成期間 5 年という条件のもとで助成制度が整備された 18）。もっとも、1990 年
代から少子化対策の枠組みで自治体独自の制度として助成が行われており 19）、
国レベルでの制度化に少なからず影響を与えていたといえる。

民主党政権下（2009 年 9 月～ 2012 年 12 月）の 2010 年には、少子化社会対
策基本法第 7 条「政府は、少子化に対処するための施策の指針として、総合的
かつ長期的な少子化に対処するための施策の大綱を定めなければならない」に
基づき、「子ども・子育てビジョン」が閣議決定された 20）。ここでは、「『少子
化対策』から『子ども・子育て支援』へ」という目標が掲げられ、本文では妊
娠・出産に関する啓発には言及されていなかったが、「別添 1　施策の具体的
内容」には「妊娠や不妊治療、家庭・家族の役割について早くから情報提供が
行われるように啓発普及を図ります。特に、妊娠や家庭・家族の役割について
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は、発達の段階を踏まえ、学校段階からの教育の推進を図ります」と記述され
ていた。

自民党が政権復帰した後の 2013 年には「少子化危機突破タスクフォース」
が内閣府に設置され、3 月 27 日、4 月 16 日、5 月 7 日、5 月 28 日、7 月 7 日
に会合が開かれた 21）。実質的な議論は 5 月 28 日までで、7 月 7 日は総括と今
後の展望が話合われた。第1回会合で配布された「少子化危機突破タスクフォー
スの開催について」には、「結婚・妊娠・出産・育児における課題の解消を目
指す」ことが宣言され、子育て支援のみならず、結婚・妊娠・出産の促進も目
的として明示された。5 月 28 日に取りまとめられたタスクフォースの議論の
成果物「『少子化危機突破』のための提案」においても、「基本方針」として「個
人の希望の実現という点で政策ニーズが高く、出生率への影響も大きいとされ
ている『結婚・妊娠・出産』に係る課題については、これまでの取組は弱いの
が現状である」との認識が示され、「①『子育て支援』と②『働き方改革』を
より一層強化するとともに、③『結婚・妊娠・出産支援』」が対策の柱として
打ち出された。このように「結婚・妊娠・出産支援」にも力が入れられようと
しており、第 3 回会合の「妊娠・出産検討サブチーム報告」で、女性手帳をは
じめとする啓発事業の構想が発表された。
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1．『生命（いのち）と女性の手帳（愛称別途検討）』の作成・配布等
《内容》
・  妊娠適齢期等妊娠・出産に関する知識や妊娠・出産支援に関する情報を記載した「啓

発・学習部分」と、自らの健康データ等を記録する「記録部分」の 2 部構成を想定。
※内容については、さらに検討を要する。
・また、年齢と妊娠に関する知識など、男性に対する普及啓発も検討。

《配布・形態》
・  例えば、子宮頸がんワクチン接種時、高校・大学入学時、成人式、企業就職時など、

思春期から機会を捉えた複数回の配布を想定。
※年齢に応じて、記載内容も変えることを検討。
・  紙媒体だけでなく、スマートフォンのアプリとする、定期的なアラートを伝える

といったネットを活用した媒体も検討。
【当面の具体策（案）】
○内閣府、厚生労働省、文部科学省が共同し、女性当事者や日本医師会、産婦人科
医会、産科婦人科学会、助産師会、自治体、マスコミ、教育関係者等が参加した「生
命と女性の手帳（愛称別途検討）検討会議」を 25 年度中に設置し、具体的な検討を
進め、26 年度からの普及を目指す。
・  検討会議では、25 年度中にコンテンツの作成や、「生命と女性の手帳」等の普及策

を検討。
・対象年齢層の意識調査、ニーズ調査等も併せて検討。
・26 年度予算要求において、「生命と女性の手帳」等普及啓発事業を盛込み。
　例：子宮頸がんワクチン接種時に「生命と女性の手帳」を配布

2．『妊娠に関わる教育』の充実
○妊娠適齢期や妊娠可能性など、妊娠に関わる教育の充実を図る。併せて、男性に
対する普及啓発の充実も図る。
○企業の経営者や自治体の首長の意識改革を通して、「妊娠に関わる教育」の加速的
な普及啓発を図る。

【当面の具体策（案）】
○上記の「生命と女性の手帳（愛称別途検討）検討会議」に「妊娠に関わる教育分
科会」を設置し、検討を行う。
・妊娠に関わる教育の手法、内容、時期と仕組み等を検討。
例：中学・高校等で配布する副読本の内容。
：  「生命と女性の手帳（愛称別途検討）」等における妊娠に関わる教育部分の記載内容。
：  大学保健管理センターによる健康管理や企業就職時の健診の機会を活用した普及策
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女性手帳構想は少子化社会対策基本法以降記述されてきた啓発事業の現れと
いえるが、ここに至るにはもう一つの流れがあった。それが不妊医療療現場の
苛立ちである。「少子化危機突破タスクフォース」と並行して、厚生労働省に「不
妊に悩む方への特定治療支援事業等の在り方に関する検討会」が設置され
た 22）。開催要項には「近年、結婚年齢の上昇や晩産化等に伴い、特定不妊治
療（体外受精・顕微授精）を受けるものの年齢の上昇が指摘されている」とあ
る。産婦人科医学者の吉村泰典内閣官房参与を議長とし、5 月 2 日、5 月 27 日、
6 月 28 日、7 月 29 日、8 月 19 日の 5 回、検討会が開かれ、8 月 23 日付けで「不
妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する検討会報告書」が出され
た。女性手帳構想が出現したタスクフォースの第 3 回会合（5 月 7 日）の直前、
第 1 回検討会において、「不妊治療に関する論点」という資料が厚生労働省か
ら配布された。ここには、「妊娠や不妊等に関する知識の普及啓発、相談・支
援の充実」という項目があり、この下に「年齢層に応じてどのような内容を普
及啓発していけばよいか」「妊娠や不妊等に関する知識の普及啓発は、リーフ
レット等によるもののほか、どのような手段で行えばよいか」という点が書か
れていた。これをめぐり、以下の議論が行われた。

○見尾保幸（JISART（日本生殖補助医療標準化機関）理事長 ミオ・ファティリティ・
クリニック院長）委員　現在、外来で患者さんと接している中で一番感じることと
しては、余りにも知識がなさ過ぎます。若い段階で十分にこういう卵子の減少とか
劣化とかを周知徹底するということは絶対に必要だと思いますので、そういうこと
が十分周知徹底されない限りは年齢制限とかという話に多分いかないのではないか
と思いますので、そういう意味では学校現場で教育あるいは現在、性教育というこ
とが活動して行われておりますけれども、避妊とか中絶とかという話がメーンになっ
ているのですが、そういうところに卵子の劣化とか数の減少とかということをきち
んと盛り込んだ中身の生命誕生のすばらしさとか、もっと根本的には命に対しての
教育、刷り込みというものをぜひ積極的に取り入れていただきたいと思っておりま
す。
○石原理（埼玉医科大学産婦人科学教授）委員　教育現場での取り組みが必要なこ
とはもう言うまでもないと思います。それに加えて、若い女性が多数働いている職場
における適切な知識の普及、そして職場における、例えば妊娠・分娩に関するサポート、
それに対する理解を上げるというような試みも必要になるのではないかと思いますの
で、これは厚生労働省が取り上げるべき事業としては非常に理にかなった方向性では
ないかと思います。
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このように、産婦人科医の現場感覚から啓発の必要性が叫ばれていた。そこ
には明らかに学校教育以外の場での啓発も念頭に置かれており、女性手帳の議
論と繋がる。しかし女性手帳構想は、やはり女性団体からの抗議を受けること
になる。例えば、5 月 19 日に「SOSHIREN 女のからだから」を中心に「女性
手帳に反対する緊急ミーティング」が開催され、以下の声明文が発表された。

4．残された道としての教材
こうした批判にさらされ、女性手帳構想は暗礁に乗り上げる。タスクフォー

スが 5 月 28 日付で取りまとめた「『少子化危機突破』のための提案」では、女
性手帳という文言は抜け落ちる。それでも、「（2）妊娠・出産等に関する情報
提供、啓発普及」という項目があり、学校での教育・啓発に触れられた。そし
てその際、「基本的な考え方」として「当然ながら結婚や出産は個人の決定に
基づくものであり、国が介入するようなことはあってはならない。行政におけ
る取組は、妊娠・出産等に関して正確な理解を深める上に有益で客観的情報の
提供や啓発普及を行うことにより、個人が生涯にわたって自分の健康を主体的
に確保し、自己決定の尊重を支援するものであることが基本となる」と、個々
人の選択が強調された。7 月 7 日に行われたタスクフォースの総括では、井上
敬子（文藝春秋「CREA」局出版部統括次長）委員から「女性手帳の件がかな

私たちは、内閣府開催の「少子化危機突破タスクフォース」が提案する「生命と女
性の手帳」の作成・配布に反対します。

女性手帳があっても産めません。
働き続けられる環境がなければ産めません。
妊娠・出産は女性だけの問題ではなく、少子化は女性の意識のせいではありません。
政府の人口政策で、性／生を管理されたくありません。
標準的家族像を押しつけること、女とされるひとは産む、と決めつけることに反対
です。
女性手帳は、性的マイノリティを生きづらくさせ、排除・抑圧します。
産んでも産まなくても、誰もが生きやすい社会が必要です。
産む・産まないは、一人ひとりが決めます。

2013 年 5 月 19 日
女性手帳に反対する緊急ミーティング参加者
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り誤解された形で伝わってしまったが、それをなかったとするのではなく、ど
こが社会に受け入れられなかったのかを受け止めながらやっていただきたい」
と、吉村泰典内閣官房参与から「結婚・妊娠・出産支援をテーマに挙げたこと
は大変いいことだと思う……若い男女に結婚と妊娠を考えていただけるような
環境を我々がつくらないといけない」という発言が出たように、啓発事業を必
要とみなす認識自体は変化していなかった。

8 月 23 日付けの「不妊に悩む方への特定治療支援事業等のあり方に関する
検討会報告書」でも、女性手帳には言及されなかった。ここでは、「治療ニー
ズの増大を背景に、特定治療支援事業の助成件数も急増している。事業創設当
時（平成 16 年度）には約 1 万 8 千件であったが、平成 24 年度には約 13 万 5
千件となり、直近の平成 23 年度と比べても、約 20％増えている。また、40 歳
以上の方の占める割合は、平成 23 年度の 30.1％から平成 24 年度には 32.7％と
増えている」と高年齢女性への助成が問題化された。こうした事情から、助成
対象や回数の見直しに加え23）、「子どもを産むのか産まないのか、いつ産むのか、
といった判断については、当事者である男女が自らの意思で行う事柄である」
という留保のもと、学校での、そして卒業後の教育・啓発の必要性が強調され
た。

高年齢女性への助成が問題化された背景には、「不妊治療に関し、妊婦が高
年齢になるほど母体と胎児に与えるリスクは増大する一方、出産に至る確率は
低下する」という認識があった。ここで胎児の「リスク」に注目してみると、「女
性の年齢とともに、何らかの染色体異常をもつ子が生まれる頻度は上昇する。
39 歳以上では何らかの染色体異常を持つ子が生まれる頻度が 100 人に 1 人と
の知見が得られている」と記述されていた。「不妊に悩む方への特定治療支援
事業等のあり方に関する検討会報告書」の「関係資料 3」にも、「女性の年齢
と子どもの染色体異常の頻度」として図表 3 のグラフが掲載されていた。この
グラフは 2013 年 5 月 2 日の第 1 回検討会において、齊藤英和（国立成育医療
研究センター母性医療診療部不妊診療科医長）委員の報告資料に掲載されてい
た。報告の際、齊藤は「これが染色体異常率ですけれども、やはり母体が高齢
になると、ダウンだけとってみてもかなり高くなる。若いころは 1000 人に 1
人ですが、40 歳では 106 人に 1 人です。その他の異常を含めても、同様に高
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くなっていきます。こういう知識がやはり日本では普及していないということ
も晩婚化・晩産化・不妊治療の増加のひとつの原因として考えられます」と発
言していた。

日本家族計画協会の機関紙『家族と健康』732 号によると、2015 年 1 月に日
本産科婦人科学会、日本産婦人科医会、日本生殖医学会、日本母性衛生学会、
日本周産期・新生児医学会、日本婦人科腫瘍学会、日本女性医学学会、日本思
春期学会、及び日本家族計画協会を代表して、吉村泰典内閣府官房参与から有
村治子内閣府特命担当大臣（規制改革、少子化対策、男女共同参画）に「学校
における健康教育の改善に関する要望書」が手渡され、ここで今回の騒動のも
とになったグラフが使用されていた 24）。要望書には「学校教育では、その時
代に必要とされる教育内容を扱うことが重要です。我が国の少子化や人口減少

図表 3　「女性の年齢と染色体異常の頻度」のグラフ
（出典：「不妊に悩む方の特定特定治療支援事業等のあり方に関する検討会報告書」「関
係資料 3」）
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が深刻化している今日、医学的観点からも健全な家族形成が促進できるよう、
妊娠・出産の適齢期やそれを踏まえたライフプラン設計について十全な教育内
容としていただきたい。そのため、青少年教育の基礎となる中学校、高等学校
の教科書に記述されるよう、学習指導要領において、必要かつ最新の正しい内
容を掲載していただきたい。あわせて、副教材にも同様の内容を盛り込んでい
ただきたい」という「要望」が盛り込まれた。そして「要望」とともに、「要
望の背景」として出産年齢の高齢化に伴い、「妊娠する能力が低下する（医学
的には 30 代以降）一方、不妊症となる確率、流産率や妊娠中の合併症、母胎
死亡率、出生児の先天異常率などが上昇します」と記され、「先天異常」の発
生が問題化されていた。

2015 年 3 月に閣議決定された「少子化社会対策大綱」においても、「個々人
の決定に特定の価値観を押し付けたり、プレッシャーを与えたりすることが
あってはならないことに留意する」という「基本的な考え方」が強調された上
で、「学校教育段階からの妊娠・出産等に関する医学的・科学的に正しい知識
の教育」がうたわれた。そして 8 月 21 日には、有村治子内閣府特命担当大臣
が記者会見を行った。ここで、「少子化社会対策大綱」に言及されながら、高
等学校の保健体育補助教材『健康な生活を送るために』が改定され、「妊娠・
出産に関するページにおいて、妊娠のしやすさが年齢に関係していること、ま
た、男女ともに不妊の原因になる可能性があること、若いうちからライフデザ
インを考えることが重要であること」が記されたと発表された 25）。実際に配
布された高等学校の補助教材には、「結婚や出産は個人の自由な選択であるこ
とが基本ですが」という留保とともに、騒動の発端となったグラフが掲載され、
加齢に伴い妊娠率が低下すると指摘された。そしてその影に隠れ、「年齢が高
くなるほど、胎児の染色体異常などの可能性が高まります」という記述が存在
していた 26）。

5．考察
このように、少子化対策の文脈で行われる妊娠・出産に関する教育・啓発事

業に関して、加齢による妊娠率の低下に対する警告とともに、「先天異常児」
の出生可能性の増大が懸念されていた。もっとも、「少子化社会対策大綱」など、
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広くメディアにも広報される政策文書に障害児の出生防止が明記されることは
ない。政府が質の問題に触れることに消極的な姿勢は、2012 年に日本に導入
され、大きな騒動を巻き起こした新型出生前診断に対して、日本産科婦人科学
会等の専門学会に対応を一任している点にも表れている。学会は「臨床研究」
という形で導入を容認し 27）、田村憲久厚生労働大臣は 2013 年 3 月 12 日の閣
議後記者会見において、「全ての関係者の皆様方にも、この［引用者注：日本
産科婦人科学会の］指針等々をしっかりと尊重していただいて、御対応をお願
いをしたいと思います」と発言していた 28）。

また、少子化対策の文脈で想定される子育て支援は、「健常児」を前提にし
ていることも指摘しておく必要があろう。もっとも、民主党政権時代、2010
年の「子ども・子育てビジョン」の本文には「特に支援が必要な子どもが健や
かに育つように」として、「障害のある子どものライフステージに応じた一貫
した支援の強化、障害のある子どもや発達障害のある子どもへの教育と保育な
どの支援等により、障害のある子どもへの支援に」取り組むことが明記され、「別
添 1　施策の具体的内容」にも「障害のある子どもへの支援に取り組む 29）」こ
とがうたわれていた。他方、2015 年の「少子化社会対策大綱」の本文では障
害児支援には触れられていないが、「別添 1　施策の具体的内容」に「様々な
家庭・子供への支援」として「障害のある子供等への支援 30）」が掲げられて
はいる。

しかし、「子ども・子育てビジョン」の「別添 2　施策に関する数値目標」
には、障害児支援関連の事業は、「施策に関する数値目標」39 項目のなかに「情
緒障害児短期治療施設 31）（32 箇所→ 47 箇所）」が、「参考指標」31 項目のなか
に「障害のある子どもへの支援」として「児童デイサービス事業のサービス提
供量（22.2 万人日分 32）→ 34 万人日分）」が掲げられているに過ぎない。「少子
化社会対策大綱」の「別添 2　施策に関する数値目標」には 77 項目中、「子育
て支援」と括られるのが 38 項目、そのうち障害児を想定した事業は「情緒障
害児短期治療施設（38 箇所→ 47 箇所）」「児童発達支援センター 33）のうち障
害児に対する保育所等訪問支援を実施する割合（43.2％→ 70％）」が掲げられ
ているに過ぎない（77 項目中、障害児を想定しているものはこの 2 つだけで
ある）。さらに、「少子化社会対策大綱」を受け 2015 年 8 月 21 日に出された「少
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子化社会対策大綱の具体化に向けた結婚・子育て支援の重点的取組に関する検
討会提言」には、障害児支援施策に言及すらされていない。加えて、高校生向
けの教材でも「安心して産み育てられる社会の実現へ向けて」という項目が掲
げられているにも関わらず、障害児支援には一切言及されていない、つまり、
ここからは障害があってもなくても「安心して産み育てられる社会」を実現し
ようとする意図は読み取れない。したがって、少子化対策政策には、障害児の
包摂は原則的には意図されていないのである。

このように、個々人の自主性の問題としながらも若年での出産を促そうとす
ることの背景には、妊娠率の低下を防ぐという数の問題への対策の影に、障害
児の出生を防止しようとする質の問題への対策も密かに根をおろしていたとい
える。言い換えれば、数の問題がひとまず落ち着いた段階で顕在化した「不幸
な子どもの生まれない運動」、あるいは「胎児条項」の追加・「適正年齢」での
初回分娩指導の精神は、今日、数の問題により不可視化されながらも、生き続
けているのである。

1970 年代の『母性保護医報』で「最近、高年齢出産が問題となってきてお
りますので」という認識が示されていた。しかし、出産年齢について 35 歳以
上の割合を数値で示せば、1960 年に 5.9％、1970 年に 4.7％であったのに対し、
2014 年に 27.5％になっている（図表 4）。つまり、実際には 1970 年代に高齢出
産の割合が増加していたわけではない。森山は『現代産科婦人科学体系　14E 
母子保健　産科統計』において、「20 歳代、30 歳代婦人からの先天異常（兎唇、
口蓋裂その他の外表奇形、先天性心疾患などの内臓奇形、Down 症候群など）
の発生率は平均 2％に対し、40 歳代婦人からは 7.0％となり、3.5 倍となってい
る」という厚生省が 1968 年に行った「母子保健実態調査」を紹介してい
た 34）。この調査の速報の概要は、産婦人科医向け雑誌の『産婦人科の世界』
にも「日本母性保護医協会の頁」として掲載されていた 35）。つまり、高齢出
産と「先天異常」の発生可能性が増大することが問題化された背景には、この
時期にこうした認識自体が専門家の間で広く共有されはじめていた結果だとい
える。
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他方で、今日では高齢出産が実数として増加し、ある種の危機として広く語
られている 36）。例えば『週刊現代』には 2012 年に「大丈夫ですか？先天異常、
ダウン症の可能性がこれだけ高まる　国民的大問題　高齢出産のリスクを考え
る」、2013 年には週刊現代編集部が『本当は怖い高齢出産―妊婦の 4 人に 1
人が 35 歳以上の時代』という書籍を刊行し、これらのなかで「先天異常」が「リ
スク」として語られていた 37）。したがって、高齢出産及びそこから派生する「先
天異常児」の出生に対する懸念は、1970 年代当時よりも、今日の方がより切
実な問題と認識される条件が整っているといえよう。

図表 4　  母の年齢別にみた年次別出生数・百分率及び出生率（出典：「人口動
態統計」）
1950 年 1960 年 1970 年 1980 年 1990 年 2000 年 2010 年 2014 年

出生数
総　数 2337507 1606041 1934239 1576889 1221585 1190547 1071304 1003539
～14 歳 49 5 12 14 18 43 51 43
15～19 56316 19734 20165 14576 17478 19729 13495 12968
20～24 624797 447097 513172 296854 191859 161361 110956 86590
25～29 794241 745253 951246 810204 550994 470833 306910 267847
30～34 496240 300684 358375 388935 356026 396901 384385 359323
35～39 278781 78104 80581 59127 92377 126409 220101 225889
40～44 81953 14217 9860 6911 12587 14848 34609 49606
45～49 4213 864 523 257 224 396 773 1214
50～ 311 78 25 1 － 6 19 58
不　詳 606 5 280 10 22 21 5 1
百分率
総　数 100 100 100 100 100 100 100 100
～19 歳 2.4 1.2 1 0.9 1.4 1.7 1.3 1.3
20～24 26.7 27.8 26.5 18.8 15.7 13.6 10.4 8.6
25～29 34 46.4 49.2 51.4 45.1 39.5 28.6 26.7
30～34 21.2 18.7 18.5 24.7 29.1 33.3 35.9 35.8
35～39 11.9 4.9 4.2 3.7 7.6 10.6 20.5 22.5
40～44 3.5 0.9 0.5 0.4 1 1.2 3.2 4.9
45～ 0.2 0.1 0 0 0 0 0.1 0.1
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6．おわりに
本稿では、少子化対策の文脈で行われる妊娠・出産に関する啓発には、数の

問題の影に、人口の質の問題が潜んでおり、1970 年代の国及び自治体レベル
での優生政策の強化―優生保護法の改定は実現しなかったわけであるが―
の精神が生き続けていることを指摘した。その上で、2010 年代と 1970 年代に
は共通して「先天異常」の発生可能性を上昇させる高齢出産が問題化されてい
たが、高齢出産の実数の面では 2010 年代が 1970 年代を圧倒しており、より切
実な危機として認識される土壌が存在することを示した。

ここでは詳しく検討できなかったが、両時代の高齢出産の問題化の背景には
出生前診断の存在があった。羊水検査は 1960 年代終盤から導入されつつあり、
2010 年代の危機意識は、明らかに新型出生前診断によって拍車がかけられて
いた。例えば、2013 年の『週刊現代』には「新型出生前診断スタートから 1 ヶ
月『高齢出産』35 歳以上のリスク」という記事が掲載されており、『本当は怖
い高齢出産―妊婦の 4 人に 1 人が 35 歳以上の時代』にも新型出生前診断が
頻繁に言及されていた 38）。2010 年代の政府は出生前診断及びそこからの選択
的中絶に積極的に言及することはない。しかし、あえて言及せずとも、それが
選択肢として存在することはメディアを通して広く共有されてきた。

少子化対策関連の政策文書や啓発用教材では、妊娠・出産は個人の選択であ
ることが強調される。しかしながら、そこでは明らかに望ましいとされる「選
択肢」が前提にされている。そして非言及という形で間接的な容認姿勢が示さ
れる出生前診断からの選択的中絶は、とりわけ高齢で妊娠した女性に対して選
択肢として立ち現われてくる。つまり、少子化対策政策では、個々人の内なる
優生思想を喚起する仕組みが採用されているのである。

付記：本稿には科学研究費助成事業「戦後日本の男性不妊と男性性に関する歴
史研究」（研究代表者：由井秀樹、JP15K21496）の助成を得て行われた研究の
一部が反映されている。
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36）1950 年の数値は、ベビーブームという時代状況や避妊の普及率の低さが

影響している。
37）「大丈夫ですか？先天異常、ダウン症の可能性がこれだけ高まる　国民的

大問題　高齢出産のリスクを考える」『週刊現代』第 54 巻第 24 号（2012 年），
182-185 頁．

 週刊現代編集部編『本当は怖い高齢出産―妊婦の 4 人に 1 人が 35 歳以上
の時代』講談社，2013 年．

38）「新型出生前診断スタートから 1 ヶ月　『高齢出産』35 歳以上のリスク」『週
刊現代』第 55 巻第 19 号（2013 年），154-156 頁．
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人口問題の設定と生殖への介入―三論文へのコメント

松原　洋子

本誌第 1部には、「人口政策と生殖の歴史研究会」（2016 年 8 月 6 日、キャ
ンパスプラザ京都）での報告にもとづき、保明綾氏、杉田菜穂氏、由井秀樹氏
からいずれも充実した論考をお寄せいただいた。同研究会の企画者として、三
氏の論文に対し若干のコメントを述べておきたい。

1．保明綾「日韓関係とアジアの家族計画」
保明論文では、日本の国際協力NGOであるジョイセフが 1970 年代にアジ
ア諸国で展開した、家族計画事業の地政学的背景について詳しく検討されてい
る。ジョイセフの家族計画事業は「インテグレーション・プロジェクト」と呼
ばれ、寄生虫予防を糸口に家族計画を普及するという、ユニークなものであっ
た。この取り組みは、1968 年にジョイセフを創設した國井長次郎により考案
され、彼のリーダーシップのもとで成功をおさめ、1980 年代以降はラテンア
メリカ、アフリカでも実施された。保明によれば、インテグレーション・プロ
ジェクト設立の基盤となったのが、1960 年代の韓国の寄生虫予防事業に対す
る日本の医療協力であった。韓国政府からの要請にもとづく政府間協力に、政
府からの推薦で國井が関わることになった。日本で寄生虫予防運動の実績をも
つ國井は、研修などの事業に関する実務を担当して国際医療協力の経験を積み、
人脈を形成してインテグレーション・プロジェクトにつなげていったという。
保明は日韓基本条約（1965 年発効）にもとづくこの医療協力が、冷戦構造
のもとでのアメリカのアジア戦略によるものであったと分析する。アメリカは、
ソ連に対抗してアジアの「自由世界」を繁栄させるべく日韓関係の修復をはか
り、寄生虫予防の日韓医療協力はその一環であった。さらに、過剰人口をアジ
ア・アフリカ・ラテンアメリカの低開発の要因とみるアメリカは、家族計画事
業を冷戦外交の戦略に組み込んでいたが、インテグレーション・プロジェクト
はその目的にも合致するものであった。
なお、保明論文では日本の家族計画事業による国際協力の地政学的背景とし
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て冷戦構造に注目しているが、筆者はそれに加えて、大日本帝国の解体後のア
メリカ主導によるアジア地域の再編と日本の戦後賠償としてのアジア経済援助
という枠組みが重要であると考える１）。保明もまさに、韓国の寄生虫予防事業
への日本の協力が、1965 年の日韓請求権及び経済協力協定にもとづくもので
あったことを指摘している。大日本帝国は、マルサス主義的な人口論からみれ
ば、まさに低開発国の過剰人口がもたらした侵略の実例であり、アジアに対す
る戦略的な人口抑制の最初のターゲットとなったのが、敗戦後の日本であった。
その点でも保明論文は、20 世紀を貫く日本の人口問題および人口政策の地政
学的な布置を展望するための視角を実証的な手法で提示している、貴重な論考
である。

2．  杉田菜穂「日本における優生－優境主義の形成と展開―家族計画から社
会開発、家族政策へ」
大日本帝国によるアジア支配は、戦前日本の人口政策と密接に関係していた。
杉田論文は戦前の人口論の系譜を、人間社会の進化の追求としての「優生－優
境主義」という独自の概念で解いてみせる。「氏か育ちか」「遺伝か環境か」と
いう二項対立としての優生対優境という図式ではなく、「遺伝的に劣る人々を
生殖から遠ざける断種政策の形成と、健全な〈生〉、優れた〈生〉の育成を支
援する社会政策の形成という 2つの動向は、人口の〈質〉への関心で結びつい
ていた」という。
杉田によれば、19 世紀終わりから 20 世紀初めにかけて西欧の先進諸国で出
生率低下が問題になりはじめたことが、「優生－優境主義」の背景にある。補
足すると優生の観点で特に問題視されたのは、その出生率低下が意識的に子ど
もを産み控える中上流の「優れた階層」にみられる一方で、下流の「劣った階
層」では依然として出生率が高いため「逆淘汰」が起こって、人間社会の進化
を阻害することであった２）。「優生－優境主義は、消極的優生（劣等分子淘汰）
の手段としての強制断種立法化の推進論と反対論、慎重論が交錯するなかに展
開した。ここに、優生学がもたらしたものを評価するうえでの複雑さがある」と、
杉田は指摘している。確かに優生学批判、断種法批判をする論者であっても、
条件付きで制限的に断種を認めることは珍しくなかった。また優生論者も良い
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遺伝的な資質を発揮させるために、「優境」の重要性を認めていた。特に人口
の質をめぐる議論との関連では優生と優境を原理的対立としてではなく、社会
進化をめざす相互浸透的で連続的なアプローチとしてとらえる杉田の「優生－
優境主義」説は、有効であると考える。戦前の日本ではまだ全体として過剰人
口論が優勢であったが、そこにもやはり「優生－優境主義」がみられた。これ
は、近代化を急ぐ日本が、先進諸国の課題を先取りしようとしたためであろう。
一方、戦後については 1950 年代を「家族計画論の時代」、1960 年代を「社
会開発論の時代」ととらえ、保明論文と重なる認識が示される。そして、1970
年代後半に優生概念は「人権問題に抵触する」ものとして認識されるようにな
り、さらに 1994 年の国際人口開発会議で提唱された「リプロダクティブ・ラ
イツ」の浸透により、人口の〈質〉の議論は福祉や人権の問題に置き換えられ、
「行きすぎた少子化」という人口の〈量〉に関する問題提起がなされるに至っ
たという。この整理によると、人口の〈質〉への関心にもとづく優生－優境主
義はもはや過去のものとなった、ということになる。確かに〈質〉の問題が、「優
生－優境主義」の文脈で人口政策論として明示的に論じられることは、現在で
はほぼないといって良いだろう。しかし、少子化が〈量〉の問題に尽きるかと
いえば、そうとも言えない。人口概念は生殖への関心と不可分の関係にあり、
それゆえに生物学モデル・医学モデルに依拠する優生主義を導くことになった。
つまり生殖が焦点になる限り、生物学モデル・医学モデルが〈質〉の議論を導
く可能性は十分にあるといえる。次の由井論文では、その事例が具体的に提示
されている。

3．由井秀樹「妊娠出産に関する知識の啓発と少子化対策における人口の質」
由井論文は、「少子化」への対応が人口の〈質〉に関わる議論を導く過程を

検討している。2013 年、内閣府に「少子化危機突破タスクフォース」が設置
され、子育て支援だけではなく結婚、妊娠、出産の促進も目的とされた。その
一環として、妊娠・出産検討サブチームでは、女性手帳などの啓発事業を提案
した。また、厚生労働省に「不妊に悩む方への特定治療支援事業等の在り方に
関する検討会」が設置され、晩産化や不妊治療などの課題が挙げられた。由井
は、羊水検査が開始された 1970 年代以降の母子保健政策の経緯を概観しなが
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ら、少子化対策としての妊娠出産に関する啓発活動に加齢による妊娠率の低下
や、「先天異常児」の出生可能性が高まることが問題視されていたことを指摘
する。そのうえで、「少子化対策の文脈で行われる妊娠・出産に関する啓発には、
数の問題の影に、人口の質の問題が潜んでおり、1970 年代の国及び自治体レ
ベルでの優生政策の強化―優生保護法の改定は実現しなかったわけであるが
―の精神が生き続けている」という。
リプロダクティブ・ライツの概念は、女性の妊娠・出産の主体性を尊重する
と同時に、生殖補助技術へのアクセスを促進する環境の形成にもつながった。
出産の医療化はもとより、現在では不妊ではない人も含めた妊娠の医療化が進
行している。政府の少子化対策は、その解決策としての生物学モデル・医学モ
デルによる生殖への介入を焦点化することで、女性集団とその子どもを医療政
策・保健政策に包摂する。由井論文は、現代日本における〈質〉の議論の再構
成に注意を喚起することにより、少子化を「人口政策と生殖の歴史」に位置づ
けるための有効なアプローチを示している。

注
１）浅野豊美編著『戦後日本の賠償問題と東アジア地域再編』慈学社出版、
2013 年
２）米本昌平・松原洋子・橳島次郎・市野川容孝『優生学と人間社会』、講談社、
2000 年
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不妊治療の現場から―男性不妊

瀧川由美子

私は生殖心理カウンセラーとして醍醐渡辺クリニックで勤務しております。
現場では、ほとんど相談者は女性というところで、相談者の女性から話を聴く
ことはあるのですが、男性のほとんどを泌尿器科に紹介しておりますので、男
性とお会いする機会があまりないというのが現状です。

勤務クリニックの特徴ですけども、京都市伏見区、東西線の醍醐駅の近くに
あります。産科・小児科・不妊治療で、不妊治療に力を入れているのですが、
他のいろいろな個人クリニックと違い、産科の分娩可の入院施設も併設してい
るところが、少し特徴があるかととらえています。男性不妊外来は精液検査後、
異常があれば泌尿器科に紹介しているのが現状です。ただし不妊カウンセリン
グに関しましては、力を入れているという特徴がありまして、生殖心理カウン
セラー瀧川と、認定看護師も何名か最近認定されまして、今後またいろいろパ
ワーアップしていこうと思っております。

簡単に男性不妊についての話をさせていただきます。男性不妊の原因といい
ますか、因子というのは乏精子症、無精子症、精子無力症です。精路通過障害
に関しては、精巣静脈瘤などが原因になってきます。精子を作る機能が低下し
ているということで、特発性精子形成障害（非閉塞性）と、精子が通過する管
が炎症や癒着、あるいは管を取り囲む血管が異常に腫れることなどによって圧
迫されて、精子が正常につくられても通過できないこと（閉塞性）に分けられ
ます。精子は温度にも敏感で、40℃くらいの発熱により死滅することもあって、
精巣（睾丸）がおなかの中に停留しているケースも、精子の形成に際して問題
があるとも言われています。あと男性不妊には勃起障害（ED）も含まれます。

精液性状の基準値ですけれども、WHO（世界保健機構）が 2010 年に改訂し
ておりまして、精液中の精子濃度が 1500 万／ ml より低い場合は乏精子症、
精子運動率が 40％未満の場合を精子無力症と定めています。ただ、不妊治療
を行う施設によって独自に基準値が決められているのが実際のところです。本
クリニックでは4000万／ml、そして運動率20％を一応の目安にしております。
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診察に関しましては、問診、視診、触診、超音波検査などがありますが、既
往歴の問診が重要です。特に昔、ムンプスウィルス、おたふく風邪になられた
方とか、あと実際に高熱で感染症を経験されている既往歴のある方とか、先ほ
ど述べた環境因子とか、そういったところは結構大事だと先生方も言われてい
ます。視診ですけれども、院嚢内の精索静脈瘤（閉塞性の不妊の原因になる）
の有無を確認することが必要だといわれています。この精索静脈瘤というのが、
男性不妊の 30％ぐらいあるのではないか、といわれています。触診ですが、
実際に私が診察に関わることはないのですが、オーキドメーターという精巣の
大きさを測定する器具を使っているということです。精巣の大きさの正常は
16 ～ 24ML です。超音波検査も、診断として大事なものですけれども、特に
精巣腫瘍の有無で、不妊になっている場合があります。

当クリニックでの男性不妊への対応ですけれども、乏精子症の場合、先ほど
述べた基準を目安にしまして、人工授精（AIH）を 5 ～ 6 回するということで
す。その間にも、精子形成障害でしたら漢方薬で、牛車腎気丸や補中益気湯と
いうものを処方しています。精管閉塞の精索静脈瘤とか慢性感染症の場合は、
泌尿器科にまず紹介しています。実際それと併行して、泌尿器科と連携しまし
て、体外受精にステップアップして、男性不妊の場合は顕微授精が行われます。

精液検査を行うにあたり、精液を採取していただきます。クリニック内の採
精室を使用していただく場合もありますが、自宅で採取して奥さまに持ってき
ていただく、というのが多いです。

実際に当クリニックは泌尿器科と連携していますが、そこで行っている治療
法として TESE（Testicular Sperm Extraction）、精巣精子採取術というもの
があります。なかでも Micro-TESE（顕微鏡下精巣精子採取術）というのは、
射精液中に精子が認められない無精子症や射精障害の患者に対して、精子を獲
得する手段として行われています。院嚢皮膚を切開して精巣を院嚢外に脱転さ
せてから、顕微鏡下に白膜を切開、精細管組織を白膜から剥きおろして可逆的
広範囲を検索することにより、精子形成のありそうな精細管を特定して、それ
を採取するということをしております。他にも MESA（Microsurgical 
Epididymal Sperm Aspiration）、顕微鏡下精巣上体精子吸引術（精巣上体から
採取）というものもあり、クリニックによっては MESA を採用しているとこ



88

ろがあります。MESA の場合は白膜を切開するということで痛みを伴うこと
と、白血球が結構混じるので、実際には TESE をしている施設が多いと聞い
ております。

非配偶者間人工授精（AID）についてですけれども、当クリニックでは実施
しておりません。積極的に行っているわけではありませんが、提供卵子を使用
する体外受精含む、非配偶者間の治療を実施している施設を紹介しています。
それほど数は多くないようです。

費用関係ですけれども、勤務クリニックは次の通りです。精液検査が 5 千円
程度です。泌尿器科による精子回収法の処置費ですけれども、MESAが 8万円、
TESA が 10 万円。精子の保存のための処理費が 5 千円。精子の凍結保存期間
はすべての処理において 2 年間で 2 万円。例えば、初回採卵数 1 個の場合は採
卵費 6 万円、基本が 5 万円。1 個の採卵 1 万というところで、これが増えると、
1 万円×何個とされています。受精費が 2 万円と、透明帯開口、これはうちの
クリニックが、体外受精する時にしている技術でして 2 万円。受精卵の移植費
8 万円。これが基本の 6 万円と、胚盤胞の段階で胚移植をしているので、2 万
円加算ということで、だいたい合計 18 万円、1 回の体外受精や顕微授精で最
低でも 20 万円ぐらいいりますので、他の検査と含めたらほとんど 100 万円近
いお金がかかります。

そこで（京都府）特定不妊治療助成制度を患者さんに紹介しております。平
成 28 年度の改訂により、年齢制限ができております。治療開始時の妻の年齢
が 40 歳未満の場合は、通算 6 回の助成が受けられます。初回の年齢が 40 歳か
ら 43 歳未満の場合は、通算 3 回。43 歳以上は助成は受けられません。クリニッ
クでも高年齢の女性が不妊治療で来られるという現状から考えると、なかなか
厳しいものが考えられます。助成額に関しては、都道府県によって多少違う面
があるのですが、代表的なものは次の通りです。体外受精を初めて受ける場合
は助成額 30 万円、2 回目以降は 1 回の治療につき 15 万円ということになって
います。男性不妊治療の助成もありまして、精子を採取する手術を受けた方は
上限 20 万が支給されるということです。

勤務しているクリニックの現場では、医師以外のスタッフが男性不妊患者と
関わる機会がほとんどありません。私自身がやっている仕事内容もですけれど
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も、カウンセラーとしての男性不妊に対する関わりも大切だと思います。男性
が精液検査に来院することすらなく、自宅採精した夫の精液を妻が持参して、
結果についても妻を介して伝えることが多いという現状があります。私たちス
タッフが関わることはほとんどないのですが、何らかの形で夫婦を単位とした
援助体制が必要かなと捉えています。実際に私は、奥さまからご主人の不妊に
ついての不安や辛いお気持ちを聞くことが多いです。これ以降の先生方のご報
告を聞かせていただきまして、今後のカウンセラーの勤務として活用させてい
ただきたいと考えております。
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男性にとっての不妊治療―泌尿器科を受診した夫たちの語りから

竹家　一美

私の報告は昨年行いましたインタビュー調査に基づいたものです。
まず問題と目的です。ご存知の方も多いと思いますが、従来ほとんど語られ

なかった「男性不妊」は、近年、その状況が変化しております。例えば行政面
では、2014 年度に三重県が男性不妊治療の助成制度を新設いたしますと、そ
れに追随する自治体が続出いたしました。2016 年度からは国も助成に乗り出
しております。また医療面では、2014 年 9 月に泌尿器科の専門医の先生たち
が NPO 法人「男性不妊ドクターズ」というものを発足させておりまして、男
性に不妊治療検査を促す啓蒙活動をされています。また自身の男性不妊治療体
験を公表・出版する著名人や、匿名ながらブログや SNS で発信する男性たち
も近年は出現しておりまして、有名なところではダイアモンド✡ユカイさんが
2011 年に『タネナシ。』（講談社）という本を出してますし、作家のヒキタク
ニオさんも新書『「ヒキタさん ! ご懐妊ですよ」 男 45歳・不妊治療はじめました』

（光文社、2012 年）を出しておられます。
泌尿器科を受診する男性不妊症患者は実際に増加しているということで、ご

自身も専門医でいらっしゃる湯村先生という方が厚労省の公募により調査研究
をされています（湯村 2016）。2014 年度 1 年間に専門医（泌尿器科領域生殖医
療専門医＝日本生殖医学会認定資格、2015 年 4 月現在 47 名）がご自身の勤務
先の施設で診た新患患者の合計数が、7,253 名ということになっております。
前回の同様の調査では 97 年ですが、5,369 名だったということで、これだけ見
ますとそんなに変化ないのではないか、といわれるかもしれませんが、先ほど
瀧川先生のクリニックでもというお話もあったのですが、開業産婦人科医の不
妊専門クリニックでも男性不妊外来をされていまして、そこでもだいたい月に
のべ 1,500 名もの患者をみているということで、それはこの 7,253 名には含ま
れていないということです。原因疾患別の患者割合ですが、先ほど瀧川先生か
ら男性不妊の症状についてもご説明がありましたので、あまり詳しく申し上げ
る必要もないと思うのですけれども、最も多いのが造精機能障害で 83％。こ
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れは精巣因子で、多くは無精子症、あるいは乏精子症というかたちであらわれ
るそうです。2 番目が 13％で、性機能障害で、ED ですとか、射精障害。3 番
目がぐっと減りまして、4％ほどで精路通過障害。これはほとんど無精子症と
いうかたちで現れ、乏精子症、あるいは運動率の低い精子無力症というかたち
でも現れるということです。

現在不妊で悩む本邦のカップルの 30 ～ 50％は男性側にも原因があると言わ
れております（湯村 2016）。「男性不妊」の社会的認知は高まりつつありますが、
一方で男性不妊の当事者を対象とした調査研究はほとんどされておりません。
もちろん不妊当事者を対象とした研究はたくさんございますが、それはほとん
ど対象者は女性ということになっております。そこで本研究では、男性不妊の
当事者にインタビューを行い、不妊をめぐる彼らの経験や認識を明らかにする
ことを目的といたしました。

ここで先行研究について、若干ご紹介したいと思います。欧米では 93 年に
Mason という方が不妊男性への聞き取り調査を行って、『男性不妊』という本
を出版しています（Mason 1993）。そこでは恥、怒り、ショック、他の男から

「失敗者」とみられる恐怖感などがほぼ例外なく語られた、ということです。
近年でも欧米では、カップル・カウンセリングが普及しておりますので、その
臨床事例報告などで語りをみることができるのですが（Wischmannet al. 
2013）、やはり「面目をつぶすもの」ですとか、「完璧な男のテンプレートから
外れた」など、男性性を否定するような語りがみられます。また中東で
ethnographic research をずっと精力的に続けている Marcia Inhorn という方
がいるのですが、彼女によりますと、現在でも男らしさと父たることが同義で
あるエジプトですとかレバノンなどの国では、今なお男性不妊に強力なスティ
グマが付与されるということです（Inhorn 2004）。また他方、デンマークの不
妊男性への質問紙調査というのもございまして、こちらは看護学の分野になる
のですが、「男性不妊は自らの男性性や幸福感に悪影響を及ぼすか？」という
質問に対して、肯定した人は 3 割未満だったということです（Mikkelsenet al. 
2012）。しかし、これに対してはデンマークという国がヨーロッパの中で非常
に生殖医療が普及していて、それによって生まれる子どもも非常に比率が高い
国ということなのでそのような社会的なバックグラウンドが影響しているので
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はないか、ということが指摘されています。
日本の先行研究ですが、99 年に東京女性財団の委託によって江原先生たち

がヒアリング調査をされた研究があります（江原ほか 2000）。これは不妊経験
者ということで募集されたということで、男性も 12 名参加されていますが、
ご自身が不妊という方はおそらく 5 名程度ではないかと推察されます。こちら
のときには、性別役割分業意識ゆえに、子ができないと女性のせいにされる、
あるいはすると語られたということで、その結果から江原先生は「ジェンダー
が不妊を『女性の問題』と見なさせるように作用しているのだ」と指摘されて
います。もうひとつ、先ほども述べました、湯村先生による研究調査事業です
が、こちらは昨年調査されているのですけれども、無記名式ウェブアンケート
ということで、140 名の当事者男性から回答を得たそうです（湯村 2016）。も
ちろん方法が非常に答えやすかったということはあると思いますが、140 名と
いう数は、初めて不妊男性の存在を顕在化させた数字ではないかなと考えてい
ます。

では不妊男性たちは語り始めたのでしょうか？これまでは「不妊をめぐる言
説の中で男性の姿はあまりに見えてこない」（田中 2004：193）ですとか、「男
性は不妊症であることを、女性以上に『スティグマ』と見なしていることが多
いので、自分のショックを妻にも語れないことが多い」（江原ほか 2000：209）
というように、もっぱら男性は語らないということが強調されてきました。し
かし先ほども申したように、最近では自身の不妊経験を語る男性も登場してい
ま す（ 例 え ば、「 男 の 妊 活 座 談 会 」https://akasugu.fcart.jp/taikenki/
entry/2015/09/08/special0026）。ただしそこで語られる苦労というのは、検査
ですとか、人工授精、体外受精のために精子をとらなければならないという、
採精の辛さや、語っている男性も子どもにめぐまれた人が語れるというような
傾向があるように思います。さらに先ほど述べましたように、カウンセリング
が進んでいる欧米ですが、不妊男性への侵襲的な処置（TESE など）の心理的
影響に関する研究は未だ看過されていると言われています（Wischmannet al. 
2013：241）。そこで本研究ではそのような手術を受けた、あるいは受ける可能
性の高い人を対象といたしました。

調査の概要を説明します。まず協力者の募集ですが、直接アクセスすること
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が非常に困難なことから、先ほど申し上げた泌尿器科領域生殖医療専門医の先
生方、こちらは日本生殖医学会の認定資格ですが、全国に 47 名おられて、そ
の方宛に協力依頼状を郵送しました。調査の趣旨・倫理的配慮等を明記して、
患者あるいは元患者の紹介を依頼したところ、6 名から「協力可」との返事を
いただきましたが、実際に紹介してくれた医師はただ 1 人だけでした。本日の
協力者の皆さんは全て同じ先生の患者さんということになります。後日、改め
て意思をメールで確認し、本人の希望に沿う形で日程・場所を確定しました。
調査時期、時間、質問項目などはこちらのようになっております。

調査時期：2016 年 5 ～ 7 月
調査時間：50 ～ 90 分／一人
質問項目：男性不妊の端緒～検査・治療・現在までの経緯と心境、妻・周囲との人
間関係、治療中の困難や葛藤などを半構造化インタビューにより聴く
※本調査の手続きは、お茶の水女子大学倫理審査委員会の承認を得ている。

インタビュー協力者情報の一覧ですけれども、A さんから G さんまで 7 名
いらっしゃいますが、G さん以外は無精子症の方です。G さんは極端に数が少
ないという高度乏精子症の方で、精巣生検時に、精子が運よく回収できたため
に、この方は今のところ TESE をする必要はないのですが、今後する可能性
もあるということだそうです。

仮名
年齢（歳） 原因

（症状） 治療法 治療結果→現状 妻年齢 職業
現 婚姻 治療

A 30 28 30 無精子症 TESE 精子不在→選択肢を模索中 30 自営業
B 44 40 43 無精子症 TESE 精子不在→ AID 予約中 36 会社員
C 52 43 44 無精子症 MESA 精子回収→顕微授精で 2 子 38 会社員
D 37 27 36 無精子症 MESA 精子回収→顕微授精で妊娠 36 会社員
E 29 28 28 無精子症 TESE （TESE 手術前に調査） 29 会社員
F 48 29 34 無精子症 TESE 精子回収→顕微授精で双子 48 会社員
G 34 32 34 高度乏精子症→精巣生検時精子回収→顕微授精 34 会社員

注）G が受けた精巣生検は、造精機能の評価のために精巣組織を採取する検査
顕微授精は男性不妊症に有効な体外受精の応用技術で、1 個の精子を卵子に直接注入す
る ICSI が主流。AID は第三者の精子提供による非配偶者間人工授精で、技術的には精
子を子宮内に注入する比較的簡単な技術。
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では結果に入ります。結果その 1、「男性不妊と知らされて」ということで
すが、男性不妊の告知から患者となるに至る経緯は、全員同じでありました。
まず妻が婦人科で検査を行い、同院で促された夫が検査して、男性不妊が発覚
したというものです。結果を聞いた反応は 7 名中 6 名がまったく同じでした。
すなわち想定外だったため、ショックを受けたというものです。語りを読んで
みます。

　A：他人事だったんで、まさか～間違いじゃないの～って
　  B：一応、精子というものが普通に出るわけですから、全くないと言われ

た時には、やはり男性としてかなりショックでしたね。
　  E：当然、問題無しという結果が出てくると思っていた。他人事だと思っ

ていたので、しばらく現実として受け止められなかった。
　F：もう目の前まっ白、そんなこと全く考えていなかったので

というように、やはり皆さんショックを受けて驚いたということです。
では 7 名中 1 名にあたる D さんの反応ですが、D さんは「まさか！という

ふうに驚いたんですが、あまりショックは受けなかったよ」とおっしゃってい
まして。「その理由は？」とうかがいますと、10 年間の夫婦の暮らしを経て、「正
直ほんとに二人でもっていうか、二人がいいなって思ってたので」とおっしゃ
いました。では、なぜ彼は〈男性不妊症患者〉になったのでしょうか。「ここ
は僕の意見というより、奥さんを尊重して。やってだめだったっていうのと、
やらなかったっていうのとでは、将来ふり返った時に後悔したくないって言わ
れて」ということで、妻への配慮から泌尿器科を受診し、精子回収術（MESA）
を受けることになったというわけです。

結果その 2 は、「泌尿器科を受診して」ということですが、泌尿器科での最
初の関門は詳細な男性不妊検査です。問診、視診・触診、精液検査、ホルモン
検査、超音波検査などの検査を経て、治療法が確定するわけですが、もちろん
男性たちは婦人科で検査をしていますから、自らの精液に精子がないとうこと
はご存知です。しかしその原因や治療法まで理解していた人はいらっしゃいま
せんでした。先ほど瀧川先生からの説明にもありましたけれども、「無精子症」
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には二つのタイプがあります。まず精巣では精子が正常に形成されているのに、
精子が精液中に出てこない閉塞性無精子症です。この場合は MESA と呼ばれ
ている手術ですが、手術用顕微鏡を用いて精巣上体管を確認しつつ精子を採取
する術式ということです。これは一度に多数の精子回収が可能で、しかもほぼ
約 100％の方が回収することができるそうです。閉塞性の場合には、この他に
C-TESE（Conventional-TESE）と呼ばれている、TESE の比較的簡単なやり
方で手術、精子を回収することもあるということでした。もうひとつのタイプ
がより深刻な精巣の異常である場合で、非閉塞性無精子症です。この場合には
MD-TESE（Micro-TESE）をやるのですが、これは精巣白膜を大きく切開し、
顕微鏡で精子の存在する精細管を探索するものですが、精子回収率は約 3 割ほ
どで、逆に言えば取れない人が 7 割はいるということです。協力者 4 名に適応
していました。

では手術をめぐる語りをご紹介します。やはり精巣（睾丸）切開への恐怖と
いうものが拭いきれないようです。

　  A：精子いないから睾丸開けてやった方がいいって、可能性は 0 じゃない
からって。俺としては切りたくないじゃないですか、でも嫁のこと考える
と、少しでもいい結果が出ると思って切ってるし、まぁ 1 回切ってことが
すめばって思って、不安と期待、半々でしたね。

　  B：手段としては手術して採取できるのがあります、と聞きましてね。方
法が限られるんであれば、諦めるか手術を受けるしかないですので、そこ
に迷いはありませんでした。ただ男性として、そういうところを切るって
いうのは、怖いっていうのはありました。

ということを語っておられました。
手術の結果ですが、これは明暗がわかれます。回収精子で子どもをもうけた

方 3 名（C、D、F）と、回収できなかった方お二人（A、B）ですね。回収で
きなかった場合には一般には AID か養子縁組か、子どもを諦めるという選択
肢になります。この A さんと B さんですけれども、子どもを今後もつことに
関して異なる考え方をとられました。
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　  A：僕は二人でもいいって言うんですけど…精子提供も考えたんですけど、
その子が障害をもって産まれてきたら、どっかで投げちゃうんじゃないか
なって不安もあるし、まして東京なら気にならないことでも、田舎の狭い
コミュニティだと皆に説明しても、悪く言う人はいるだろうし…

　  B：私は養子も考えましたけど、妻はまだ出産も可能でしょうし、自分の
子が欲しい、自分が出産したいと。自分の遺伝子を残すことが現状不可能っ
てわかった以上、手段はないわけですので、私は精子提供への大きな抵抗
はないです

ということで B さんは現在 AID を予約して待機中という状況でありました。
結果その 3「妻に対して」ですが、全員に共通する思いとして、「申し訳なさ」

が共通していました。語りを見ます。

　  B：夫婦の普通の子どもがダメだってわかった時の妻のショックを見ます
とね、申し訳なく思いますね。

　  E：奥さんは気丈に振舞ってくれるのでありがたいですけど、大変申し訳
ないな～と…

　  G：普通に妊娠できると思っていたと思うので、そんなこと（顕微授精の
ために排卵誘発剤を投与すること）をさせてしまうのは、申し訳ないと思
う。

というように、「申し訳なさ」というのはその他にも周りからのプレッシャー
を妻が一身に受けているとか、様々な文脈で用いられる言葉でした。

また 7 名のなかで 3 名の方は「離婚」ということについても言及されました。

　  A：タマ切った時、もうできないんだから気にしなくていいよ、自分が母
親になれる人生を考えた方がいいよって言ったんですけど、（妻が）それ
はいいって言うから…

　  C：私の中では考えましたよ、離婚。（妻は）ずっと子どもを欲しがって
いて、私のせいでできないのは申し訳ないので（子どもを）熱望するので



97

あれば、それは私ではないのかなという思いも…
　  F：僕が（精子が）ないとわかって、それでも（子どもが）欲しいと思っ

てるんだったら、もう離婚しようと思ってました。（妻が）まだ産めるう
ちに…

と語られていました。
次に結果その 4 は、周囲への開示についてです。まず妻以外の家族について

ですが、両方の親・きょうだいに開示した人が 3 名（A、C、D）、夫の親だけ
が 3 名（B、E、F）、夫の親と妻の母（父には秘密）というのが 1 名（G）で
した。典型的な周りの反応というのは、夫の父は表面上冷静、母は狼狽、妻の
親は手術を奨励するというパターンが多かったように思います。知人・友人に
対しては、上司や親しい同僚、友人には開示したという方は 4 名（A、B、D、G）、
誰にも言ってないという方が 3 名（C、E、F）いらっしゃいました。ただし
その非開示の E さんという方は、この方はまもなく手術を受けるというタイ
ミングでインタビューに答えてくださったのですが、「本当は少しでも周りの
人に私の気持ちを知ってもらいたい」とも語ってくださいました。

周囲への開示ですが、開示・非開示にかかわらず、治療をめぐる職場での困
難をあげた人はどなたもいらっしゃいませんでした。それはおそらく男性の治
療は女性とは異なり、連日の通院や施術を繰り返す必要がないためではないか
と思います。B さんは端的にそのことを語っておられます。

　  B：ざっくばらんな間柄であれば（開示に）抵抗はないです。男性でですね、
会社でそんなに不利益になるとか、たとえば長期の休みとかが何回も必要
となれば、それは別かもしれませんが、でなければそんなに何か困ること
は、私は個人的にはなかったですし、あと「子どもはまだできないのか」っ
て、わざわざ男性に言う人もいませんしね。

結果の最後ですが、男性不妊治療に望むこと、ということで、保険診療を望
む声などももちろんありました。経済的負担が大変だということで。ですが、
ここでは男性不妊の社会的認知を高めるべきということに注目したいと思いま
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す。

　  C：もっとメディアで取り上げるべき。恥ずかしいことでもないので、妻
と同時に男性も検査を受けて欲しい

　  E：私自身、男性不妊という言葉は縁の無いものだと思っていましたけど、
結局みんな自分がなってみないと関心をもつことはないかもしれません。
正直、女性に比べると認知度が低く、孤独感を感じます。

　  F：もっと知られた方がいい。たぶん女性だけで抱え込んでいるケースが
多いし、情報がないと動けないと思うんで。男同士は（不妊の）話なんか
しない。まさかそんなこと、誰も想像もしない

とおっしゃっていました。
以上の結果をふまえまして、考察に入らせていただきます。まずは男性不妊

は男性性の否定に繫がらないのではないか、ということです。従来、男性と不
妊の関係は、妻が原因の時は「女性の問題」と認識しがちで、他方、自分に原
因があると知らされると、誰にも言えずに隠してしまいがちだとステレオタイ
プ的に捉えられてきました（江原ほか 2000）。ですが今まで見てきたように、
本調査の夫たちは、必ずしもそうではありませんでした。もちろん告知され
ショックを受けますが、「妻のため」に治療を受けると、すぐ切り替えていま
した。ジェンダー・アイデンティティの揺らぎまでは語られませんでしたし、
スティグマを必要以上に自己付与することもありません。過半数は周囲に開示
すらしていました。また男性不妊の社会的認知の低さを問題視しており、それ
が調査への協力動機にもなっていました。もちろん本調査研究の協力者がセレ
クション・バイアスの典型であるということは否めませんけれども、それでも
従来のステレオタイプとは違う、男性不妊を告知されても男性性をそれほど否
定しないタイプの男性が存在するという事実を示せた点は、本研究の意義なの
ではないかと考えております。

また協力者たちにとって男性不妊というのは、夫婦の問題として立ち現れて
いたという点も重要かと思います。例えば治療中にみせた妻への「申し訳なさ」
や「離婚」の示唆ですが、これは夫としての義務を果たせないことに伴う罪悪
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感のあらわれではないかなと推察されました。男性はジェンダーの作用の下、
社会通念によるプレッシャーには縛られませんけれども、家庭内のプレッ
シャーからは逃れられないのではないかということもわかりました。すなわち
妻や義父母が子を切望する姿は、夫を責める圧力となりうるのではないか、と
いうことです。また江原先生が「不妊という問題は、単に『子どもを持つ持た
ない』という問題なのではなく、夫婦関係の問題でもある」（江原ほか 2000: 
215）と、主に女性を見据えて述べておられるのですが、これがまさに本調査
の夫たちの状況でもあったかなと思いました。特に「夫婦だけでいい」と思っ
ていた夫にとってはなおさらではないかと。というのも、そもそも子どもを望
まなければ「不妊」にはならないからです。

最後に結びにかえてということですけれども、田中俊之先生が、「生殖能力
は「男らしさ」と不可分の関係にあるが、「生殖は女性の問題」という社会通
念が、両者の結びつきを隠蔽するため、普段男性は自身のセクシュアリティが、
まるで「生殖のないセクシュアリティ」であるかのようにふるまうことができ
ている」と述べ、「こうしたジェンダーによる生殖に対する意味づけの差異が
温存されている限り、不妊が女性の問題としてますます固定化されてしまう」

（田中 2004）と危惧されております。この田中先生の考えには全く異論はない
のですが、他方で、今回協力者の語りを通して見えてきたこともあるように思
います。ひとつは、性と生殖を切り離して考えられれば、男性も自身の不妊に
ついて語れるのではないかということです。なぜなら協力者の大半は正常な夫
婦生活を語っていましたし、夫婦の不妊はさておき、ご自身の不妊については

「病気」と断定していました。もうひとつ、彼らの男性性は、性的機能の正常
さによって担保されているのではないかということも見えてきました。それは、
勃起障害や性行為障害の男性が協力者に欠けている点にも符合すると思われま
す。ですが本調査はわずか 7 名の事例にすぎませんので、もちろん今後の課題
としては、より多様な事例の収集が必要があるということは言うまでもありま
せん。
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「男性不妊と男性性―〈老い〉という視点を読む」

倉橋　耕平

1　はじめに
「男性不妊」が医療界で関心を集めだしたのは 1950 年代前半であるのに対し

て（由井 2015）、それが雑誌など一般の人が得られる情報源に載るのは 1990
年代後半であった。この時間差が「不妊」は女性の医療対象とされてきたこと
と、男性が対象化されるまでの社会的な認識のズレを示している。それは「不
妊」という言葉の前にわざわざ「男性 male」をつけなければならないことに
も象徴されている。

男性不妊と男性学というテーマは、日本の研究において蓄積があるものでは
なく、田中俊之（2004）によるものがあるにすぎない１）。また、同時に男性学
という分野それ自体も確立されているとも言えない。だがそれは「フェミニズ
ムへの応答」であり、文化的・社会的にジェンダー化された男らしさ（男性性
といってもいい）２）へのこだわりやそれによって経験する葛藤などに着目す
る形で分析がなされている（田中 2004: 195-196）。本稿でも、この 10 数年の
変化を捉えるために、（あえて）先行研究の問いと視点を引き継ぎ、男性問題
としての不妊はどのように主題化されるのか、ということを考えてみたい。

それに先立って、男らしさと不妊はどのような関係にあるのか基礎的な視点
を整理しておく。物理的な観点において、現在男性が生殖に関われるのは、性
交渉と精子の提供に限られる。人工授精や体外受精の場合は、不妊自体の「治
療」にはならないため、不妊への治療は男性が性交渉によって妊娠をさせる力
を手に入れる（回復すること）になり、必然的にセクシュアリティと関連する
言説が増えることになる。とりわけ、「精子の質」に関わる内容と「（生殖のた
めの）性交渉」「性的能力」に話題が集中する。

事実、生殖能力の在・不在は男らしさに関わる意味体系と関係がある。例え
ば、環境ホルモン言説におけるエストロゲン（女性ホルモン）は、「精子の減少」
として着目され、それらは第一に人類の危機、第二に日本の危機、第三に男ら
しさの危機として表象された（北原 1999: 240）。海外でも「女性化の化学物質」
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「男性の女性化」「ゲイの群れ」「自然現象の撹乱」などと書き立てられた（Gannon 
et al. 2004: 1172-1173）。このように見ると、生殖能力のある精子（生殖可能な
身体）が、男らしさや男であることの確信の源になっているようである。

本稿では、第一に、田中による先行研究の論点をまとめ、そこからこの 12
～ 13 年の間で変わらなかったことと、新しい語りを確認する。第二に、この
間に新しく語られた「男性不妊」と男性性の言説からその特徴を抽出する。第
三に、抽出されたものの中に「老い」という現象を読み解き、「老い」と「男
らしさ（男性性）」と不妊（生殖）とセクシュアリティの関係を検討し、男性
不妊が現在どのように主題化されているのか、その権力の内実を読み解くため
の仮説を提示する。

2　不妊言説と男らしさ
田中によれば、男性週刊誌では男性不妊について、検査や医療に関わる診療

科、男性不妊の原因、治療法について医師が答えるというコンテンツが言説の
中心を締める（田中 2004: 200）。加えて、男性不妊症と診断された夫に妻はケ
アが必要だと説かれ、女性が「ケアする存在」、男性が「ケアされる存在」と
して位置づけられていることが指摘される。とりわけ、女性誌にその傾向が強
く現れる（田中 2004: 201）。

このようにケアが必要だと説かれるのは、一方で「良き妻」であることの重
要性を示し、他方で男性原因の不妊が男性にとってスティグマになるためであ
る。これは「生殖は女性の問題」という社会通念を自明視していることから、「生
殖能力の欠如」がスティグマになるという仕組みである（田中 2004: 205）。そ
れゆえ、栄養のある食事や体に良い生活などでスティグマを克服しようともす
る。ただ、「ハゲ」のように可視的なものではないため、その情報は自己管理
の問題に直面する（田中 2004: 207）。

しかし、不妊であるという事実を隠すことは必ずしもスティグマから逃れら
れることを意味せず、結婚して一定期間経っても子どもがいない場合は、「生
殖能力」ではなく「性的能力」を疑われることにもなりうる（セックスレスや
インポテンツ）（田中 2004: 209）。むろん、生殖能力の欠如は性的能力の欠如
とは異なるものだが、「ヘテロノーマティヴィティ」が働き、生殖可能なセクシュ
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アリティを「自然」「正常」とみなす性規範のなかでは、生殖能力を持たない
男性は、女性に「産む性」としての役割を担わせる根拠を失い、既存のジェン
ダー秩序の中では根底を覆されるような衝撃を味わう（田中 2004: 214-215）。

以上が、2004 年に田中が「男性学」という視座から分析した状況であった。
では、その後に変化があるか。筆者は田中が分析したあとの男性不妊の雑誌記
事・書籍を可能な限り集めたが、概ね同じような言説は繰り返されている。生
殖・精力に効く食事とそれへのプレッシャーは多くの男性雑誌や書籍に確認で
き、「食卓には毎朝青汁」が並ぶなど（「実録男の妊活シリアス白書」『SPA!』
2012 年 11 月 6 日号、p49）は相変わらずであるし、「（知り合いの夫婦の夫が
無精子症と診断されて［倉橋注］）夫には、無精子症って言わないことにしたの。
だって、可哀想でしょう？私の方に原因があって、子供ができにくいというこ
とにしたのよ」（酒井順子「子の無い人生　第 19 回タネとプライド」『本の旅人』
2015 年 7 月号 pp109-123、p120）といったエピソードは豊富に語られる。

他方で、この間の出来事としての変化を捉えれば、著名人が男性不妊症であっ
たことをカムアウトしたことである。無精子症の診断を受けた元大関の小錦、
ミュージシャンのダイアモンド✡ユカイや、精子の運動率が低く不妊治療を選
択した作家のヒキタクニオがその例であり、また漫画家の堀田あきお・堀田か
よ夫妻が漫画で過去に経験した（1991 年～）不妊治療を伝えたり、フリーラ
イターの村橋ゴローが男性目線から不妊カップルの過程を書いた３）。これらの
事例は、これまでにはなかった新しい現象である（ダイアモンド✡ユカイ
2011, ヒキタ 2012, 堀田・堀田 2011・村橋 2016）。

しかし、先行研究の指摘と同様に、その内容は大きくは変わらない。例えば、
ダイアモンド✡ユカイは、「自分では気づいていなかったけれど、おれは男と
して不完全だった」（ダイアモンド✡ユカイ 2011: 4）、「おいおい、冗談だろう？
なんでおれが検査を受けなければいけないんだ？」（ibid.,65）、「まさか種なし
のポンコツだったとは……。」（ibid.,70）、「（精子回収手術を終えて［倉橋注］）
おれは種なしじゃねえぞ！おれだって男だ！」（ibid.,92）、「種なしって言われ
て男として（おおげさにいえば、人間として）否定された気分になって……」

（ibid.,97）といった、男性のアイデンティティ（男らしさ）＝生殖能力と、そ
の欠如がスティグマになったというスタイルの語りを披瀝している。
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ただ、このエッセイ本の肝心な点は、その内容ではなく「形式」である。田
中は、男性週刊誌・女性週刊誌を中心とした言説分析を施しているが、「メディ
ア論」の観点による分析はほぼない。しかし、ダイアモンド✡ユカイの本の第
1 章は、自分が精力絶倫であることを証明するために、自身の「女遊び」の武
勇伝が延々述べられる。それを読ませた後に、第 2 章で「タネナシ」あること
が告白される。すなわち、男性不妊（生殖能力の不能）をカムアウトする前に、
性的能力がないわけではないことを断っておくという「防衛線」が必要とされ
ている（倉橋 2014: 38）。

他方で、これまで語られなかった「精子とセクシュアリティへのこだわり」
もこうした語りから検出できる。例えば、自身の加齢による不妊が原因だった
ヒキタクニオは、「第三者（AIH を行う医師［倉橋注］）は、いい男がいいなっ
てことだった。／どうでもいいようなことだが、そんなことを考えていた。い
ちおう、受精行為なのだから、女医さんでもなく、ましてや、脂ぎった髪のデ
ブのキモメンなんてのだったら、何か嫌なもんだ。そんな奴に私たち夫婦の子
作りの一端を委ねたくない。妻も嫌なんじゃないかと思った」（ヒキタ 2012: 
77）と述べる。
（男性不妊ではないが）村橋ゴローは、ART を用いるようになり、生殖に関

しては「精子だけを供給すればよい身体」になってもなおそこにセクシュアリ
ティの片鱗を記述する。「素人モノ、単体女優、熟女ものetc.……けっこうなジャ
ンルの揃った裸の見本市を目で追いながら、さて、どれにするかな。いつもの
快楽のみを追求するごにょごにょなら食べたいおかずを選べばいいだけの話だ
が、今回は別だ。愛するりえのおなかに子を宿すかもしれない、それはそれは
神聖なごにょごにょなのだ。（……）今回だけは、今回だけは。そんな変態じ
みたものをみてごにょってはいけない気がするのだ。／ありのままでは、だめ
なのだ。／癖が薄ければ薄いエロDVDほど、この神聖な儀式にふさわしい」（村
橋 2016: 74-75）４）と述べるように、妻をセクシュアリティの対象としない生
殖行為への忌避感を記述している。

このように先行研究で述べられてきたことが形や語り口を変えて顕在化して
いることが確認できる。それは、「精子だけを提供すればよい存在」として、
自身の身体が客体化されることへの抵抗と読み取れるような性交渉へのこだわ
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り、セクシュアリティへのこだわりを吐露している。

3　男性身体の医学化と男らしさ
他方で、この間の言説レベルにおける大きな変化は、「男性不妊」「男性更年

期障害」を中心とする「男性身体の医学化」とも呼ぶべき事態が起こっている。
この潮流は、2006 年に「日本メンンズヘルス医学会」や 2014 年に泌尿器科位
専門医による NPO「男性不妊ドクターズ」が設立されていく流れとも関係が
あるように見受けられる。例えば、医師・医学博士による男性医学の本をピッ
クアップしてみると、次のようなものがある。

梁晨千鶴、2009、『男性不妊―効果的な薬膳療法』（東方栄養新書シリーズ）メディ
カルユーコン
石原結實、2009、『男を持続させる食べ物、生き方』ベスト新書
石川智基、2011、『男性不妊症』幻冬舎新書
岡田弘、2013、『男を維持する「精子力」』ブックマン社
蓮村誠、2013、『男のからだが る食、老ける食 「体力・気力・精力」を復活させる
26 の法則』PHP 文庫
堀江重郎、2013、『ヤル気がでる ! 最強の男性医療』文春新書
秋下雅弘（監修）、2013、『男性ホルモンの力を引き出す秘訣』大泉書店
鶴見隆史、2014、『男性機能を高める本　精力減退は酵素不足が原因だった』マキノ
出版
小堀善友、2014、『妊活カップルのためのオトコ学』メディカルトリビューン
小堀善友、2015、『泌尿器科医が教える―オトコの「性」活習慣病』中公新書ラクレ

媒体を見て分かる通り、男性通勤者が手に取りやすいよう設計されている新書
媒体が多い。そして、ここに「更年期」「ホルモン」に関連する書籍を入れれ
ばより多くの著作がヒットすることになる。

もちろん「不妊」は検査を受けて初めて分かる身体状況なのだから、当初か
ら医療領域のものであることはわかる。しかし、重要なのは、それの男らしさ
との結びつき方である。例えば、これらの著作は、「男を維持する」ことと「精
子力」（岡田）、「男を持続させる」ことと「生殖力」（石原）のように、「男ら
しさ」を性的能力と生殖能力に容易に還元する。こうした語りは珍しくなく、
前傾ヒキタも「子どもがそんなに欲しければ、もらってくればいいじゃん、な
んてことを簡単に言う人間もいる。私だって以前はそうだった。しかし、不妊
治療を始めてみて、子どもが好き、子どもが欲しい、というのとは、ちょっと
違うのだ、と思った。／自分には生殖機能があるのかどうか、そこを見極めた
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い、という欲求があるのでは、と感じた」（ヒキタ 2012: 132）というように、
医学言説と非医学的な感覚はあまり大きく変わらないように読み取れる。

こうした男性身体の医学化は、そんなに古い傾向ではない。医療社会学者の
ピーター・コンラッドによれば、男性医療は女性に比べ医療化の影響を受けて
こなかったが、「部分的には故意に」医療化されてきたことになる（Conrad 
2007: 23-25）。すなわち、男性の身体が医療の（潜在的な）市場で構築されて
いくことを意味する。と同時に、それらは「健康的」および「正常な」男性の
身体機能を再定義するラベルあるいは治療によって、日常化していく（Conrad 
2007: 44-45）。

さらにコンラッドは、重要な指摘を行なっている。男性医療の歴史的経緯は、
「研究者たちは生殖能力よりもむしろ、男らしさにより興味を持っていた。『彼
らは自分の能力を生殖することによって男性を定義したのではなく、彼の男ら
しさによって定義した』のように（Rothman and Rothman 2003: 136）」（Conrad 
2007: 28）、医療行為に男らしさが先行している。すなわち、生殖能力でもって
男らしさを定義するのではなく、男らしさを定義するために生殖能力は必要な
のである。生殖能力があるから男らしいのではなく、男らしくあるためには生
殖能力が必要不可欠なのである。それゆえに、コンラッドは、それらが「加齢」

「老化」「老い」と関係し、「更年期」「薄毛」「勃起不全」といった作られた病
や症状（それ以上手を加えなくても身体自体が悪化するわけではない症状）へ
の医療の介入になっていったと論じる。

以上のコンラッドの図式を現代の男性不妊の医学市場化という自体に当ては
めることは可能だろう。男性不妊それ自体は、放置しても当人の身体になんら

「悪化」をもたらさない。しかし、「生殖」という「男らしさ」を維持するため
には「妊孕力」を重要な要素と捉えている、ということがわかる。と同時に、
晩婚化が女性の身体だけではなく、男性の身体もこの市場の拡張に寄与すると
考えられていることを反映している。そして、何より重要なのは、「男性はい
つまでも女性を孕ませることができる」という性的能力と生殖能力の男らしさ
の幻想を、医療が破壊し、医療が「妊孕力」という新たな「男らしさ（とその
欠損）」を積極的に再定義していく形になっている。
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4　男性不妊・セクシュアリティ・老い
男性医療が「加齢」を理由として「男らしさ」の維持をもたらす目的で始まっ

たというコンラッドの指摘を考慮すれば、男性不妊もその一連の文脈にあるの
ではないか。すなわち、上記一般医学書から男性不妊の医療化の過程で、この
3 つの要素が結びついて医療商品になっている現象を確認できる。コンラッド
自身は男性の不妊についてほとんど何も語らないが、例えば、前述岡田弘の著
作は、35 歳で精子が加齢することを指摘している（岡田 2013: 78-85）。雑誌言
説においても、「男性も妊娠力低下！ 35 歳からひそかに進む「精子の老化」と
は」（女性自身 11 月 23 日（水）6 時 0 分、BIGLOBE ニュース https://news.
biglobe.ne.jp/trend/1123/joj_161123_0133956896.html）という記事では、「日
本生殖医学会の報告でも 30 歳代の精子と 50 歳代の精子を比較したところ、精
液量は 3 ～ 22％、精子運動率は 3 ～ 37％、精子正常形態率は 4 ～ 18％低下す
るとされている」と紹介されている。実質、射精障害や ED を除けば、現在男
性不妊の中で、濃度・運動率・正常形態精子率の 3 つとも低い「OAT 症候群」
が全体の 3/4 にあたる。

すなわち、「晩婚化」「男性不妊」と男性身体の「老い」は医療市場と如実に
関連しているのではないか。男性の性的能力と老いの関係は、「男性更年期障害」
の治療においても関わりがあり、治療によるテストステロン値やその他の数値
と体調への自覚症状が改善してもなお「治療」を続けるのは、「下半身」の元
気のためであるという語りが確認される（奥田 2015: 5 章）。

この点を最も早く論じた人物の一人が、シモーヌ・ド・ボーヴォワール
（1970=1972）ではないだろうか。彼女によれば、「老い」は「不可逆で不利な
変化」（Beauvoir 1970=1972: 17）であり、「内分泌腺の退行は、老化の最も一
般的で顕著な結果の一つであり、性器官の退行をともなう」。「（…［精子形成
の停止についての一般的な法則はないが：倉橋注］）勃起は若年の時よりは二
倍ないし三倍も遅い」（Beauvoir 1970=1972: 34）。そして、「老いの問題が権
力の問題であるとすれば、それは支配階級の内部で提起されるだけである」

（Beauvoir 1970=1972: 103）とボーヴォワールは指摘する。つまり、「老い」
が客観的な基準で提起されるのではなく、文化的・社会的要因を前提として経
験されたり、意味付けられていくことを彼女は指摘している。それは、「男性性」
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「男らしさ」がまさに文化や社会によって規定されるのと同様の機序のなかに
あることを意味している。

さて、男性と生殖（不妊）、セクシュアリティ、医学化される精子の「老い」
はどのように関連しているのか。これまで男性の医療が「男らしさ」を保つた
めに行ってきたことは、ある程度当人にとって可視的領域や認知可能な領域
だった。しかし、精子の老いは、不可視・認知不可能な領域の老いである。そ
れゆえに、雑誌言説によく出てくるような「ガンの告知よりも衝撃を受ける」
といった語りがなされるのが男性不妊なのではないか。ともすれば、生殖能力
の老いは、新たな男性の老い＝男性性の弱体化、と捉えられうる対象ではない
のか。

もしそのように考えることができるのであれば、勃起不全のような性的能力
の老いと男性性の欠如というアイデンティティ問題に加え、生殖能力の老い（精
子の加齢）が男性性の欠如と繋がり、「性支配」における支配的階級であるア
イデンティティの欠落を意識されることにつながるのではないか。

5　おわりに
「妊孕力」という言葉が示すように、「孕ませる性」「産ませる性」としての

役割を果たせない男性は、女性に「産む性」としての役割を担わせる根拠を失っ
ており、既存のジェンダー秩序において支配的なポジションを維持できないと
感じている（のかもしれない）。資料が少ないが、そう思わざるを得ない。

しかし、私が見てきたような商業言説における男性不妊者自身が語る傾向は、
不妊原因はどうあれ、性的能力の不能は告白されず、結果として（生殖技術を
使っても）挙児していることを前提に書かれた「成功例」だけである。すなわ
ち、書き手は「孕ませる性」「産ませる性」として成功者であることがカミン
グアウトの前提になっていると思われる。そのため、妊娠後の記述は非常に薄
い。それは裏返せば、無精子でも、老いてもなお男性のメンツを保てた者の「勝
利宣言」にも読める。

こうした「男らしさ」の維持において、まず性的能力の保護が生殖能力の有
無よりも優先され、そこからさらに性的能力の維持をバックアップしているの
が、生殖能力なのかもしれない。なぜなら、それらの語りに性的能力の老いは
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語られないからである（セックスレスは語られるが、性的能力の問題ではなく
関係性の問題である）。と同時に、医学言説もまた「男らしさ」の維持を前提
としているため（そして、医学市場拡大のため？）、「孕ませる性」の男性性を
強化する規範を再生産している。それがメディア言説（＝商業言説、売りもの）
になるということは、送り手側の編集意図として既存の男性性との共犯関係を
賭け金にしている。

従来「孕ませる性」は性的能力と生殖能力と関係があり、もし仮に男性が原
因の不妊の場合であっても、それは判然とせず、「女のせい」（女性の不妊、女
性の性的魅力のなさ、女性の加齢など）に還元していた。そうして「男らしさ」
を保ってきた。しかし、男性身体の医学化が、性的能力と生殖能力を切り離し
たことによって、「男のせい」（男性不妊症）を作り出すと、性的能力の男らし
さを維持し、生殖能力の男らしさを技術を使ってでも証明・維持し（かつそこ
にセクシュアルな意味を付与し）、性的能力と生殖能力の老いに抵抗しないと
男らしさを維持できないように変化したのではないか。

だが、他方で別の疑問を抱かざるを得ない。それは、取り扱った商業言説が
異性愛主義や男性規範に強く同一化した男性の語りであり、その中で性的能力
と生殖能力を結果として維持できた「成功譚」であるわけだが、既存の（ヘゲ
モニックな）男性規範から距離をとる男性はどのように考えているだろうか。
若い人たちはどのように考えているだろうか。そして、それが語りにくいもの
として抑圧されているのではないか。この点を今後の課題にしたい。

注
１）医療文献を除けば、まとまった研究としては、Mason（1993）、Barnes（2014）

などがある。いずれも男性不妊治療における男性の苦悩（例えば、スティグ
マや採精室の配慮のなさへの嫌悪感）を記述する。そして、その他の傾向と
しては、不妊の受け入れなどを論じるものがあるが、それらも看護学などの
領域に限られている傾向がある。

２）「男性性」は社会構築主義の文脈で理解され、「男性性」は一方で個々の男
性を超えた社会的事実であるが、男性とされる人々に生産・再生産される。
男性は、男性性によって意味付けられる客体であると同時に主体でもある。
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それゆえ、男性性は女性性との差異や他の男性性との相互作用の中で構築さ
れる（男らしくない男性性もありうる）。

３）堀田夫妻の場合、妻の子宮内膜症が主な原因。村橋の場合は、原因は女性
の加齢（主婦の友社の妊活雑誌『赤ちゃんが欲しい』連載）。

４）「本当にキツかった。打ちのめされて、心はズタズタ」（Mason 1993: 79）
といった語りがあると同時に、AID の際に、自分の精子を混ぜたり、人工
授精直前に妻と性行為を持ち、自分の子であると信じ込もうとするなどの男
性の態度が報告されている（Mason 1993: 124）。
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戦後日本の不妊男性に対するまなざし
―不妊男性の妻は自身の経験をどのように意味づけてきたか？

由井　秀樹

1．はじめに
「男性であること」と生殖能力の関係性が明示的に問われるのは、男性が自

身の生殖能力の欠如という自体に直面したときである。しかし、不妊原因は男
性にも存在するにも関わらず、人文・社会科学分野では男性と不妊をめぐる問
題はほとんど研究されてこなかった。国内の数少ない先行研究として、村岡潔
ほか著『不妊と男性』（青弓社、2004 年）がある。同書は、村岡が不妊をめぐ
る問題について概説し、岩崎晧が男性不妊の医学的な解説を行い、西村理恵が
不妊女性を支える男性の姿を描き、白井千晶が医学書の記述から男性不妊の歴
史を検討し、田中俊之が男性学の視点から男性不妊の問題を検証している。こ
の中で、田中の論文が本稿の問題設定との関係で重要になる。ここでは、男性
の生殖不能＝精子の欠如が男性性の喪失として不妊男性本人に認識されるこ
と、男性に生殖能力が存在することは暗黙の前提として認識されているが故に
生殖不能の宣告は男性性の喪失に決定的な打撃を与えること、精子の欠如する
男性は周囲から性交不能だと誤解される場合があること、「『産ませる性』とし
ての役割を果たせない男性は、女性に『産む性』という役割を担わせる根拠を
失っていて、既存のジェンダー秩序内での自分のポジションを確保することが
できない」ことなどが指摘されている。荻野美穂は、Mason が行った不妊男
性への取材１）から「男の『孕ませる性』としての側面は、『貪る性』や『犯す性』
の側面に比べればこれまで総じて不可視であり、男性自身にも明瞭には意識さ
れていなかったとしても、決して不在だったのではなく、男の性アイデンティ
ティの形成・維持・再生産にとって、不可欠な前提としての重要な意味を持っ
ていたことを示唆している」と指摘している２）。また、男性不妊を主題にして
いるわけではないが、東京女性財団の『女性の視点からみた先端生殖技術』で
は、女性 42 名、男性 12 名に対する聞き取り調査の報告が掲載されており、調
査を受けた考察で江原由美子は、男性の不妊が性的能力の文脈に位置づけられ
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ることで、男性自身が不妊を強くスティグマとみなす点、男性が自身の不妊を
強くスティグマ視することが「男性の不妊症についての社会的認識の形成を、
女性以上に困難なものにしている」点などを指摘している３）。

泌尿器科医の岡田弘の『男を維持する「精子力」』（ブックマン社、2013 年）
にみられるように、「男であること」と「精子の有無」は深く関連づけられて
いるし、書籍のタイトルとして採用されるように、「男を維持する」を前面に
出すことは販売戦略上有効だと判断されたようである。岡田は、自身のもとを
おとずれた男性不妊患者を調べた結果、95％にうつ症状がみられたという４）。
また、倉橋耕平は歌手のダイアモンド✡ユカイの『タネナシ。』（講談社、2011
年）を分析し、同書の後半部で精子の欠如が男性性の喪失と深く結び付けられ
ている一方で、前半部に独身時代の「絶倫セックス・ライフ」が記述されてい
ることから、性交不能ではないことを強調していると読み解く５）。田中雅一は
インポテンツや短小、早漏やその原因とされる包茎が性行為において女性を満
足させることができないという点において、男性性の喪失に結びつくことを指
摘し６）、1930 年代に出版された衛生関連の雑誌記事を分析した川村邦光はイ
ンポテンツを「男らしさの病」と位置づけるが７）、生殖能力と性交能力が男性
性の構成要件であるとするならば、『タネナシ。』では男性アイデンティティの
維持のために、少なくとも一方が保持されていることを示さなければならな
かったわけである。

男性不妊研究が少ないことも含め、上記のような指摘は、洋の東西を問わず
該当するようであり、このことは、Reconceiving the Second SEX: Men, 
Masculinity, and Reproduction（Inhorn et al. Berghahn, 2009）にも表れている。
上記の論点のほかにも、例えば同書で Goldberg はイスラエルの不妊クリニッ
クなどへのフィールドワークから、女性不妊患者よりも男性不妊患者の方が調
査目的での接触が難しく女性不妊の「治療」は公的領域、男性のそれは私的領
域に属し、男性不妊は理想とされる男性性と対立することを示唆している。ま
た、Tjørnhøj-Thomsen はデンマークでのフィールドワークから、男性不妊は
インポテンツなどの性的不能と関連付けられること、不妊原因が自分にあろう
とも医療的介入の中心がパートナー女性になることに対する男性の葛藤や罪悪
感、文化・歴史的理由から男性は自身の生殖機能を語るのに困難を抱えている
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可能性に言及している。
ここまでで言及した先行研究は、基本的に不妊男性自身の語りに着目してい

るが、本研究では視点を変え、不妊男性の妻に注目する。その上で、戦後日本
において、不妊男性の妻たちがどのように自身の経験を意味づけてきたか検討
する。あえて女性側に注目するのは、男性本人の語りへのアクセスが難しいと
いう理由もあるが、不妊は、原因がどちらにあろうとも、男女で子どもをつく
ろうとしてもできないときに問題になるのであり、女性による意味付けが、不
妊男性の置かれる状況に大きく影響するからである。歴史を検討するのは、日
本に限定しても、男性と生殖をめぐる認識枠組みには時代により微妙なニュア
ンスの差があるはずだからであり、何が変わり、何が維持されてきたのか検討
する余地があるからである。こうした作業を通し、男性と生殖をめぐる認識枠
組みをより重層的に提示しようと試みる。

2．方法
不妊男性の妻が何を語ってきたか、という歴史を検討するには、過去の資料

にあたる必要がある。インタビュー調査によって過去の経験を聞き出せないこ
ともないが、その場合、得られる語り、データにはどうしても現代の価値観が
反映されてしまうという欠点がある。本稿では、作業の効率性も考慮し、ある
程度コンスタントに不妊に関する情報が掲載される同一の情報媒体、具体的に
は『讀賣新聞』の身の上相談「人生案内」欄を分析する、という戦略をとる８）。
身の上相談には悩みが相談されるわけなので、男性と生殖をめぐる悩みはいか
なる構造で問題化されてきたのか端的に分析するのにも適している。また、イ
ンタビュー調査で得られるデータは調査者と被調査者の直接的相互作用の結果
であり、その意味で調査者を前にして語りにくいことがあると考えられる。匿
名の投書による相談は、この問題を克服できる可能性を有していると考えられ
る。

扱う期間は文字通り「戦後」で、戦後「人生案内」が復活した 1949 年 11 月
27 日から 2015 年 12 月 31 日までである。この期間の記事のうち、子がいない
ことの原因が男性身体に帰属させられている事例 56 例を中心に、性と生殖が
問題化されている事例を分析する。なお、予め断っておかなければならないが、
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これまでも指摘されているように、男性が自身の不妊について語ることはめっ
たになかった。「人生案内」も例外ではないが、幸いにも男性身体が原因で子
ができないことを悩む妻の相談はある程度掲載されている（断りのない限り、
不妊男性を夫に持つ女性からの相談を引用する。56 例のなかで、既婚の不妊
男性からの相談事例は 2 ケース、独身男性からの相談事例は 2 例）。また、
1949 年から 2015 年という長期間に比して 56 例は少ないのだが、時代順に並
べてみれば、何が語られ続け、何がどの時点で語られなくなっていくか、とい
う大まかな傾向を読み取ることは可能である。

3．結果と考察
記事を読み込んだ結果、「夫が原因で妊娠・出産できないことの恨み、とま

どい」「夫が原因で辛い不妊治療を受けていること」「子の有無、不妊治療に対
する男女の温度差」「非配偶者間人工授精」「性交不能と子がいないことの悩み」
という論点が浮かび上がった。以下、それぞれの論点ごとに時代を追いながら
事例をみていく。
（1）夫が原因で妊娠・出産できないことの恨み、とまどい

女性が妊娠・出産役割を内面化してしまうことは、男性中心社会からそれを
強いられた結果であるとしても、自分ではなく、夫が原因で妊娠・出産できな
いことに対する恨み、あるいはとまどいが語られてきた９）。

夫はいまだに病気したことをかくしています 10）。私は今まで信じていた夫だ
けに口惜しく母に相談しましたら、今さら別れたら世間体がわるいからがまん
しろと申します。兄弟の少ない私は自分の子供を産むことを望んで結婚したの
です。（1950.04.25）

夫は「子供などいなくても、夫婦でしっかり暮せばよい」と言い、私が子供の
話をするといやがり、しまいには怒りだします。義母も「子供のことは考えず、
趣味をもったら」などといい、私はだまされたも同然です。（1976.05.31）

健康な女に生まれながら、妊娠することのできない悲しみを仕事で紛らわせて
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いますが、年齢とともに不安や焦りがつのり、結婚生活に疑問を持ち始めてい
ます。夫はできないものは仕方ないとあきらめているようです。私は夫への愛
よりも、母親になりたいという願いの方が強く、夫に不満をぶつけてしまうこ
ともあります……離婚も話し合いました。（1990.04.21）

十五年前に結婚、五年間子供に恵まれず、病院に通う毎日で、子供が欲しいあ
まり、優しい夫をののしり放題でした。（1996.06.12）

夫が無精子症のため、長年、治療と話し合いを続け、結果として、三年前に非
配偶者間の人工授精で子どもをさずかりました。夫は子どもをかわいがり、ほ
ぼ満点の父親です。ただ最近、一人っ子なのがかわいそうになり、「二人目も
同じ方法で」と夫に聞いてみたら、「もう、一人でいいよ」との返事でした。
結婚前から私は子どもは三人は産みたいと思っていました。自分は健康なのに、
夫のせいで産めない不幸な人生になっています。理由を知らない義母からは「一
人しか産まないなんて」と嫌みを言われ、夫も義母も好きではなくなってきま
した。どうにもならないことですが、夫に対して、恨みさえもつようになって
いる自分も嫌なのです。（2004.02.19）

まさか自分が子どもを産めないとは。しかも自分のせいではなく、夫のせいで
……自分が幸せでないのは夫のせい、と思ってしまいます。何も知らない義母
は、どうして子どもをつくらなかったのかと遠回しに聞きます。夫も義母も嫌
いになってきました。もっと早くに離婚していればよかったのにと考えます。

（2008.07.30）

［1996.06.12］の事例に「優しい夫をののしり放題」だったとあるように、
1990 年代以降には、恨みが頻繁かつ露骨に語られていくようになる。「健康な
女に生まれながら、妊娠することのできない悲しみ」（1990.04.21）、「自分は健
康なのに、夫のせいで産めない不幸な人生」（2004.02.19）が語られるように、
女性自身が妊娠・出産役割と自身の「幸福」を強く結合してしまっているので
あれば、男性の生殖能力、すなわち女性に「幸福」を与える力は女性支配の根
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拠になり得る。つまり、女性を支配するということが（ヘゲモニックな）男性
性の一つの側面であるとするならば、その意味においても不妊に直面した男性
の男性性は揺らぐのである。支配の根拠を失ったのみならず、「ののしり放題」
のように逆に支配されるのならば、男性性の揺らぎにはますますの拍車がかか
るといえる。

あるいは、男性性という概念を持ち出さずとも、不妊男性は女性の「幸福」
実現をさまたげる責任を負わされるのである。このことは、［1990.04.21］で回
答者の三枝佐枝子（評論家）が「妊娠の可能性については、専門医に相談し、
今後も努力を続けましょう。しかし、そのためにご主人を攻め立てて、彼を追
い詰めないことです」と語るように、女性によって追い詰められる男性像へ、
そして「毎日のように悲しみ、泣いている妻の姿を見ると、本当にかわいそう。
どんな言葉をかけたらいいのか。私がこんな体であるために、妻を不幸にして
しまいました」（2010.03.16）という、男性自身の罪悪感にも繋がっていく。

しばしば、男性の生殖能力が自明視されていると指摘されるのだが、女性の
生殖能力も同様であり、生殖能力が行使できないことは、不妊原因が男女どち
らにあったとしても、女性にとってより大きな問題になりうる―たとえ女性
不妊が男性不妊よりも可視化されているといえども、男女問わず基本的には自
身の不妊は子どもができないことが問題化されるまで意識されない―。周囲
からの「子どもはまだか」というプレッシャーが女性にかかりやすいことはも
ちろん、女性自身に妊娠・出産役割と自身の幸福を結びつけさせる環境が存在
していることは見逃せない。人生案内の記事からもそれを読み取ることができ
る。例えば、以下の 1950 年代の独身男性からの相談事例がある。

女性の究極の目的が子宝を得ることにあり、結婚の目的が子孫の反映のために
あるとすれば、相手を不幸にするような結婚は罪悪とも思われます。

（1951.03.12）

他にも、回答者の語りから女性が妊娠・出産を望むことを当然視する語りが
みられた。もっとも、回答者は、相談者の女性に共感するためにこうした語り
を持ち出し、その上で現状を受け入れさせるような語りに接続していく。
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あなたが完全な女性なら、子供が欲しいのは当然でしょう……世の中には子ど
もがいなくても仲のいい夫婦はたくさんいます。原因が分かってもお互いにい
たわりあいながら生きています。（1978.02.07、平井富雄［精神科医］）

女と生まれたら、愛する人の子供を産みたいと思うのはだれしも願うことで、
あなたがお子さんを欲しくていら立つ気持もよくわかる気がします。

（1984.03.15、三枝佐枝子）

子どもを産みたいという願いは、女性にとって当然の思いですから、あなたが
そのために努力なさったお気持ちはよく分かります。しかし、あなたはそのこ
とに余りにもこだわり過ぎて、本当に大切なものは何かを、見失っておられる
のではないでしょうか。（1990.04.21、三枝佐枝子）

回答者のこうした語りは、女性不妊の事例も含め、2000 年代以降はみられ
なくなる。つまり、少なくとも回答者は女性と妊娠・出産役割の接合を当然視
しなくなるのだが、相談者の女性が、たとえ男性中心社会から強いられたもの
であったとしても、妊娠・出産役割を内面化している傾向があること自体は変
わらない。他方、男性については、たとえば、泌尿器科医の小堀善友が生殖の
問題について、「女性は頑張り屋で熱心な人が多い」一方、「問題意識が低く、
知識も少ない」と指摘する 11）。ただし、不妊男性は女性を「幸福」にできな
い劣等感のほかにも、以下の語りにみられるように、男性であっても子どもが
できないこと自体に対して喪失を覚えうることには留意が必要だろう。

（女性不妊の事例で男性からの相談）勤めを終えて帰っても妻一人ではなんと
なくさびしく、近所の子供たちを連れてきたり親類の子供を泊めておいたりし
ますが、大の子供好きな私に子供が出来ぬとはなんと皮肉なことかとつくづく
思います。（1955.10.05）

（不妊原因不明の事例で男性からの相談）独身時代から子どもが好きで、一日
も早く子どもの生まれるのを待ち望んでいました……職場の同僚が子どもの話
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しをするのを聞いて、陰にかくれて涙をふくことがしばしばです。（1968.01.19）

いずれにしても、ここで指摘しておきたいのは、女性の妊娠・出産役割の内
面化、あるいは、それを求める社会が、不妊男性の喪失を構成する一つの要素
だということである。

（2）夫が原因で辛い不妊治療を受けていること
前項と関連するが、夫が原因で＝自分に原因がないのに、辛い不妊治療を受

けている不満も女性からしばしば語られる。女性不妊や不妊原因不明の事例も
含め、女性の不妊治療の経済的・身体的辛さが語られだすのは 1990 年代以降で、
2000 年代に入るとこうした相談の数が増加する 12）。

原因は夫の精子無力症で……不妊治療というのは夫婦一体でしなければなら
ず、これといって悪いところのない私も多量のホルモン注射などで卵巣が異常
に反応し、腹水と胸水がたまって入院しました……夫は漢方薬を服用している
のみです。（1994.07.06）

孫を催促する義母に事情を話すと、「早く体外受精をすればいいじゃない。何
をもたもたしているの。孫の顔を見せて」。さすがに頭にきました。誰のせい
でつらい治療をしているのか。義母が憎くなりました。（2009.01.29）

夫と話し合い、人工授精を行うことにしました。通院が必要で、私は正社員と
して働くのが難しくなって、退職しました。6 回人工授精をしましたが成功せ
ず、体外受精に進む方向です。しかし、心身ともにつらいのが本音です。毎日
の注射は痛いし、腹部の張りや痛みにも耐えなければなりません。（2013.11.25）

柘植あづみは顕微授精を例に挙げ、男性に不妊原因があっても施術対象が女
性になるという「ジェンダー・バイアス」を指摘し 13）、三成美保も「妻にな
んら不妊原因がない場合でも、夫の不妊症を『治療』するために、妻の身体が
利用された。妻は排卵誘発剤を投与され、複数個の卵を採取され、胚移植を受
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けなければならない」と述べる 14）。自身に原因がないのに、侵襲を伴う処置
を受けなければならない点は、たしかに不満に感じられるだろうし、

［2010.03.16］の男性相談者のように、「私のせいで妻の人生を狂わせ、精神的
にも肉体的にもつらい治療を受けさせることになりました。妻を母親にさせて
あげられず、申し訳ない気持ちでいっぱいです」と、これが男性側の罪悪感に
も繋がっていく。

もっとも、男性側の身体侵襲が皆無というわけではなく、顕微授精の際、精
巣を切開して精子が回収されることもある。泌尿器科医の石川智基は「術後の
痛みについて男性の方は特に心配になるでしょう。実際のところ精巣の外側に
ある精巣白膜というのが猛烈な下腹部の痛みの原因箇所となります。この精巣
白膜の切開距離はほぼ 3mm 程度ですので、術後 1 日程度は下腹部に響くよう
な痛みがありますが、軽いことがほとんどです。この切開距離が長ければ長い
ほど、痛みは大きいように感じます」と解説している 15）。ダイアモンド✡ユ
カイは、「想像しただけで脂汗が出てくる。平たくいうと、玉袋をメスで開いて、
金玉に注射針を直接ぶっすり刺して組織をほじくり出すわけだ。男性の読者諸
君。君たちなら、おれが感じた恐ろしさを理解してくれるよな？」と、精巣を
切開する手技について医師から提案を受けたときの恐怖体験を語っている 16）。

もっとも、不妊治療に伴う身体的負担は 1990 年代にはじまったわけではな
く、戦前期から開腹を伴う侵襲性の大きな手術は行われていたし、1960 年の『主
婦之友』にも、「手術のあとは思わしくなく、熱を出したり傷口が化膿したり、
いたんだり、退院後も水戸の実家から病院がよいの毎日がつづきました」とい
う子宮の位置異常のため不妊とみなされ手術を受けた女性の体験談が掲載され
ていた 17）。排卵誘発や体外受精の際の採卵に伴う身体への侵襲は比較的新し
いことだとはいえ 18）、1990 年代以降に不妊治療の身体的負担が顕在化しただ
けである点は指摘しておく必要があろう。男性側についても、顕微授精のため
に精巣から直接精子が採取されるようになったのは最近のことだが 19）、それ
以前にも、1950 年代から造精機能を調べる目的で精巣組織の採取が行われ、
それには 痛が伴ったようである 20）。

自身に原因があり、妻の治療負担への罪悪感があるからこそ、男性は恐怖を
想起させる措置にも応じていくという面もあろうが、それを回避する、あるい



121

は、それをしても妊娠・出産に結びつかないというパターンもありうる。回避
戦略には、不妊治療に消極的な男という属性が付されうるが―もちろん、消
極的な理由は身体的侵襲への恐怖感のみで説明できるわけではない―、これ
は「子の有無、不妊治療に対する男女の温度差」という形で顕在化する。

（3）子の有無、不妊治療に対する男女の温度差
「夫が原因で妊娠・出産できないことの恨み、とまどい」で言及したように、

女性の妊娠・出産役割の内面化とも関わるが、子の有無、そして不妊治療に対
する男女の温度差は語られ続けてきた。

夫は「子供などいなくても、夫婦でしっかり暮せばよい」と言い、私が子供の
話をするといやがり、しまいには怒りだします。（1976.05.31）

私としては、ぜひ夫に治療を受けてほしいのですが、夫はその気がないらしく
知らん顔です。私が重ねて頼みますと「そんなに欲しがるなんて異常だ」と怒
ります。（1978.05.27）

「子供のいないのがそんなにいやなら、出て行こうと別れようとお前の勝手だ」
と申し、私の寂しさをわかってくれないみたいです。（1980.05.21）

「実は射精できない」と言われました。独身の時からだそうです。病院に行く
ように勧めても、しぶるだけです。診察していただくとすると、何科に行った
らいいのでしょうか。このような病気は治るものなのでしょうか……夫に対す
る不信感から離婚まで考える毎日です。（1990.05.28）

原因は夫にあることから、夫は医師に泌尿器科へ行くよう勧められましたが、
「恥ずかしい」と言って行こうとしません。夫の両親は私にばかり「病院に行っ
てるか」「子供のできないような息子を産んだ覚えはない」「食べ物が悪いので
はないか」などと言います。夫にそのことを言っても「早く孫の顔が見たいん
だろう」とまるで他人事で、私が傷ついていることもわかってくれません。こ
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のことを除けばいい夫で、夫婦仲もいいのですが。（1993.10.02）

概して、男性よりも女性が不妊治療に積極的であり、たとえ女性不妊のケー
ス、あるいは原因不明のケースであっても、この構造は維持される。直後に引
用する不妊原因不明ケース［1996.10.09］の事例に「どんなに泣いて説得して
も協力してくれません」とあるように、夫は「協力」する立場であり、不妊治
療の主体はあくまでも妻なのである。男性不妊の場合に問題になるのは、妊娠・
出産ができない「責任」が男性にあるとみなされるにも関わらず、「責任」を
果たそうとしないと解釈されることである。

おそらく、男性が消極的になる理由はかなり重層的である。一つには、本当
に子どもの有無に対する関心が低いか。あるいは、「夫が原因で辛い不妊治療
を受けていること」で言及した身体的侵襲が尾を引いているか、それを恐れる
か。もしくは、検査、治療の恥辱体験が尾を引いているか、それを恐れるか。
恥辱経験について、不妊原因不明事例の［1996.10.09］から夫の率直な思いを
うかがい知ることができる。

仕事をしながら不妊治療に通っていますが、原因は分からず見通しがつきませ
ん。主人は優しい性格ですが、内向的でプライドが高く、やっと行ってくれた
不妊外来での診察にこりて「あんな屈辱を味わうなら、子供は要らない」と言
います。それ以来、どんなに泣いて説得しても協力してくれません。（1996.10.09）

検査段階で文字通り男性は全てをさらけ出す―それは女性も同様であるが
―。たとえば、しばしば「男らしさ」と関連付けられる「大きさ」、あるい
は包茎であることにコンプレックスを持っている場合、診療は憚られるだろう。
歌代幸子の不妊男性への取材では、「珍しい症例」だったため、「多くの研修医
や看護師たちの目にさらされ、屈辱的な思いを味わったという」事例が記述さ
れている 21）。さらに、精液検査や触診にとどまらず、精液量が少なく、射精
管閉塞が疑われる場合には、「経直腸的（肛門からエコーのプローベを挿入）
に前立腺付近の形態を超音波にて観察すること」もあるというが 22）、これは
男性同士の性交で、いうならば「犯される」側の経験を想起させうる。つまり、
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診療場面においては「犯す性」というアイデンティティに揺らぎが生じうるの
である。また、後の議論とも関連するが、江原は「男性は、不妊症という問題
を、性的能力という文脈に位置づけがちになる。男性が検査をいやがるのは、
おそらくこのことが影響しているのではないかと思われる。男性は、検査を自
分の性的能力を検査するものとして受け止めてしまいがちなのであり、検査さ
れること自体が『男としてのプライド』を傷つけられることのように感じてし
まいがちなのだ」と指摘する 23）。

精液検査についても、考察が必要だろう。小堀は「夫が精液検査を受けるま
でに数年かかるという夫婦もいますしね」と解説する24）。要するにマスターベー
ションを行うわけだが、これに対する意味付けは、赤川学が詳細に歴史を検討
したように、変遷をたどってきた 25）。すなわち、性欲処理法としてのマスター
ベーションは戦前・戦中期のタブー化から、戦後、徐々に必要なものとみなさ
れるようになっていった。マスターベーションのタブー視を示すエピソードと
して、戦後間もなくの 1950 年代に、夫婦間の人工授精においてマスターベー
ションによる精液採取を夫が拒んだため、病院内の「特別室」で性交を行わせ、
膣内に出された精液を吸い取り、子宮に注入した事例もあった 26）。今日では
マスターベーションのタブー視はなくなったといえども、ダイアモンド✡ユカ
イが「つまり、アレか？オナニーしろっていうわけ？」「検査のためとはいえ、
エロビデオでオナニーする虚しさには耐えられない」と回顧するように 27）、
恥辱体験と認識されること自体に変わりない。

男性が通院に消極的なことについて、石川は「『男のプライド』が受診の妨
げになっていることは言うまでもありません」と指摘する 28）。また、「人生案内」
の回答では、心理学者の大日向雅美は「男性に原因が疑われる場合は検査を拒
絶する夫も少なくありません。不妊の原因が自分にあることを認めるのは男性
性（男らしさ）が否定されるという不安を強く抱くからだと言われています」

（2004.07.31）と述べる。つまり、「男のプライド」や男性性の喪失という観点
から検査そのものを恐れるのか、検査結果を恐れるのか、という二重の恐れが
存在しているといえるのだが、単純に「子どもが欲しい」という願望と恥辱経
験（の予想）等を比較衡量した結果、通院に積極的になれない面もあるだろう。

他方、夫が治療に「協力的」であったとしたら、別の問題が浮上する。江原
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は、不妊が女性の問題として構成される社会通念によって、不妊治療を行う病
院が「～産婦人科病院」や「レディス・クリニック」で行われることになり、
これによって男性の足がいっそう病院から遠のく事態に至っていると指摘す
る 29）。しかし、子がほしいという積極的な理由、妻への罪悪感という消極的
な理由のいずれにしても、男性の足が病院に向かうことになれば、その分、妻
は治療による精神的・身体的苦痛を引き受けなければならない。逆にいえば、
夫の「非協力」により精子が得られなければ、体外受精、顕微授精はできない、
しかし、体外受精、顕微授精に伴う身体的、精神的侵襲を女性は引き受けなく
ともよいのである。

（4）非配偶者間人工授精
夫の精子による妊娠可能性が途絶えた際、選択肢として浮上するのが戦後間

もなく日本に導入された非配偶者間人工授精である。しかし、提供精子を使用
するという意味において、この選択肢には様々な評価が下される。相談者の女
性の語りをみてみると、大きく二つのパターンに分かれる。一つは、夫が主導
するが妻は積極的になれないパターンである。

主人は毎日ホルモン注射をしていますが、もし、これでも出来そうもなければ
人工授精をしようといいますが、私はいやです。生きる望みを失った私は、何
度死のうかと思ったか知れません。（1957.08.12）

人工授精という方法も考えてみましたし、事実、夫はこれを強く望んでいるの
ですが、私ども夫婦の間柄ではそれも自信がないのです。（1978.08.18）

わざわざ身の上相談欄に相談しているので、相談者の女性は非配偶者間人工
授精に否定的、もしくは迷っている。精子提供者の匿名性や、非配偶者間人工
授精を受けたことを夫婦の間で留めておくよう求められてきたこととも関連す
るが 30）、金城清子が「医師と夫婦さえ秘密を守れば、男性不妊の事実を隠蔽
し不妊でない夫婦として、伝統的なイメージに適合した家族を形成できる……
DI は、日本でも、外国でも、夫の不妊の隠れ蓑として秘密に実施されてきて
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いる」と指摘するように、夫が自身の不妊を隠蔽するために、妻の意に反して
非配偶者間人工授精を強いる、というパターンもあったと考えられる 31）。

他方、女性が主導するパターンもあり、これには妊娠・出産役割の内面化が
関わっていよう―ここに挙げた事例では、夫の反対、あるいは消極的容認、
もしくは義父母の反対が語られている―。

私としては自分に異常がないのですから、どうにかして子供を産みたいのです。
人工授精も考え、これには夫も同意してくれたのですが、もし夫と別れた場合、
父もわからぬ子を育てるのはあわれでもあり、気持の整理がつきません。

（1978.02.07）

私たちはとても子供好きですが、主人は、養子や非配偶者間人工授精ではいや
だと言っています。（1984.03.15）

私はドナー法（非配偶者間人工授精）で子供を産みたいと思いました。最初、
夫はこのまま二人で暮していきたいと言っていたのですが、私の気持を理解し、
産んで育てようと言ってくれました。しかし、夫にとっては血のつながらない
子になるわけで、本当に私のわがままを通して産んでもよいものかどうか迷っ
ています。（1992.07.23）

医師には、非配偶者間の人工授精を勧められましたが、義父母に「血のつなが
らない子はいらない」と反対されました。（2000.07.29）

夫が無精子症のため、長年、治療と話し合いを続け、結果として、三年前に非
配偶者間の人工授精で子どもをさずかりました。夫は子どもをかわいがり、ほ
ぼ満点の父親です。ただ最近、一人っ子なのがかわいそうになり、「二人目も
同じ方法で」と夫に聞いてみたら、「もう、一人でいいよ」との返事でした。
結婚前から私は子どもは三人は産みたいと思っていました。自分は健康なのに、
夫のせいで産めない不幸な人生になっています。（2004.02.19）
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1940 年代から 50 年代にかけての産婦人科医の言説を分析した由井は、非配
偶者間人工授精は夫に原因があり妊娠・出産役割を遂行できない女性の救済手
段として位置づけられていたことを指摘したが 32）、女性が主導するパターン
はこうした指摘と親和的である。この場合、夫は非配偶者間人工授精に同意す
ることはあったとしても、それは消極的容認である。その背景には、ここまで
の議論で度々言及してきた男性の罪悪感、すなわち、妻に妊娠・出産役割を担
わせられない罪悪感、妻に不妊治療の負担を引き受けさせる罪悪感の存在が示
唆されよう。

（5）性交不能と子がいないことの悩み
「はじめに」で言及したように、先行研究ではしばしば生殖不能の男性が性

交不能とみなされることに葛藤を覚えることが指摘されている。しかし、泌尿
器科医の岡田、石川、小堀の書籍では、性交不能、すなわちインポテンツも不
妊原因の一つとして語られているし、戦前期からの泌尿器科学の教科書も同様
であった 33）。「人生案内」でも夫の性交不能により妊娠できない女性の悩みが
掲載され続けてきた。

いまだに肉体関係を致しておりません……子供の 1 人ぐらいはほしいと思いま
すのに、こんな有様ではいつになって恵まれることかわかりません……夫は性
的不能者なのでしょうか。いっそ別れた方がよいのでしょうか。（1953.08.12）

夫が不能者だということを知りました。その後はずっと夫は治療を続けていま
すが、まだ効果があがりません……親類が 2、3 集まって相談の上、離婚する
よう私に申しますが、私としてはどうしたらよいかわからなくて困っています
……子供も望めないと私の未来は余りにも暗い気持ちに閉ざされます。

（1956.09.19）

子供がほしいからと頼むのですが、夫はいっこう応じてくれず、けんかの末、
暴力を振るわれることもあります……私はまだ子供がほしいのです。いままで
に、なんどか別れようかと考えました。（1975.12.22）
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（男性本人からの相談）ストレスのせいか不能になってしまいました。以来、
妻とは一度も夫婦関係がありません……先日「子供もほしいし、病院に行って
きちんと治してくれないのなら離婚したい」と言われ、大変ショックでした
……病院に行くのにはとても抵抗があります（1995.06.05）

転勤などのストレスで四年ほど前から性的に不能になってしまいました……そ
ろそろ子供もほしいですし、ずっと今の状態だったらどうしようと考える毎日
で、健康まで害してしまいました。（1996.05.09）

夫に聞くと、「疲れがたまって、だんだん性的に不能になった」と告げられま
した。私は夫に同情し、夫も私に対して「申し訳ない」と言います。でも、私
としては二人目の子どももほしいのです。夫と何度も話し合い、治療してほし
いと頼みましたが、「男のプライド」のようなものが邪魔するのか、病院には行っ
てくれません。（2000.09.27）

結婚して十五年になりますが、夫とのセックスは新婚時代に一、二度だけで、
その後まったくありません。夫に病院に行ってほしいと何度も頼み、一年前、
やっとのことで専門医に診てもらいました。その結果、心因性の機能不全と診
断され、治療を続けています……今でも、夫を愛しており、人格的にも尊敬し
ていて、関係が回復することをひたすら望んでいます。でも、なぜもっと早く
治療してくれなかったのかと思うと、胃が痛くなり、夜も眠れなくなります。
年齢的に出産も限界になりつつあり、最近では、真剣に離婚を考えるようにな
りました。（2002.05.14）

上記の相談事例には、性交ができない（応じてもらえない）悩みと、それに
伴い子どもができない悩みが混在して語られている。また、生殖不能の男性が
通院に消極的であることと同様、性交不能の男性も積極的に受診行動をとるわ
けではないようで―インポテンツが医療化していることを同時に読み取るこ
とができる―、これも妻の悩みとして構成される。泌尿器科医の白井将文ら
が 2000 年に行った調査（男性 2034 名、女性 1820 名が回答）によると、男性
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回答者の 29.9％が ED を自覚し、女性回答者の名の 30.1％がパートナーの ED
を認識しており、医療機関に相談したのは 4.8％であり、「日常生活にさほど影
響がない」「困ったことがない」「セックスに関心がない」「恥ずかしい」「どこ
の病院に行ったらよいかわからない」などが、医療機関を訪れない理由、ある
いは、受療阻害要因として語られた 34）。もっとも、生殖不能の場合と異なり、
治療対象は男性に限定されるので―妊娠・出産のみが目的で、性交不能の治
療を放棄し、生殖補助技術に頼る場合は女性も関与せざるを得ないが―、女
性身体への侵襲はさほど問題にならない点には留意が必要だろう。

こうした悩みに対する回答は、1960 年代を境に大きく異なる。50 年代の回
答をみてみよう。

精神的に異常なのか、肉体的に不能者なのか、いずれにしても妻をめとる資格
のない男性です……医学の力でもいかんともなし得ぬ夫ならば、それを秘して
結婚した男を憎み軽蔑して早く離婚なさる方が賢明でしょう。不自然な妻の座
から勇気を出してたち上って下さい。気の毒な夫だという考え方もありますが、
妻の幸福を度外視して方便に結婚した男は許してはなりません。（1953.08.12）

（美川きよ［作家］）

結論から申上げますと私もお姉さんや、ご両親のおっしゃること（離婚）が当
を得ているように思います……結婚は心も肉体も相和してこそ健全な形。

（1956.09.19）（戸川エマ［作家］）

上記は別々の回答者の語りだが、双方とも子どもができないことよりも性交
不能であることを問題視し、離婚を勧める―生殖不能のみが問題化されてい
る事例では、不妊原因が男女どちらにあろうとも、時代を問わず回答者から離
婚は否定される傾向にある―。性交不能がより問題化されることは、1950
年代の独身男性の相談事例からも読み取れる。

5 年前、ある事情から（不行跡のためではない）生殖の道を断たれました。性
欲は常人と変わりませんが前途を考え、あるときは自殺さえ考えました……縁
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談もありますが相手に性的満足は与えられても女性の究極の目的が子宝を得る
ことにあり、結婚の目的が子孫の反映のためにありとすれば、相手を不幸にす
るような結婚は罪悪とも思われます。（1951.03.12）

ここで、相談者の男性はわざわざ「性欲は常人と変わりません」と断ってお
り、それに対して回答者の山本杉（医師）も「自然はあなたから性欲まで奪お
うとはしなかったのですから、その欲望の中に生殖するのではないから罪悪だ
などと考えずに正直に人間のよろこびにひたることを幸福だと思えばよいので
はないでしょうか」と答えている。1960 年代でも、子の有無には言及されず
夫の性交不能を悩む相談に対し、回答者の木々高太郎（生理学者）は「現在の
常識からすれば不能を隠して結婚することは一種のサギにもひとしい行為で
す」（1964.02.06）と断罪している。

この時代の「人生案内」の回答は、「民主的」な「近代家族」を展望した当
時の家族論の影響を強く受けている。たとえば、渡辺秀樹・池岡義孝監修「戦
後家族社会学文献選集」第Ⅰ期第 4 巻の北村達『近代家族』（1955 年→ 2008 年）
には、「夫婦の愛着は性的差異に基づくものであり……夫婦は自由に性的欲望
を満足出来るのである……近代家族では此の機能が前面に押し出して、夫婦の
中心的機能となつている。又此の性的機能は排他的、独占的な点で、夫婦関係
の安定を図つている」「近代家族に於ける性的機能は直ちに生殖的機能を伴う
ものでないが……夫婦は共同の子を持つ事によつて、夫婦生活の単調から救わ
れようと考えるであろうから、大部分は妻の愛する夫を通じて、子を得たいと
考えるだろう。結婚生活に於ては恋愛時代の様に燃える様な情熱を持ち続ける
事は不可能である。次第に情熱は冷めて、不安定から安定化した生活となるが、
此の時に起る倦怠感を救つて呉れるものは子供であり」という記述がある 35）。
こうした議論に従えば、子どもができないことよりも、性交ができないことが
問題になるのである。

相談者の語りでは、その後もしばしば離婚に言及されるが、1970 年代以降
の回答者の語りは、相談者をたしなめるようになる。たとえば、［1975.12.22］
で平井富雄は「子供を産みたいのは母性本能でしょう。性のいとなみの喜びを
味わいたいのは女性本能でしょう、その両方が満足されない悩み、それがあな
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たの心も混乱を招いているのです……夫婦とは『性』のみにもあらず、『子供』
のみでもないことをお忘れなく」と語っている。
「男性性」の喪失という観点では、あくまでも「人生案内」という言説空間

に限定してのことではあるが、生殖不能よりも性交不能で問題にされてきた。
生殖不能を男性性と関係づける語りは、2000 年代の大日向雅美の回答にみら
れるだけである。他方、性交不能については、大日向が「勃起（ぼつき）を『男
らしさ』と結びつけてきた文化は男性をも苦しめてきました。セクシュアルコ
ミュニケーションの形はひとつではありません」（2002.05.14）と指摘するほか
にも、「男の資格がないのか」（1956.12.15、子どもの有無は問題化されていな
い事例、妻からの相談）、「（夫から）『男性としての能力がダメ』と告白された
とのこと」（1987.02.27、妻の母からの相談）、「男として、人間として終期が来
たのかと寂しく落ち込むばかりです」（1998.03.24、子どもの有無は問題化され
ていない事例、66 歳の男性からの相談）と語られているように、しばしば男
性性が問題化されていたのである。

4．おわりに
本稿では主に不妊男性を夫に持つ女性の語りを検証してきた。ここで示され

たのは、第一に、たとえ男性中心社会から半ば強要されてきたものだとしても、
妊娠出産役割を内面化している女性の言動が、不妊男性への抑圧としても作用
してきたことである―もちろん、子どもを産んでもらい、育てることを自身
のライフプランに組み入れている男性もおり、女性の心情とは無関係な次元で
苦悩を抱える不妊男性もいる。そして、生殖不能を男性性の喪失と捉える男性
もいる―。そして第二に、性交不能の悩みは生殖不能の悩みを包含する悩み
であることである。

一点目に関して、男性が不妊の抑圧から解放されたければ、生殖に無関心で
あればよい、あるいは、生殖から目を背ければよいのかもしれない。幸いにも？
生殖の問題が女性の問題と位置づけられているからこそ、近年、その傾向が変
わりつつあるとはいえども、男性がこの戦略を駆使するハードルはさほど高く
ない。そのため、意識的であれ無意識的であれ、多くの男性がこの戦略を駆使
してきたのだが、無関心が不妊治療に消極的な態度に繋がり、それが妊娠・出
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産を目指す（妊娠・出産を促す外圧にさらされる）女性を苦しめてきた面もあ
る。しかし、近年では不妊治療、特に体外受精や顕微授精に伴う女性身体への
侵襲性が問題化されているように、不妊治療に「協力的な」男性は、パートナー
の女性に侵襲性を引き受けさせなければならない。このことに対して、憤りを
感じる女性の相談が「人生案内」に掲載されていたし、男性側も罪悪感を覚え
てきた 36）。場合によっては、男性の方が女性よりも不妊治療に積極的である
がゆえに、女性の意に反して身体侵襲を引き受けさせることすらありうる。つ
まり、男性の無関心は、実は不妊治療に伴う侵襲性の経験を男女双方について、
回避させる戦略でもありうる。

このことは何を示唆するか。近年の少子化対策の文脈で不妊治療が重視され、
そこでは男性側にも不妊原因が存在することが強調されている。たとえば、
2015 年に妊孕性と女性の年齢をめぐるグラフが批判された高校副教材でも 37）、

「これまで不妊は女性側だけの問題と誤解されがちでした。しかし、……女性
に限らず、男性のみ、男女両方に原因があることが分かります」と記述されて
いる 38）。副教材はリプロダクティブライツ／ヘルツに基づき、つまり、女性
身体の管理への異議申し立てという観点から批判されたのだが、男性身体も管
理対象化されているのが近年の状況である。それに伴い、男性が「生殖する性」
としての自覚を強め、生殖に積極的になったとしても、女性の関与なしには生
殖できない。したがって、「国家→女性」のみならず、「国家→男性→女性」と
いう形が加わり、結局は女性身体の管理が強化されていくのである。

二点目に関して、従来の男性不妊を主題とする研究では生殖不能と性交不能
は区別されてきた。もう少し精確にいえば、従来の研究が対象にしたテクスト
やインタビューデータでは、生殖不能の男性自身が、性交不能ではない点を強
調してきた。しかし、「人生案内」に登場した性交不能男性の妻の語りでは、
性交ができないことのみならず、子どもができないことも問題と位置づけられ
てきた。また、男性性との関係では、生殖不能（精子の不在）よりも性交不能
が問題化されてきた。男性向け週刊誌を紐解けば、生殖と切り離れた形で性欲
を刺激するような記述、写真が頻繁に登場しており 39）、性欲を充足させるた
めに必要なのが勃起である。「社会的な言説が、性と生殖とを分離しうるもの
として構築し、性から分離された生殖を胎胚・妊娠・出産／中絶という女性特



132

有の問題と構成して、男性を生殖から切り離すのである」という沼崎の指摘が
示唆するように 40）、男性向けの言説空間において子どもができないことより
も性欲を充足できないことの方が重大な問題になりうる。男性にとって、性交
はできるけれども、子どもはできないというパターンよりも、性交もできない
し、子どももできない、というパターンの方が問題で、後者の場合、とくに性
欲を充足できない面が重要になってくるのではないか。しかし、性交不能であ
ろうとも、マスターベーションができれば、あるいは、理屈の上では精巣を切
開して精子を回収できれば、生殖補助技術を使用して子どもをもうけることは
可能なので、近年では奇妙なねじれが生じているといえるかもしれない。

付記：本研究は科学研究助成事業「戦後日本の男性不妊と男性性に関する歴史
研究」（研究代表：由井秀樹、15K21496）の助成を得て行われた。
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検査される男性身体の歴史
─ 1930年代の学校と軍隊でのM検を中心に

澁谷　知美

１．問題
［目的］　この原稿の目的は、1930 年代の学校と軍隊での M 検の事例を手が

かりに、次の問いを明らかにすることである。「男性の不妊と生殖をとりまく
現代の諸現象は、男性の身体史からみて、どのような意味を持つのだろうか？」
［現状］　ここ数年、男性の不妊と生殖をめぐる領域がにわかに活性化してい

る。昨年、厚生労働省は日本ではじめての男性不妊にかんする当事者への実態
調査に乗りだした。男性不妊治療にも、補助金を出す自治体が増えている。小
錦八十吉、ダイアモンド✡ユカイといった男性著名人が自身の無精子症を公に
しながら、精液検査に及び腰な男性に病院に行くよう呼びかけている（『朝日
新聞』2016 年５月 15 日、2017 年１月 12 日）。『週刊東洋経済』が昨夏に組ん
だ特集「『子なし』の真実」には、「不妊は男性にも原因あり」と銘打たれた記
事が４頁に渡り掲載された（2016 年７月９日号）。

昨年５月、性具メーカーの TENGA が家庭で手軽に精液検査ができるキッ
トを発売したところ、一時、売り切れになるほどの反響を呼んだ。『男性不妊症』

（石川 2011）、『男を維持する「精子力」』（岡田 2013）、『妊活カップルのための
オトコ学』（小堀 2014）、『俺たち妊活部』（村橋 2016）といった男性の不妊や
生殖に焦点を当てる一般向けの書籍が刊行され、読者の好評を得ている。

社会は猛烈な勢いで、男性の不妊や生殖に関心を注ぎはじめている。そして、
男性たちも一定の反応を見せている。「自身の不妊症の可能性や、生殖に向き
合おうとしない」といわれてきた男性の姿は、一昔前のものになりつつある。
［問いと手順］では、上記に示したような、男性の不妊と生殖をめぐる一連

の現象は、男性の身体史からみて、どのような意味を持つのだろうか。この問
いを、次の手順で明らかにする。①男性性器露出検査である M 検の 1930 年代
の事例から、「検査される男性身体」がどのように扱われていたのか、その特
徴を抽出する（澁谷 2009、2013 に依拠する）。②抽出された特徴と共通するも
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のが、現代の男性の不妊と生殖をめぐる現象にも見いだせるのか、検討する。
③各現象を総括し、上記の問いに答えを出す。
［excuse］男性不妊をめぐる言説については、登壇の依頼を受けたのち、限

られた時間で縦覧したのにすぎない。資料は狭い範囲から採取してきているこ
とをご理解いただきたい（３大紙のデータベースで「男性　不妊」で検索し、
2014 年以降の主要な記事を拾った。さらにいえば、今回の発表では、朝日新
聞社系のメディアからの引用が多くなった。もちろん他意はない）。

２．  「検査される男性身体」の特徴とは―1930 年代の学校と軍隊でのM検
から

２－１　M検とは
男性器露出検査のこと。日本ではじめて行われたのは、1871 年の大阪兵学

寮での日本初の徴兵検査であると推察される。徴兵検査で行われたほか、20
世紀はじめには高等学校の入学試験にも導入された。東京帝国大学教授の井上
哲次郎が 1906 年に次のような文章を発表している。

　  「〔第一高等学校志願者 5,110 人のなかに 13 人の花柳病＝性病患者が見つ
かったことについて〕例へは熊本の高等学校抔に於ては、従来裸体にして
体格検査を行って来たものであります、〔中略〕〔東京の〕第一高等学校に
於ては、今年始めて裸体にして検査をしたのであります、それで意外に
十三名も花柳病患者を発見した」（井上 1906: 67）

井上の文章からも分かるとおり、M 検の目的は、受験生が性病に罹患して
いないかどうかを見ることである。が、同時に、性病に罹患するような行いを
する「下賎な人物」でないかどうかも見ていた（当時、性病罹患の主な経路は
登楼＝買春と考えられていた）。

徴兵検査における M 検は戦争とともに終了したが、大学の入学試験や、入
社試験における M 検は戦後しばらくまで行われた。東大では 1957 年まで、神
戸大学教育学部では 1960 年代半ばまで、航空大学校や松山商科大学では 1970
年代前半まで、行われた。各大学が廃止の理由を明言した資料は確認されてい
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ないが、おそらく「人権への配慮」だと考えられる（澁谷 2013: ４章）。ある
鉄道会社の入社試験で 1964 年に行われた M 検が、受験者によって人権擁護局
に告発され、是正指導が行われている（澁谷 2009）。

２－２　M検にみる「検査される男性身体」の特徴とは
では、「検査される男性身体」の特徴として、1930 年代の学校と軍隊の M

検の事例から、どのようなものが抽出できるだろうか。それは、すくなくとも
３点にまとめられる。
特徴①　「生産性」と結びつけられる　M 検が行われるのは、学校において

は入学時、軍隊においては入隊時であった。入学かなった学生が将来なるであ
ろう職業人も、兵士も、生産性の発揮を求められる「働く身体」である。「働
く身体」として生産性を発揮しおおせる心身を持っているかどうかが、M 検
によって調べられた（澁谷 2013: 513-22）。以下の問答はそのことを示す好例で
ある。

　  「（問）海兵等の『局部検査』は、地方でも東京の様に大つぴらですか？（弱
心臓）／（答）大抵『大つぴら』です。軍人にならうとするものが、処女
の様な『はにかみ』をもつてゐる様では、戦争は出来ませんからね」（『受
験旬報』1938 年６月上旬号: 120）

男性身体の「再生産性」＝生殖能力は、M 検ではほとんど考慮されなかった。
たしかに、M 検は性病の有無を見る検査であり、当時の医学言説において、
性病の害として「不妊」が挙げられることはあった。が、それは数ある害のう
ちの一つでしかない。そもそも、M 検では、小便を採取されることはあって
も精液を採取されることはなかった。
特徴②　性的健康の自己管理を促される。　じつは、学校の入学試験での

M 検の実施率はさほど高くなかった。高等学校で 17％ほどと推定される。た
だし、そのことは受験生たちが M 検を意識しなかったことを意味しない。じっ
さいの実施率に反し、受験雑誌上では、ほとんどの高等学校が M 検を実施す
ることを表明していたため、受験生たちの関心を引いていた。健康相談欄には、
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M 検とは何かを問う読者からの質問が定期的に掲載されている。

　  「（問）局部検の場合、弱小は合否に関係いたしますか？（三八生）／（答）
全然と云ついても良い程関係いたしません」（『受験旬報』1936 年 11 月下
旬号: 93）

　  「大きいとか小さいとか、よく心配されていゐる方が居られますが、大き
からうが小さからうが、とに角、いまはしい

4 4 4 4 4

病気さへなければ、大小なぞ
は検査官は気にかけてゐない様な見方です」（Y・M 生 1937: 36）

　  「（問）自涜経験者は、局部検査の場合見破られますか？（悩生）／（答）
回数が少く健全な発達をしてゐるものなら殆ど判りませんが、その他のも
のなら、大抵結果が形の上に現はれてゐますから、一見して直ぐに判りま
す」（『受験旬報』1938 年６月上旬号: 120）

性器のサイズは見ないが、病気の有無は見られて合否に響き、自慰癖も見破
られる。そんな回答を前に、ほとんどの受験生が性的身体の自己管理に励んだ
だろう。そこでは、図 1 のような「自己管理」のループが形成されていたと考

図１　Ｍ検実施率の低さが引き起こす「自己管理」のループ
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えられる（澁谷 2013: ４章）。
特徴③　「モノ」扱いされる　徴兵検査やそれに準ずる検査での M 検で、青

年たちは手荒い扱いを受けた。ある医官は、局部に不具合を持つ受検者にたい
して、わざと大声で「ホーケー」と叫んだ（内田 1957: 93）。また別の検査官は、

「お前、包茎か」といって青年の股間をもてあそんだ（笹岡 1976: 86）。外村繁は、
徴兵検査の予備検査を受けにいった町医者で、「ひどい包茎だね」と医師に指
摘されたことを、恨みとともに書きとめている（外村 1960 → 1962: 266）。

手や検査票などで陰部を隠す、という人間らしい動作をうっかりしようもの
なら、M 検への抵抗ととらえられ、制裁を受けた。監督者にどやされたり（長
野 1976: 78、水野 1982: 155）、別室に連れていかれて、上官にしたたかに殴ら
れた（岡崎市郷土資料館 2003: 6）。

羞恥心という人間らしい感情が無視されることも少なくなかった。若者たち
が M 検を受ける様子を、若い看護婦や国防婦人会の女性たちが見ていたので
ある。「今年はうら若い看護婦さんが立つてゐます。小生もこれには少なから
ず度肝を抜かれました」（防長 1938: 84）と、山口高校の受験生が動揺を書き
とめている。金沢医科大学附属医学専門学校の受験生は「看護婦が沢山ゐるか
ら尚テレルよ」（『受験旬報』1941 年２月号: 159）と座談会で述べている。愛
知県岡崎市で徴兵検査を受けた男性は、「検査場には国防婦人会の人がずらーっ
と一列に並んで検査を見ていた。素っ裸にされて、前も尻の穴も全部調べられ
てさ、あの時は今度生まれるならば女に生まれたいと思った」と当時を回顧し
ている（岡崎市郷土資料館 2003: 6。強調引用者）。「男」になるための儀式な
のに、「今度生まれるならば女に」と受検者に思わせてしまう皮肉さが、M 検
にはあった。

手荒い扱いや、人間らしい動作や感情が否定される経験をつうじて、受検者
たちは自己の身体が「モノ」であることを思い知らされる。兵役経験者で、ゲ
イ・ポルノ小説家の笹岡作治は、全裸で身体検査の全行程を受けさせられ、さ
まざまな凌辱にあった入営初日の所感を次のように書きとめている。

　  「軍人の第一歩は、わかもの特有の羞恥心を追放し、物質としての
4 4 4 4 4 4

自らの
肉体に忠実になることである」（傍点引用者。笹岡 1976: 86）
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３．  「検査される男性身体」の特徴は近年の男性の不妊と生殖をめぐる現象に
見いだせるか

1930 年代の M 検にみる「検査される男性身体」の特徴は、近年の男性の不
妊と生殖をめぐる現象にも見いだすことができるのだろうか。答えを先取りす
ると、特徴①については見いだせないが、②③に類似するものは見いだせるよ
うだ。
現象①　男性身体が「生産性」ではなく「再生産性」と結びつけられる　当

然のことながら、不妊と生殖をめぐる現象が注目しているのは男性の再生産性
＝生殖能力である。その点において、M 検とはまったく性格が異なる。

ただし、女性が再生産性と結びつけられているの同じ形で、男性も再生産性
と結びつけられているのかというと、そうではない。男性の再生産性には「男
らしさ」と「力」の意味づけがなされる。男性不妊専門医の岡田弘は、自著『男
を維持する「精子力」』の冒頭で、「本書のタイトルを、『男性不妊』ではなく『精
子力』という言葉にさせていただいたのは、元気がなくなっている男性不妊患
者さんとその大切な分身である精子を応援するためである」と説明している（岡
田 2013: はじめに）。
現象②　男性たちが性的健康の自己管理を促される　精子セルフチェック

キットの人気は、生殖を意識しての性的健康の自己管理が男性たちの間で広が
りつつあることを示している。メーカーは、「若いうちから」男性をして自己
の精液に「興味」、「気づき」を持たせ、何かあれば病院に赴かせることを商品
のねらいとしてはっきり打ち出している。

  「マスターベーション補助具は 30 ～ 40 代が中心だが、メンズルーペの購入
者は３分の１が 20 代。『若いうちから自分の精液がどうなのか興味を持つこ
とは、不妊改善にもつながる』〔TENGA 佐藤雅信取締役〕」（『週刊東洋経済』
2016 年７月９日: 68）、「メンズルーペはあくまで雑貨品です。医学的判断は
できませんが、不妊の原因が男性にもあるということを意識していない層に
“ 気づき ” を与えたいんです」（前出の佐藤取締役。秦 2016: 165）、「〔リクルー
トライフスタイル販売の SeeM キットは〕不妊に悩むカップルの『妊活』に、
男性にもより積極的に取り組んでもらおうと開発した。〔中略〕医学的な診



141

断に代わるものではなく、病院での検査へのハードルを下げてもらうのが目
的という」（『朝日新聞』2016 年 11 月 22 日: 6）

さらに、性的健康の自己管理を男性に促すトレンドを、「男の精子も老化する」
言説が後押ししている。

　  「『いくつになっても、男は射精できる限り、子どもがつくれる』と思って
いるとしたら、それは大きな間違いだ。女性の卵子の老化のように、男性
の精子の力も衰えていくのである。／その目安は 35 歳」（岡田 2013: ２章
３節）、「男性も年をとるにつれ、精子ができる際の遺伝情報の複製ミスで、
変異が起きやすくなることがわかってきた。〔中略〕『父親の年齢が子のゲ
ノムに影響して病気のリスクを高める可能性はある』〔脳科学者・加藤忠
史〕」（瀬川 2016: 30）

現象③　男性身体が「モノ」扱いされる　不妊治療において、患者は人間ら
しい感情の一切を捨て、自らの身体をひたすら「モノ」としなければならない。
その様子は、夫婦で不妊治療にはげんだ村橋ゴローの記述にくわしい。とくに
採精室の殺伐とした様子は、男性身体や精子が病院によって「モノ」扱いされ
ていることを示している。

図２　TENGA発売のメンズルーペ
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  「まず採精室のあるフロアに呼ばれると、専用受付の小窓から DVD のリ
モコンが入ったトレイを渡された。100 円ショップで売っている、リモコ
ン入れのケースだ。そして看護婦さんが『どれでも好きなのを何枚か選ん
でお持ちください』と渡してきたのが、十数枚のエロ DVD。しかし
TSUTAYA のアダルトコーナーで物色するのとは違って、ここで時間を
かけてガチ選びするわけにもいかない。そそくさとタイトルも見ずに３枚
ほど選び、採精室に逃げ込んだ。／小部屋に入るとそこは４畳ほどのスペー
スで、壁掛けにされたテレビモニター、その下のラックには DVD デッキ、
ティッシュ、除菌スプレー、ラック下段には 10 冊ほどのエロ本があった。
DVDを自分で選ぶシステム、小部屋のなかのアイテム群の配置。これ全部、
DVD 鑑賞・個室ビデオ店まんまじゃねえかよ！　ソファがリクライニン
グチェアだったら、もう新橋の個室ビデオ店まんまじゃねえかよ！」（村
橋 2016: ２章５節）、「ここはまるで、人を産み出す工場だ。患者は、その
ロボットだ。すべての感情を捨ててベルトコンベアに乗り、子どもができ
るのをひたすら待つ」（村橋 2016: ２章４節）

同種の「殺伐とした感じ」は、精子セルフチェックの体験記にも見いだされる。

  「畳まれたカップを広げ、おもむろにズボンを下げた。観察するための自慰。
なかなかの空しさだ」（秦 2016: 165）

男性不妊専門医の岡田は、否定的なニュアンスながら、現在の不妊治療にお
ける男性を「精子だけを供給すればよい存在」とはっきりと述べている。

　  「〔生殖医療の発展にともない〕不妊治療はその原因が女性にあろうが男性
にあろうが、大規模病院ではなく、産婦人科医が中心である ART クリニッ
クに次第に移っていった。そして、男性は『精子だけを供給すればよい存
在』に貶められたことになる」（岡田 2013: はじめに）

病院のやり方に従うまま、精子だけ提供していたのであれば、男性は本当に
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「モノ」になってしまう。かろうじて男性を「人間」の領域にとどめさせる行
為が、「妻へのサポート」である。最近の不妊治療をめぐる記事には、「妻への
サポート」を男性にすすめる言説が必ずといっていいほど挿入されている。

　  「男性不妊の場合も不妊治療の主体は女性。妻のつらい思いを夫が理解で
きないと、妻はいらだちを募らせてしまいます」、「夫は、妻のつらい思い
を受け止めようと努めることが大切」（生殖心理カウンセラー平山史朗。『読
売新聞』夕刊、2016 年５月 18 日: 8）

　  「不妊の原因が男性にあっても、治療を受ける主体になるのは女性なんだ。
男性にできることなんてほんの少し。〔中略〕僕にできることは、普段通
りの生活をして、彼女のサポートをするだけ。〔中略〕妻にできることは
してあげたい。洗濯などの家事だって、僕にできることはするんだ」（無
精子症であることを公表しているタレントの小錦八十吉。『朝日新聞』
2017 年１月 12 日: 22）

「妻へのサポート」の重要性は強調してもしすぎることはない。ただし、「妻
へのサポート」は、不妊治療における男性の「モノ」としてのありようを、根
本的に変更するものではない。むしろ、男性の「モノ」性を隠蔽し、現在の治
療のありかたを維持することに加担している。

４．結論―再生産領域で進む男性の「モノ」化
当初の問いに戻ろう。「男性の不妊と生殖をとりまく近年の諸現象は、男性

の身体史からみて、どのような意味を持つのだろうか？」
現象①③は、男性の「モノ」化が生産領域のみならず再生産領域においても

進みつつあることを示している。M 検は終わり、生産領域において、直截的
な形で男性身体が「モノ」化されることはなくなった。しかし、男性であるこ
とを理由に過酷な労働を求められて過労死したり、自殺や病気においこまれた
りすることは現代ではめずらしいことではない（男性のみならず、女性もそう
した過酷さを経験しているわけだが）。生産領域における男性身体の「モノ」
化は、終わったわけではない。
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これに加えて、再生産領域でも男性身体の「モノ」化が行われようとしてい
る。しかも、現象②にみるように、一部の男性たちは自らすすんで、「よき精
子生産者」になろうとしている。自己の妊娠可能性に気をつかうことは、これ
まで女性がすることと思われてきた。が、医師が「男性不妊」を「精子力」と
読み替えたように、自らの精子に気をつかい、定期的に精液を採取して自己
チェックをおこなうことは、今後「男らしい」おこないになるかもしれない。

自らすすんで、男性たちが、再生産領域における男性の「モノ」化をおしす
すめている―。男性の身体史から、男性の不妊と生殖をとりまく近年の現象
の意味を引き出すとすれば、これが答えとなる。

この流れをそのまま放置しておいてよいのだろうか。「女性と同様、男性も
不妊と生殖のプレッシャーに苦しんだらよい」のだろうか。男性と不妊／生殖
をめぐる新しい局面を前に、今までにない問いが浮上している。
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コメント 1

中村　　正

大変刺激的な内容だったものですから、それを直ぐにまとめて何かコメント
するほどの力もないし、今聞いたばっかりだということもあるので、的外れな
ことがあるかもしれませんが、お願いします。

由井さんの企画で大変ユニークなセッションだったなと思っています。それ
ぞれの 5 人の方々の発表を聞かせていただきました。私自身は男性性とか男ら
しさの研究はしているのですが、具体的な焦点があるのは暴力のことです。虐
待とか DV とか、それから刑務所なんかでいろいろ立ち直りのわりと臨床的な
こともやっています。そうすると共通にいろんなかたちで性とか生殖の問題が
男らしさと関わって、歪みだったり、過剰だったり、それから欠落だったり。
いろんなことで関わってくるので、その観点からも、面白く聞かせてもらいま
した。それで男性として聞いていると大変寒々しくなってきました。それと全
体を聞いていてですね、端的に印象深くいうと、伊藤計劃さんの SF 小説を読
んでいるような感じがしました。『ハーモニー』とか『虐殺器官』とか、これ
モノ化とかですね。健康でなければならない、ということをかなり強調した
SF です。まあ SF じゃないですよね。現実感をもってリアルに迫ってきたし、
歴史を遡れば当然それは過去にもそんなことがすでにあったし。ということで
文学者の想像力だけじゃなくて、人文科学者たちの豊かな想像力が大変しみじ
みと迫ってきたところです。

全体としていくつか共通にあったようなこともありました。性と生殖を分け
ること、あるいは性と生殖が分けられることで、いろいろ中身が見えてきた。
あるいは逆に言うとそれで最終的にはセックスもできなくて、精子もないとい
う、男性性の中でも多層性が大変よく見えてきて。これはもともと男性性研究
の中ではコンネルさんという人の議論でヘゲモニックなマスキュリニティって
いうのが中心的にあって、そことの差異化あるいは関係付けで、いろんなタイ
プの男らしさ像がでてきた、ということです。

それともう一つだけさらに紹介しますと、今はその軸だけではなくて、もう
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視野に入っているのだろうと思うのですが、ユニークな言葉があります。プレ
カリアス（precarious）な男らしさ、つまり不安定なとか、決めにくいとか、
いう意味での言葉です。ヘゲモニックっていうことと、それからそれと関わっ
て従属とか周辺とかいろいろ置いてきたものとは別の軸で、そのように言わざ
るを得ないほどに、やはり男性性というのがある種の虚構性を持っている。そ
れで何らかのかたちで力とか暴力とか、いろんなタイプの物語がそこにくっつ
かないと、男性性が固有に自己決定できない。それをシャワーのように浴びな
がら、男性たち自身もそれを実践してしまっている。社会制度も当然男性性シ
ステムがそこに入り込むので、社会制度も含めてある種の不安定さを補強した
り強化したりするようなものとして、男性性が存在しているという意味です。
ですからヘゲモニックだけではない軸が大変豊かに議論されています。これは
主にですね、精神医学とか、心理臨床とか、メンタルヘルスとか、健康とか、
公衆衛生とか、そういうとこからきている概念です。それで最近の研究ではで
すね、男性性というのは元々フィクショナルなものなのですが、とりあえず多
くの人たちが、これが男性性であろうと思っている素朴理論をたくさん集めて
検証して、尺度を作るわけですね。その中でもメンタルヘルスに否定的な影響
を与えている要素との相関をみていゆきます。メンタルヘルス指標は欝的であ
るかとかですね、ポジティブには、今自分が健康な生活を営んでいると思うか
ですね、それからあと人に援助を求めるか求めないかとか、いくつかメンタル
ヘルス上大事なキーワードを置いて、素人理論的に確定された男性性と相関さ
せてメタ分析をする研究がたくさんあります。それで計るとですね、いくつか
の男性性が取り出されてきます。共通に多くの人が男らしいと、女も思ってい
る、男も思っている。そういうタイプのものが出てきたなかで、メンタルヘル
スにとても否定的な影響を与える男性性の項目が 3 つ浮かび上がってきまし
た。ビッグ 3 とも言われています。ひとつは性的な奔放さです。性的な奔放さ
というのが大変男らしさの神話のようにして、共通にそれも男らしい行動パ
ターンとして取り出されるのですが、そのことが結局はフィクションであるの
で、それと倫理や規範にも反することがあるので、これはそういう倫理を破る
ということが男らしさという面もありますが、実際上は無責任な側面がでてく
るので、メンタルヘルス上よくない、こういうことでとても欝的だったり、そ
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れから絶えず自己満足できなかったり、絶えず女を求めているわけなので、絶
えず自己満足できない自分を作ってしまっている。次は女性蔑視的態度、女性
への態度です。それから援助を求めないこと。このビッグ 3 がですね、とても
今の社会でいう共通に思われている男らしさの内実となります。これをさらに
補うかたちで性の絶倫さとかですね、暴力とか、それから男は黙って相談しな
い。こういう行動様式が出てくるので、それらを捉えて、それはヘゲモニック
なんだろうかという問いかけです。それはヘゲモニックなように見えるだけで、
内実はどうなのか、ということを検討するアプローチがこの概念です。これは
コンネルさんへの批判でもあります。

ということで、私今日澁谷さんにとても前から会いたかったのは、このあた
りのことをですね随分若い頃に批判されて、我々に対して、男性研究を進めて
いた我々に、物凄く大事な論点を投げてくれました。もう 10 年以上前ですけ
どね。その論文（澁谷知美「『フェミニスト男性研究』の視点と構想―日本
の男性学および男性研究批判を中心に」『社会学評論』51（4）（2001 年）、447-
463 頁）、とても印象深く、マスキュリニティーズという複数形を置くだけで
は意味がないのではないかと。そういう批判を受けました。何か大事なものが
隠蔽されていくのではないかなということを、もう随分前の論文ですけど書か
れて、それ以来私も心に留めていたことです。それで最近こういういくつか論
点が出てきて、その中のひとつに今日の性と生殖をめぐる問題がとてもうまく
ヒットしたなと思っています。

その中で、全体聞いていてとても面白かったのですが、もう少し個別的にで
すね、質問を含めてさせてもらうと、竹家さん。最終的に夫婦問題としての文
脈作りが大変大事だっていうこととそれから不妊というものが、男性不妊が顕
在化するのがやはり夫婦というものがないとダメだ、ということで、とても構
築的な話をされたと思います。調査なのでユニークなものが出てくるのですが、
そうするとこれは医療の対象なのだろうかという疑問が、とても強く喚起され
て。で、最初の瀧川さんが随分技術的な話をされたわけですよね。そうすると
これは一体「何問題」として現場では起こっていて、夫婦問題だといえばいう
ほど、医療ではなくなっていく面が出てきたりすると思います。それから私も
心理相談なんかの活動をしている場合で、男性不妊がテーマになって相談に来



149

る場合がありますけれども、DV だったりですね、それからセックスレスだっ
たり、いろんな問題とともにやってくるということなので、病院とは違うタイ
プの相談を、窓口をひらくとですね、全く違う様相で見えてきて、最終的には
離婚するしかないかなということに落ち着いていくケースなんかもあります。
ということで、いったい「何問題」として最終的に語っていけばいいのだろう
かということが、インタビュー調査からとてもよく見えたので、教えてほしい
なということです。

倉橋さんにはですね、メディア研究者らしくとてもインパクトのある、教え
られることも多くて、知らないことも多かったのですが、最終的にヘゲモニッ
クな男性性と距離をとる悩みが書かれていましたよね。それはどのように存在
している男たちを想定してるのだろうかということを、もう少し教えてほしい
と思います。

それと由井さんはですね、最後の方のレジュメで奇妙なねじれっていうのが
出てきました。そうするとこのプレカリアスというのは、プレカリアアートと
いう言葉と繫がっていきます。最下層の労働者たちということの言葉でもある
ようですが。セックスもできない、勃起もしない、精子もないというこの層が
出てきましたよね。それが一番問題ではないかと書かれていたあたりからする
と、やはりそこには性と生殖を分けたがゆえに、下層化されていく、あるいは
貧相化されていくような男性たちが出てきて、この中のマスキュリニティーズ
みたいな複数形がとてもよく見えました。絶倫タイプで頑張って商業主義に
のっていくようなタイプとは違う存在を指摘されていましたよね。奇妙なねじ
れというもののなかで、下層化されていく男性たちの存在を多分念頭に置かれ
ているのだと思いますが、そうするとさっきの倉橋さんのもう少し距離を置く
男性性、多分それはご自分のことも重なっているのかなあと思ったりするので
すが、そこはどんな希望があるのかないのか。それは男性不妊だけ焦点をあて
ればそうですけど、例えば養子縁組とか、別の選択で家族を作るということに、
例えば女性からみた不妊治療はなってくかもしれませんけど、男性がですね、
従来持っている男性規範からすると、子育てに必ずしも責任もたないとか、タ
ネまいて終わりとかですね、そういうタイプの子どもつくる／つくらない、あ
るいはタネがちゃんとそこに機能するかだけではない、というような問題を
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元々孕んでいましたよね。男性性はね。そういうものと抵触するはずなんです
ね。ですので、不妊治療の、ひとつの選択肢として、養子なり里子なり、子ど
もを育てるということに焦点をあてた、別の選択肢があると思うのですが、そ
うすると男性はますますなくなる可能性がありますよね。そこをどう思われて
マスキュリニティーズと称して、プレカリアスなマンフッドの多層性をどう語
れるのか、ということを聞いてみたいなと二人に対しては思いました。

それと澁谷さんには、本は前から読ませてもらっているのですが、この歴史
的な研究をどう生かせばいいか、という観点から聞かせてもらいたいです。M
検とは称していないのですが、私今刑務所で調査しています。性犯罪者たちの
再犯防止教育をしています。そうするとですね、そこには大変特殊な身体検査
様式がついています。玉入れというのがあります。玉入れというのはですね、
運動会の玉入れではないですよ。ペニスに玉を入れているかどうかです。これ
は要するに女性を喜ばせる、そういうタイプの亀頭の形状ですよね。亀頭とペ
ニスの本体ありますよね。玉を入れて、ごつごつを作って、まあ相手を喜ばせ
るという、これもある種の性欲神話みたいなものなんですけどね。それがちゃ
んとあるかどうか、ないかどうか。玉何個って書く欄があるのですが。そうい
うのをやるということは、検査するということですよね。事実として記載する
ような身体検査表があります。これは大変ユニークなんです。そういうかたち
で、部分的にしろ、70 年代まで大学でやられていたということらしいけど。
かたちを変えて多様に存在している可能性が高いです。こういった意味では大
変、それはでも暴力性とか、さっき言った生殖性とか、絶倫性とか、物凄く関
わっている過剰さがそこに出てきます。これはたぶん暴力団関係のタイプだと
思います。そういうことを考えると、男らしさの規範とは大変プレカリアスな
んだけど、とてもヘゲモニックにいきていて、それが物凄く虚構っぽくなって
いて、それを制度が支えたりしていると。それはだから子どもをつくる／つく
らないという性と生殖を分けたのはいいのだけれども、物凄く男性性の中での
多層性を作ってしまっているというのが、今日よく見えました。そういう意味
で、澁谷さんの全体的に特にここがというわけではないのですが、男と女の未
来を考えるうえでもし何か話があれば、もうちょっと話してほしかったなあと
思います。
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ただ男がそういう選択肢が十分につまっていかなくて、結局子どもほしいと
いうとても女性的なその言い方での不妊治療がありますよね。動機付け。子ど
もがほしい。男性のタネをまくという行動は、それはどういう希望や欲望や願
望としてあるのだろうかと。現に男たちが十分イクメンしてないのに、その人
たちが本当にイクメンするのだろうかと。絶倫のイクメンって何だろうなと思
います。というようなことについて、皆さんの研究はどんな示唆を与えるのか
な、という観点からぜひ、澁谷さんには総括的に話をしてほしいなと。男と女
の未来と書いてあったので、お願いしたいなと思いました。

瀧川さんのはそれはもうジェネラルな報告で面白くて、そうすると瀧川さん
との関係でどんな相談としてご自分が話をされているのかという話をしてほし
いなと思った次第です。ちょっと雑 ですが、あっちいったりこっちいったり
しましたけど、男性性研究をしている者からして、とても面白いセッションで
した。とりあえず一旦以上でございます。
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コメント 2

永田　夏来

兵庫教育大学の永田です。今回は大変面白いご報告で、本当にありがとうご
ざいました。始めに企画を聞いた時には成立するのかな、こんなマニアック、
というかニッチなテーマでと思ったのですが、凄く多様でしたね。お話が。私
としても興味深い論点がたくさんあって、とても勉強になりました。私の率直
な感想としては、凄いリアリティがあるなというのが感想です。それは私自身、
最近高度生殖医療に自分が携わっているというのがあると思いますが、技術が
発達していくなかでですね、やはり技術に対してどう向き合っていくのか、自
分の中でどう落としこんでいくのかということって、新しい言説の水平みたい
なのがやはり作られていくと思います。そういう過程のなかでですね、いろん
なお話が出てきていて、男性の不妊ということに、どういう言葉を与えていく
のかという過程が、それぞれの立場で記述されているというような状況なのか
と思います。

私は、できちゃった結婚とか、あとセックスレスなんかの夫婦のインタビュー
調査というのをやっています。その人たちが自分たちの問題というのをどう説
明して、理解し、提示するのかというのをですね、構築主義的な立場から調査
分析しているというのが私の基本的な立場です。それから比べると、やはり男
性不妊の話はまだ定型化していないと思います。例えばできちゃった結婚の話
を聞きに行くと、「いや私は普通なんです、普通に結婚したんです」と、だい
たい皆言います。じゃあ普通って何っていう話になりますよね。あるいはセッ
クスレスの人たちに話を聞きに行くと、「セックスはしてないけど夫のことは
好きなんです」とか言ったりするわけですが、そういう話の仕方が男性不妊で
はできてなくて、それがこれからどういうふうにできあがっていくのかなとい
うところから追っていけるというのが、この研究の面白さなのかなと思います。

それを考えてみた場合に、皆さんに素朴な疑問として二点お伺いしたいなと
思っております。一点目は、一様に男性不妊の話が活気を帯びていますとおっ
しゃっていましたが、なぜ活気を帯びているんでしょうね、というところがや
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はり気になりますよね。
それは私が一つ思ったのは医療技術、不妊治療の技術が発達していって、あ

る種コモディティ化しているところがあって。検査キットが簡単に手に入った
りとか。そういうテクノロジーの発達みたいなものが影響して、というのがも
しかしたらあるのかもしれない。それをどう思いますか、ということですね。
不妊治療というのがある程度一般化していったことによって、女性が不妊治療
を受けるという過程のなかで、今度は男の人をうまく抱きこんでいきたいみた
いなことがたぶん起きていると思います。そういうちょっとこう一周して、再
帰性とまでは言わないですけど、ある種の不妊治療の話みたいなのがひと段落
して山越えたみたいな、そういう不妊言説トレンドみたいなものとの位置づけ
もちょっと気になるかなと思いますので、それぞれのご研究の中から何か思う
ところがあったら教えていただきたい。なぜ帯びているのかということの私の
仮説は、男性ジェンダーが変わってきた。男らしさというものがちょっと従来
から変わってきていて、イクメンとか、あるいはお料理ができたりとか、そう
いういわゆる男らしいというね、マッチョであるということ以外にも、男性性
というものがおそらく成立していると思います。そういう状況があるのかなと
いうのを、私はお話聞きながらなんとなく思いましたけれども、おそらくそれ
に対して論点があると思いますし。なぜ活気を帯びてきているのか、というこ
とについてちょっとお伺いしたいというのが、まず皆さんにお聞きしたい論点
その一です。

もう一つは、それをどう言うのかということですよね。現状の記述のご報告
が多かった、もちろん分析的なところにふみこんで、お話されている発表もご
ざいましたけれども。基本的には記述からスタートしている、というところが
あるのかな、と思うのですが、じゃあそれを今後どう社会学なり、それぞれの
ご専門に引き付けて発展させていくのかなという、今後の可能性みたいなもの
についても教えていただけると嬉しいかなと思います。皆さん方にぜひコメン
トいただければいいかなと思います。

個別にお話をすると、竹家さんのご報告、私２回目ですけれども、何回聞い
ても面白いですよね。ただご自身もおっしゃっていましたけれども、インタ
ビューの状況というのがある程度規定されているなかで、あとインタビューの



154

シチュエーションもわりと特殊な状況で聞いている、という制限の中であって
もやはり、まあそれがだからこそなのかな、というかわからないですけれども、
妻のために頑張るという話が出てきて。これ家族の話にちょっとなっていると
いうところがあるのかなと思います。そうやって考えてみた場合に、先ほどの
お話にも繫がるのですが、男性不妊の話をしているけど、実は家族とか、夫婦
関係みたいなものの話でもあるのかなという気もします。これまでの報告は、
たぶん前回聞いた時も、ジェンダー、男性ジェンダーの語られ方の違いみたい
なところにちゃんと含有されていたと思いますが、夫婦ってこういうものだと
か、つまり申し訳ないとか、そういう夫婦関係に対する評価みたいなところと
いうのが、ある種の問題を付加することによって出てくるみたいな状況もあり
うるのかなと思ったりしました。コメントですけれども。そういう方向性みた
いなところ、家族の話としてこれを考えるということについて何かあったら、
聞かせていただけると嬉しいかなと思っております。ありがとうございました。

倉橋さんはめちゃくちゃ面白かったですよね。生殖能力と性的能力の切断の
ところが非常に興味深いなと思いました。やはり商業言説に注目しておられる
というところから考えてみた場合に、特にダイアモンド✡ユカイさんとか、言っ
ちゃえば凄い元から勝ち組というか、ザ・マスキュリニティみたいなところが
あるわけじゃないですか。お金も持ってるし、ダイナミックな人柄もあるので、
そういう格好悪いところもちょっと出せちゃうところがかえって男らしいんだ
よ、みたいな男性性みたいなのを感じるんですよね。ですので、弱さみたいな
ところというのを強さの説明として使うみたいなコンテキストをちょっと感じ
て。それっておそらく生殖技術に限らず、他のところでもあるのかなとも思い
ます。そういうマスキュリニティみたいなものの提示みたいなことに関して、
他の事象とたぶん接合できるんじゃないかなという気がするのですが、何かア
イデアみたいなものがあったらぜひ聞きたいなと思いました。

あと由井さんですね。由井さんのご報告は、1950 年代の話とゼロ年代の話
が意外に似てたりとかして面白いなと思います。かと思いきや、技術の発達と
か、性病、不妊に対する知識の刷新されていくことによって一部の語りが変わっ
ていくというところも、大変興味深いとは思いますが、やはりその時代の変化
みたいなものをどうアップするのかというところを、ご専門に引き付けてもう
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少し解説していただけると嬉しいかなと思います。ちょっと時間が足りなかっ
たというのもあるのかなとも思って。典型的な語りを5パターンぐらい出して、
それぞれの解説を聞けましたし、報告の中で 60 年代まではこういう話だった
けど、70 年代からこうだみたいな、個別の話はあったと思いますが、全体の
流れみたいなものってどう見るんだというところを、もうちょっと追加で。も
しも見取り図みたいなものがあったら、教えていただけると嬉しいかなと思い
ました。

澁谷さんのご報告は私もご本人に直接話を聞けて、凄く楽しかったです。自
ら進んで良き生産者になろうとしているというところ、大変興味深いですよね。
これってでもたぶん不妊治療に関していうならば、女性もなんか「頑張ってい
い卵つくります」みたいな言い方をよくしていて、漢方薬飲んだりとか、お
やったりだとかなんだとかって、そういうことやっていると思います。それっ
て二つあって、一つは、医療化に向き合わないといけないので、戦略的にそう
いう言い方しているところがある。私が面白いなと思ったのは、精子のことを
ソルジャーと呼んでいる不妊治療の当事者がいてですね。「ソルジャーの元気
がなかったから今回はいまいちだった」みたいなことを言ったりしていて。そ
れって医療化に対するある種の抵抗言説だと思います。そういうふうな、要は
自分の人としてのあり方というのを守るために、あえてモノ化にコミットする
みたいなところもあるのではないか。そういう文脈をちょっと思ったりしまし
たけれども、それってご報告のなかでもあった、軍隊にあえて適応していく過
程みたいなのとちょっと似ているな、とも思うのですが、もしご意見があった
ら聞かせていただけると嬉しいです。もう一つは良き精子生産者になろうとし
ているというのは、これは感想ですけど、男らしさを確認したいというか、俺
の精子めっちゃ元気で、俺男らしいぜ、みたいな、そういうところももしかし
たらあるのかなと思ったりします。TENGA とかそういうのも、健康管理、自
己管理の一環だ、みたいな売り方をしている文脈ってあると思いますけれども、
そういうお話との接合も考えたりしました。その、生産者になろうとしている
というところについて、もうちょっと膨らむかなという感想をもちました。も
しも何かリアクションなりコメントなり、思い出したことなんかがあったら、
教えていただけると嬉しいかなと思います。
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瀧川さんですけれども、ご自分の今までのカウンセリングの経験のなかで、
時代的な変化みたいなものについて思ったりするところはないかな、というの
をできたら教えていただきたいなと思います。不妊治療はだいぶ歴史が長く
なってきましたので、その中で心配事のトレンドが変わっていったりだとか、
そういうことが起きてきているのではないかなと、私としては思っています。
もしも臨床のご経験の中でそういったところで気づいたところがあれば、教え
ていただければ嬉しいかなと思います。雑 になりましたけれども、だいたい
時間ですので、これで終わらせていただきます。どうもありがとうございまし
た。
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コメントへのリプライ

吉田一史美（司会）：中村先生、永田先生コメントありがとうございました。
そうしましたらシンポジストの方から、お一方ずつリプライする感じで大丈夫
ですか。全体への質問と、各シンポジストへの質問があったと思うので、あわ
せてコメントいただければと思います。それではまず瀧川さんから。

瀧川：私はガイダンスということで、研究という立場ではなく発表させていた
だいたのですが、先ほど発表させていただいたとおり、男性不妊に関しまして、
妻側からも男性不妊に対する不安、奥様の不安な気持ちやお辛い気持ちを聞か
せてもらう機会は数回、少ない回数ですけれどもありました。その中でやはり
出てくるのは男性性の問題で、奥様としてはやはりどう治療に関して積極的に、
自分は子どもが欲しいので、したいけれども、夫には言いにくい、男性のプラ
イドというところもあって、言いにくいというところもあり、他の話では凄く
仲良しなご夫婦だけれども、実際に治療の話になってくると、間接的に問題が
ある。なかなか難しいですけれども、先ほど話したみたいに、カップル・カウ
ンセリングという家族療法とかでやっている技術がありますけども、そういっ
たものを導入しながら、どちらが悪いか、夫が悪い、妻が悪いという、どちら
かが犯人探しみたいなことはしないで、一緒に向かっていけるようなスタンス
で関わるということで、奥様の方にアタックしております。

カウンセリング自体の時代背景があるかということで、私がどのように考え
ているかということですけれども、まだ私も実際に現場に出ているのが、7 年
目です。なので 7 年間の中での話ですけれども、やはり非配偶者間の生殖医療
も実際にはある程度ご存知ということもあって、そういった治療があるのかな
いのかっていう自分自身はここまでしてみたけれども、どうしたらいいかとい
うようなカウンセリングのテーマもあがってきたりとか。あとは先生方のお話
に出てきたかもしれませんけれども、セックスレス。セックスレスの問題って
いうのは結構他の施設でもあるみたいで、私自身も数件カウンセリングさせて
もらったのですが、ほとんど結婚してからは一回も、前の彼とはセックスはし
たことはあるけども、今の結婚した夫とは一回もセックスはしたことがなくて、
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だけど妊娠したいという相談があったりとか、そういった問題が絡んでいるも
のも結構今増えてきているんじゃないかなというのは、時代背景としてもしか
したらあるのではないかなと思っております。

竹家：中村先生、永田先生どうも貴重なコメント、ご質問ありがとうございま
した。まず中村先生にご指摘というか、ご質問いただいた、結局これが何の問
題になるのかというお話があったと思いますが、私も今日の考察というか結論
的なところとして、夫婦の問題として立ち現れていたというところが重要かな
と思っていまして、そうなるとやはり永田先生もコメントしてくださったんで
すけれども、結局この問題は家族とか夫婦、家族的な問題なのかなと思ってい
ます。結局家族社会学なのか医療社会学なのか、何なのかということで、自分
も迷ったりもしているのですが、今の感触からいくと家族社会学の流れになり
つつあるのかなあと。そこを決める必要は全くないと自分は思っているのです
が、その手がかりとなるのが、今日も報告させていただきました、内容で言い
ますと、精子が回収できなかった場合の男性の語りがあったと思うのですが、
夫は子どもを持たなくてもいいと思う、二人でもいいと思っていても、妻が諦
められない、その子どもをもつことをめぐって夫婦関係がどのように変わって
いくか、再構築されていくかという問題だと思います。夫にとってはもはや医
療の問題ではないんじゃないかということが、凄く明らかになっていると考え
ています。ただもちろん何度も言っているように少数事例なので、これが一般
化することはもちろんないですけれども、やはり家族、夫婦の問題かなという
のが一つあります。

もう一つ永田先生が皆さんに、ということで指摘してくださった、男性不妊
治療が活気を帯びていて、それをまたこれからどう見ていくのかということで
すけれども、活気を帯びているというのは、一番大きなバックグラウンドとし
ては少子化ということがあって、それで「妊活」というのがだいたい 2011、
2012 年ぐらいですかね、流行語大賞になって、卵子の老化が NHK で報道され
たりしてクローズアップされた時に男性不妊ということにもフォーカスされた
と思うんですね。加えて技術も進歩しているということで、男性不妊にも目を
向けようという流れがあるのではないかと思います。
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私、さらに泌尿器科医の先生にもインタビューをしているのですけれども、
先生方が言いますのは、不妊治療というのはもちろん女性主体でやられてきて
いて、ステップアップという言葉が婦人科のクリニックで使われますけれども、
ちょっといやらしい話をすると、ドル箱というか、お金が物凄く、どんどんス
テップアップすると儲かると。あえて泌尿器科を入れなくても、婦人科のクリ
ニックだけで完結しているようなところもあるんだけれども、実は泌尿器科の
専門医が入っていくと、ステップダウンすることができると。先ほど瀧川先生
もおっしゃったのですが、一番明確なのが静索静脈瘤というのが、瘤のような
ものが精巣のところにできるものですけれども、それがあるにもかかわらず、
そのことを無視して何度も何度も顕微授精をやったりしても結局全然うまくい
かないと。泌尿器科の先生が触診するともう一発でわかるので、それを手術で
取って、顕微授精すればすぐに子どもができると。そういうようなことが非常
にあって、「それにもなんか黙っていられなくなったんですよね」、みたいな話
を泌尿器科の先生は実際におっしゃっています。あと、男性側の技術の発達と
いうのも、非常に大きいものがあると思います。すみません、お答えになった
かどうか。

永田：ありがとうございます。勉強になります。

倉橋：中村先生と永田先生、コメントありがとうございました。実はですね結
構大きな問いをいただいたところがありまして、未消化なところがありますけ
れども、まずはちょっと全員に共通してと、永田先生が出された二点について
話したいと思います。一点目、皆さんも答えられてますけど、なぜ男性不妊が
活況なのか、という点。もちろん永田先生がおっしゃられたテクノロジー、そ
れから不妊の一般化、そこから一周して今度男性の方にいった、あるいは男性
ジェンダーが変わったという諸視点、もちろん僕もそうだと思います。メディ
ア研究者なのでこうやってベタなことを言って帰ろうと思うのですが、もう一
つ別のテクノロジーで、「情報化」ということがあるかと思います。要するに、
いわゆる知的言説というのが増えていて、それがいわゆる生殖をめぐるポリ
ティクスを動かしていくというところがありますので、少なくともそれは情報
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アクセスできるようになったところで、今後変化があるのではないかというこ
とは、思ったりします。というのは、先ほどから見られているような事例だっ
たりとか、書かれているものというのは、いわゆる今よりも情報が出てくるよ
りも前だったりとか、あるいはそういうのを若い時期に親しんだことがない人
たちが語っているものでありまして、例えば我々よりも下の世代、要するにほ
ぼインターネット世代になってくると、もしかしたらそういった人たちよりも
新しい情報もすでに手に入れていますので、それなりに僕自身も距離を取れて
いると思うところもあったりします。だから「何でこいつはこんなことで悩ん
でいるのだろう」、と思うわけですね。知らないからでしょ、と思うわけです。
情報化というのが、ちょうどいいタイミングではまっていく、もちろんテクノ
ロジーと不妊の話とそれから男性が医療化され一周まわったところと、全部絡
んでいくような気はします。

あとそれともう一つ共通でという話でしたが、いわゆる現象レベルの話が多
くて、あえてその事例レベルの話が多くて、今後それをどう展開するのか、あ
るいは研究に発展させていくのか。これなんですが、僕は言いましたように「に
わか研究者」ですので、男性不妊の話に関して先々プランをたてられているわ
けではないのですが、やはりでもメディア研究と、サブメジャーでジェンダー・
スタディーズみたいなものを少し絡めながらやっていると、思うところがあり
ます。何かというと、少しは学問的な話として、カルチュラル・スタディーズ
はメディアだったりジェンダーというのを非常に得意にしてきた分野でした。
70 年ぐらいから有名になるのですが、その中で何を重視されていたかという
と、要するにアカデミアから「文化」として見られていなかったモノあるいは
人たちの実践というのを良くも悪くも政治的に捉えるということをしていたわ
けなのですが、その中では男性というのは女性研究者から批判をされます。例
えば「サブカルチャー」とか言っているのは男の幻想じゃないか、みたいなね。

「スタイル」とか言っているのは男じゃないか、とか言われ、そういった中で
新たに女性が作る女性の文化、実践といったものは評価されるようになった。
他方で、でも男性ってそもそも何だったんでしょう、という問いが逆に周辺化
されているというか、排除されているとたまに思ったりします。それが逆に言
うと今こうしていわゆる男性性と不妊、特に不妊の治療の研究とかが、あまり
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ないなと皆が口ずさむことのひとつの要因なような感じがありますので、そん
な感じの展開の仕方というか、ものの見方というのが、まさにジェンダーとか
メディアとか使うと面白いのではないかと思ったりします。それが二つ目、共
通の話という感じです。

個別のコメントについては、まず永田先生の話の方を先にしようかと思うの
ですが、例えば商業言説の中において、格好悪いといえる男性性みたいなのが
またひとつ新しくできたんじゃないの、というか、そういう感じの話をしてい
ただいて、それは不妊以外にもあるんじゃないかという話をされたわけです。
それが質問でしたね。確かにそう見えるような気がします。でも他方で、「ダ
サ格好いい」みたいなことを言っているわけですね。でも「ダサ格好いい」の
後、もう一行つく気がします。つまり「ダサ格好いい」も「格好いい」に入る
わけです。つまり別の価値規範に結局、正確には旧来の価値規範に回収されて
いる話であって、「オタクだけどモテる」とかね。それも旧来の価値観が前提
にあって、初めて格好悪いところを見せられる格好いい男性性ができていると
思います。ですので、他の事象と接合すると言われれば、むしろそうやって「ダ
サい」ところを、「ダサ格好いい」とか、否定的な要素を持って、旧来の男性
性の語りに回収するようなやり方というのがみられるだけであって、そういう
やり方が現れたわけだと思います。いま良い事象が思いつかないところがあり
ますが、ただその共通点はそういうところかな、とお答えしたいと思います。

実はここから中村先生の質問にお答えしたいなと思うのですが、凄い難しい
なと思っています。ただまず先に話を繋げていくために、お話をさせていただ
きまして、誤解がなければ、永田先生の今事例を出してくださいと言われてい
るような話と、中村先生がおっしゃっていることは、一つの点では共通してい
るのではないかと思うところがあると。それは何かというと、中村先生がおっ
しゃったとおりプレカリアスなマンフッドという、要するに不安定な男性性と
いう言葉があるのですが、そしてその時に、これちょっと僕もはっきり理解し
ていないので良くないのですが、澁谷さんが 10 年ぐらい前に書かれたという
のを引き合いに出して、要するにマスキュリニティーズっていうだけじゃやば
いんじゃないか、という話だったと思いますが、要するに何かある種の複数性
を肯定するということは、何か複数化するかたちで相対化したという状態を指
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摘して終わってしまうと、その間にある権力関係というのを捨象することにな
るのではないか、ということになりそうな感じなんですね。だけどその間にあ
る権力関係って、要するに複数あるマスキュリニティーズの間にある権力関係
というのが、いろいろ絡まって不安定な男性性という概念の中にうまく入って
いるのか、入っていないのか。そのようなニュアンスで聞いていました。で、
永田先生の言ったように、新しい男性性ができているんじゃないかということ
と、複数のマスキュリニティのなかで、男性にどういう希望が持てるのかとか
ですね、こういう必要だったら男性性みたいなものはあるかと思うのですが、
要するに正直な話、僕それに関して、つまりこれがこういう希望がありますと
か、そういうことに関してはちょっとなかなか答えづらいところがあるように
思います。というのは、何を言っても下手したら、今言ったように、マスキュ
リニティーズを僕がもう一つ増やしただけで終わってしまうことになる可能性
があります。例えば、「パイプカットする男性が一番格好いい」、「今後一番希
望が持てる男性だ」と言ったところで、それは別のマスキュリニティーズとの
関係性、権力性の中でしか作られないものだと考えられますので、そう考えて
いくと、何が重要なのかというと、要するに今やはり事例の研究が必要だなと
理解しています。いやそう答えるしかないかもしれないと窮地に追い込まれて
いるだけなのかもしれませんが。ただ重要なことは、例えば不妊、男性不妊と
いう言葉にしてもそうですし、それから「草食系男子」みたいなのがいいと言っ
た時の「草食系男子」という言葉もそうですが、それ自体は、じゃあいわゆる
呼び名ができているだけで、そこにいわゆる実体があるわけじゃないようなも
のですよね。ある種のキーワードなわけです。つまり「男性不妊」も、そうい
う意味においては言説のひとつの資源でしかなくて、そうしたものは何かとお
そらく接合します。あるいは何かと別の権力関係というのを作ります。ですの
で中村先生がおっしゃられたような、例えば生殖を全く必要としない男性性と
いうのが出てくるのではないかと。例えば養子だったらそんなの別に必要じゃ
ないし、と思われるかもしれないのですが、いやそれは、こう言えるかもしれ
ないです。すなわち今「男性不妊」と言われているもの、このキーワードで語
られているものが、今我々がここで分析しているラインにおいては、性的能力
と生殖能力の二つの軸を通して語られる言説装置になっていますけれども、も
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しかしたらそれが変わるかもしれない。そこに権力の動態性というようなポリ
ティクスというのがあるのではないか、と凄く逃げた回答をさせていただきま
す。すいません、答えに全くなってないと思いますが、よろしいでしょうか。
とりあえずありがとうございました。

由井：中村先生、永田先生ありがとうございました。倉橋さん同様、中村先生
からの問いに対して私明確に答えられる気はしないのですが、ともかくですね、
ねじれというのが何なのかということについて、ちょっと分かりにくいような
説明をしてしまったのかもしれないので、もう一度確認させていただきたいと
思います。ここで言っているのは、さっきから再三出てきているように、要す
るに男性性をはかる尺度が多様化している、というようなことだと思います。
例えばダイアモンド✡ユカイは、①精子がなくてもセックスできる人、よりも
②精子があってセックスできない人、を下層に置いている。これは倉橋さんに
ご説明いただいた件です。この理屈でいくと、最下層は中村先生もおっしゃっ
たように、③精子もなくてセックスもできない人、ということになります。

私医療技術の歴史をこれまで専門的に研究してきたわけですけれども、かつ
ては②つまり精子があってセックスできない人は、子どもはできなかったけれ
ども、最近では顕微授精の前に、精巣からの採取によって精子さえ得られれば
子どもができるようになってきました。だから、こと子どもをつくるという尺
度に限れば、実はダイアモンド✡ユカイが下層に置いた②よりも①の方が、男
性性との関係で問題になってくるということです。だからどういう尺度かに
よって、強い男性性とそうでない男性性に分かれてくるというようなことが言
いたかっただけです。もう一つ例を挙げるならば、クラインフェルター症候群
といって、性染色体が XXY だとか、XXXY だとかいう感じで、「通常」の男
性と比べて、女性の染色体として認識される X 染色体の数が多く、外見もた
とえば乳房が女性化している場合があったりだとか、体つきが華奢だったりだ
とかして、女性のようであると、そういう「疾患」があります。クラインフェ
ルター症候群の場合、精子の形成がうまくいかないことがけっこうあるらしい
のですが、これなんかは男性的であることと精子があること＝男性的でないこ
とと精子がないこと、というイメージと合致します。でもその一方で、体はマッ
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チョだけれども、精子がない、医療関係者はそのギャップに驚いた、なんてい
う例もあるそうです。人生案内でも、夫の体はマッチョで「男らしい」、けれ
どもインポテンツだ、というような悩みも語られていました。

これに関連して、さっきから度々出てくるし、永田先生のコメントにもちょっ
と出てきましたが、セックスレスに言及しておきたいと思います。1950 年代
から 2000 年代までの「人生案内」の相談では、セックスできないことと、子
どもができないことの悩みは混在して語られていたのですが、実は 2010 年代
になると、セックスできないことの悩みは単なるセックスレスの話に回収され
て、そこに子どもができないことの語りは見えない、潜在化します。おそらく、
その気になれば、精巣から精子を回収すれば子どもができるようになってきた
と、そういった技術の発展もあるのではないかなと考えております。

永田先生からいただいたコメントですけれども、まず全体に対してですね。
男性不妊言説の活況の背景ですね。それは私がこれまでやってきたことに関し
て言えば、技術の発展というのがかなり大きいと思います。実は 1950 年代あ
たりから、女性雑誌とかに度々不妊の話題が出てきて、そういった記事を読ん
でいると、決まって不妊は女性だけじゃなくて、男性の問題でもあるんですよ、
と。夫婦揃って検査受けなさいよ、という言説が、その頃から普通に見られま
す。それは現在にも続いているところです。ただし技術という面で見ると、実
は 1990 年代までは、重度の男性不妊に対しては、AID 非配偶者間の人工授精
に頼るしかありませんでした。有効な介入方がほとんどなかった。そこで革命
が起きたのが、1992 年ベルギーですね。顕微授精によって初めて子どもが生
まれます。顕微授精というのは、精液中に精子がひとつでもあれば子どもをつ
くることができる。さらに技術が進めば精液中に精子がなくても、例えば精巣
のなかに精子の元になる細胞が一つでもあれば、外科的に精子を回収して、そ
れで子どもができるようになってきたと。なのでこういったいわゆる治療の、
とりあえず夫の精子で子どもをつくることが可能になったということを治療と
捉えておくと、その治療可能になったことが、男性不妊言説活況の背景にある
のかな、と、それに商業主義が乗っかっていたこともある、ということをひと
つ考えていますし、もう一つは竹家さんのおっしゃったことにも関わりますけ
ど、間違いなく少子化の問題があるかと思います。
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卵子の老化問題に関連したところですけれども、高校の副教材問題がありま
したよね。グラフの改竄がどうとか（この点については、次の文献を参照。高
橋さきの「『妊娠しやすさ』グラフはいかにして高校保健・副教材になったのか」
SYNODOS, 2015.09.14）。あの教材もしっかり読んでみると、実はちゃんと、
不妊の問題について、不妊の原因は、女性だけじゃなくて男性にもありますよ、
ということが書かれていますし（文部科学省『健康な生活を送るために（高校
生用）』2015 年）、政府の少子化対策関連の審議会の議事録なんかを見ていても、
そういったことが語られていたりします。少子化と不妊の問題ってかなり密接
に関連していて、例えばまた私の専門に引き付けて言うと、第二次大戦中、戦
時人口増強政策のもとでも、盛んに不妊治療の重要性が語られていたりもしま
した。これは実現してはいませんが、戦後、優生保護法の制定に尽力すること
になる谷口弥三郎という産婦人科医がいて、その人なんかは戦中、不妊女性の
国家管理体制を築くと。不妊女性を国に登録しましょうみたいなことを言った
りもしていました。そういった状況とちょっと重なるところもあるのかなと
思ったりもします。ただ違うのは、当時は生殖＝女性の責任とみなされがちだっ
たわけだけれども、最近では男性にも注目が集まってきたということだと思い
ます。

関連したところで、日本で 1983 年に東北大学で初めて体外受精を成功させ
た鈴木雅洲さんという、当時の産婦人科教授がいますが、2015 年に亡くなり
ましたけども、その人は 15 年に日本学士院賞という賞を受賞しています。そ
れは体外受精を初めて成功させたことの功績ですけども、授賞理由なんか読ん
でいても、少子化のご時世、少子化対策に極めて貢献できる素晴らしい技術を
日本に導入した人だ、だから表彰します、みたいなことが書かれているわけで
す。繰り返しになりますが、少子化の問題が不妊治療の重要性に関する認識を
高めていったというような背景があるかなと思っております。

今後の課題、今後の展望みたいなことですね。今の話に引き付けていえば、
例えば卵子の老化言説、あるいは高校副教材問題ですね、グラフの改竄があっ
たということだけじゃなくてですね、高校副教材を通して女性に出産役割を固
定化させようとしている、というような批判が特にフェミニズムから出てきて
いるわけなんですね。それと同時にプラスアルファで昨今男性にも不妊の原因
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があるということが声高に言われている。つまり男性にも生殖する性であると
いことを自覚させようという流れが出てきているといえます。しかし男性が、
先ほど僕が発表したことと関連するけれども生殖する性として自覚的であるこ
と、つまり生殖責任を自覚するということは結局、女性に子どもをつくらせる
ことにしかならないんじゃないか。つまり子どもをつくらなければいけないと
内面化する男性が、その責任をまっとうするために結局女性に妊娠・出産させ
るということになってくると思いますので、実は男性身体の管理を通して、間
接的に女性の管理が強化されつつあるというようなこともいえるかなと、今は
思っております。

あと、身体管理ということに関していえば、それは生殖補助技術で生まれた
子どもに対してこそいえるのかとも思っています。というのは、最初に顕微授
精で子どもが生まれたベルギーでは、顕微授精で生まれた子ども全てに対して
健康状態の追跡調査を行っているらしいです（石原理『生殖医療の衝撃』講談
社、2016 年）。こういうからくりもあって、顕微授精で生まれた男の子はどう
やら精子形成能力があまり高くないようだ、ということがわかってきたみたい
です。精子の形成能力をどう調べるかといったら、精液を採取するのですが、
1992 年以降に生まれた青少年たちがそういうことに協力しているわけです。

個別質問ですね。歴史の全体の流れについてどう思うのか、というところで
すけれども、これもなかなか難しいところで。ですが一つ、男性が弱くなって
いるというようなことを思いました。別に弱くなっていることが、いいことで
も悪いことでもないと思うんですけれども。といいますのは、例えば自分のせ
いではなく夫のせいで妊娠できない恨み、とまどいという論点を出しましたが、
そういった恨みが頻繁かつ露骨に語られるようになるのは実は 90 年代以降で
す。50 年代ももちろん恨みも語られましたけど、ちょっとマイルドな語りな
んですよね。プラスアルファーで女性不妊の場合の相談なんかを見ていると、
子どもができないことに納得いかない男から暴力をふるわれるという相談が結
構あります。50 年代、60 年代、70 年代までは。ですけども、そういった DV
を伴うような不妊問題の事例は減っていっているということもありますので、
なんというか男性が弱くなり、女性が強くなってきたようなことがある面にお
いては妥当するのかなと思っております。すいません、あまりお答えになって
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いませんが、とりあえず以上です。

澁谷：中村さん、永田さん、どうもありがとうございました。順番にお答えし
たいと思います。まず中村さんが教えてくださった「玉入れ」についてのお話
ですが、大変興味深く伺いました。今日、東京から来てほんとうに良かったと
思いました。といいますのも、今、私は「包茎」の歴史を研究しているのです
が、50 年代、60 年代の記事を探ると、包茎といっしょに性器加工の話も出て
くるのです。性器加工の中には、玉入れも含まれます。その玉入れに熱心なヤ
クザが刑務所に入所し、支給されたハブラシの柄をこっそり加工して、玉を作
り、自分で自分の股間に入れるというエピソードを読んだことがあります。こ
のような性器加工の話は 50 年代、60 年代で終わったと思っていたのですが、
今もその痕跡が刑務所で見られて、なおかつ検査で玉の数をかぞえられるとい
うのは、大変面白くうかがいました。

これは感想で、つぎに質問にお答えします。男と女の未来にひきつけながら
考えると、「絶倫のイクメン」とはいったいどういうものか、という問題提起
をいただきました。やや妄想めいた話になりますが、「絶倫」が今のありかた
とはだいぶ様相を変えたうえで、「イクメン」と両立するような気がしています。
子煩悩なイクメン男性は、多分これから増えると思います。彼らは、子どもが
ほしいと心から願い、もし自分が原因で子どもができなければ、妻が可哀想だ
といって、熱心に妊活に打ちこむでしょう。まっすぐな瞳で精子セルフチェッ
クキットなどを使い、毎日記録をつけて、食事に気をつけて、そして、念願か
なってイクメンになるという、そういった男性の姿は、十分ありえる気がしま
す。現在の「絶倫」とはだいぶイメージが違いますが、「絶倫」が様相を変え
つつ、イクメンと両立していく。そんな男の未来像が、今日の話を聞きながら、
見えてきました。

それから、永田さんからいただいたご質問の、「なぜ男性不妊の言説が、活
気を帯びているのか」ですが、すでに皆さんが答えられているように、国家、
医療ビジネス、そして夫婦の三者の欲望がすべて一致しているからだと思いま
す。国家は人口を増やしたいですし、医療ビジネスは顧客を増やしたい。これ
まで女性だけを対象としていた医療サービスを男性にまで広げれば、収益は単
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純計算で２倍になりますから。そのいい例が、子宮頸がんワクチンですね。数
年前に私が調べたときは、海外では、子宮頸がんワクチンを男の子にも接種し
ようとする動きがありました（澁谷注：2009 年９月、HPV ワクチンの男児や
男性への使用が、アメリカ食品医薬品局の委員会によって推奨されました。
"HPV Vaccines: Cervarix Approval and Gardasil Use in Boys/Men 
Recommended by FDA Advisory Committee", Medscape, September 11, 2009. 
http://www.medscape.com/viewarticle/708761）。夫婦の欲望は、子どもが欲
しいというものです。国家、医療ビジネス、夫婦の三つの欲望が合致したとこ
ろに、今の言説の盛り上がりがあるのだと思います。
「それをどう見るのか」というご質問にお答えします。とりあえず、子ども

がほしいという個人の欲望に、権力が表だって介入するのは難しいと思います。
国家がああしろ、こうしろということは、本来はできない。しかしながら、市
民が、個々の現象に対してツッコミを入れる、あるいは、対抗言説なり、批評
なりを出していくということはできると思います。たとえば、「わざわざ絶倫
を誇ってから、無精子症の苦しみを吐露するダイアモンド✡ユカイ、ダセえ」
とか、あるいは、「精子の数を誇る男どうなの」とか、そんな水準で。そうやっ
て、対抗言説を地道に作っていくしかないだろう、と今のところ思っています。

それから、精子セルフチェックをする「良き精子生産者」にかんしてご感想
をいただきました。男らしさを確認したいのでは、健康管理の文脈もあるので
はないか、というのはそのとおりだと思います。加えて、お話を聞きながら、
精子セルフチェックをする男性は、男らしさを目指しながらも、どこか「女子っ
ぽい」ところがある、という感想を持ちました。精子の数は体調によって日々
変化するので、チェックは何回もやったほうがいいそうです。すると、男性は、
マメにチェックをし、記録をつけることになります。そして、食事に気をつけ
たり、働きすぎないようにしたりする。複数回にわたる検査と記録、健康への
配慮というのは、ある意味、たいへん「ちまちま」した行為で、「女子っぽい」
感じがします。男らしさを確認するために始めたことが、とても「女子っぽい」
色を帯びる。それが悪いことだとも、いいことだとも評価はしませんが、精子
セルフチェックをする男性というのは、なにか矛盾をきたした存在のように見
えます。
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それから、もうひとつ想起したのが、戦前期にあった、結婚前の健康診断書
の交換です。現代は、子どもがほしいという欲望が、テクノロジーである程度
叶えられるようになりました。いわば、「子どもを諦めさせてくれない状況」
が広がったわけです。すると、治療で苦労するぐらいなら、はじめから苦労し
ないですむ相手と結婚しようとする人が出てもおかしくない。それで、結婚前
に健康診断書を取り交わす動きが出てくるのではないかと思いました。戦前の
雑誌などには、診断書の交換を推奨する記事がふつうに書かれていましたし、
国家も奨めていました。これからの若いカップルの間にも、また交換の動きが
起きてくるのではないかと思います。もちろん、カップルたちは、国の人口政
策がどうこう、少子化がうんぬん、などということは考えません。相手を苦し
ませたくないとか、子どもを持ちたい相手の気持ちを尊重してあげたいとか、
そんな純粋な、優しい気持ちで交換します。それで、意図せずして国家権力に
加担していく。こういうシナリオが見えてきました。
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